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は じめに

明治29年 に民法が施行されて以来、実質的な変更がなか った公益法人制度が、実に100

年強ぶ りに抜本改正 に向けて検討が進んでいる。法人設立につ いて主務官庁の許可制 とし、

設立後 も指導監督が行われ る現行制度 を、行政の関与 を大幅 に少な くし、他方で法人のガ

バ ナンスや説明責任 を自己責任原則 の下、よ り明確 にする という方 向での改正が考え られ

ている。

一方、公益信託 は、昭和40年 代半ば、公益法人にまつわるいろいろな問題が発生し国会

で も議論の的 となったため、当時の行政管理庁 による公益法 人の悉皆調査や総理府 による

公益法人 に対す る統一的指 導監督体 制が整備 されるなどの環境の中で、公益実現 のための

「新 しい手法」として注 目を浴び、総理府 ・信託協会 ・学会な ど関係者の協 力の下、研究調

査 が行われた結果、実用化が実現 した経緯が ある。

公益法人制度抜本改正 に関わる前述のような動きは、財 団法人制度 と同 じく財産権を出

損する ことによ り、不特定多数 の人々の利益、すなわち公益 に資する目的の公益信託制度

にも連動 して大 きな影響を与えるもの と考 え られ る。

また、商事行為 としての信託業務は規制緩和 を指向 して、すでに信託業法の改正が近 く

予定されてお り、さらには一般法である信託法も近代化に向けて改正案が検討 されている。

このように公益信託制度 をめ ぐる環境は、いわば公益 と信託 と両方 のサイ ドか らある種

のあわただ しさを増 してきて いる。

本研究 は、 このよ うな認識の下、今後 の公益信託 制度の ありかたについて専門の研究者

の方々 に研究をお願い し、その成果 を今後想定 され る公益信託制度改正 に生か してゆきた

いとの願 いか ら始めた ものである。能見座長は じめ委員の先生方 には超 ご多忙 にもかかわ

らず終始熱心な ご議論 とその まとめ をご執筆いただき、この機会 に改めて御礼 申し上げた

い。

また、 この研究企画の趣旨に ご賛同いただき研究資金 を助成 していただいた財 団法人 ト

ラス ト60に 心か ら感謝の意を表 したい。

平成15年12月

財団法人 公益法人協会

理 事 長 太 田 達 男



1本 調査研 究の趣 旨 ・目的

現行公益法人制度は明治31年 施行の民法を根拠としており、その設立が許可主義である

ため主務官庁の裁量による公益性の認定に統一性がないこと、設立後も主務官庁の監督に

服するため官庁との癒着などの弊害があること、一方その運営についても自立的なガバナ

ンスが明確でないことなどの諸問題点が指摘され、現在政府ではその抜本的改正に向けて

論点整理を発表するなど、平成17年 度中の法改正を目途に改革論議が急進展している。

このような状況にあって、財団法人制度とならんで、財産権を主体として公益活動を担

う組織類型 としての公益信託についても、信託制度の利点 ・特徴を生かしつつ公益法人制

度の改革と平灰を合わせた見直しが必要である。たとえば、財団法人設立が許可主義か ら

準則主義となった場合、公益信託 も引き受けについて準則主義的な考え方を導入する必要

があろう。

本研究は、上記のような公益法人制度(税 制を含む)の 改正を睨みつつ、それと同様の

内容を取り入れるためには、公益信託に関する信託法66条 以降の規定およびこれに関連す

る法令をどのように改正するべきかを研究するものである。

2調 査研究の方法

財団法人公益法人協会内に 「公益信託制度の抜本的改革に関する研究プロジェク ト委員

会」(略称:公 益信託制度研究会)を 設置し調査研究を進める。委員会構成は3に 掲げる通

りである。

3
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4会 議 経 過

第1回(2002年12月9日)

研究趣旨説明、現行制度説明、今後 の方針 について
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一

第1章 公益信託を準則主義にする場合の問題点

(松蔭女子大学経営文化学部教授 雨宮孝子)

1問 題の所在

(1)意 義と現状

信託 とは、財産 の所有者である委託者が、受託者に財産 を譲渡 し、受託者はその財産を一定 の目的

のために管理 ・運用する財産管理制度である。公益信託は、篤志家である財産の出損者(委 託者)が 、

育英奨学、学術の振興、環境保全、国際交流、福祉の増進など公益 目的のために、財産 を受託者に譲

渡 し、受託者 は、主務官庁か ら公益信託引受けの許可を受け、主務官庁の監督 のもとで、受託者が公

益 目的のために財産 を管理 ・運用する制度である。公益信託 については、大正11(1922)年 に公布

された信託法66条 以下に規定がある。ただし、実用化 されたのは、昭和52(1977)年 か らであ り、

平成15(2003)年3月 末現在、信託銀行が受託 した公益信託(1)は、572件 、信託財産残高は、711億

8,400万 円、助成額の累計は296億3,900万 円にのぼる(資 料1～5参 照)。 事業内容は、すべてが奨

学金や研究助成や事業助成な どの助成事業で、分野では、高校生、大学生などへの奨学金支給、自然

科学研究助成、教育振興、国際協力 ・国際交流促進、社会福祉な ど多彩である。民法34条 の公益法

人のうち、財 団法人 と同様 の機能 を有 し、公益信託 は民間公益活動のもう一つの主体 として、着実に

成果 をあげているといってもよいであろう。 とくに、最近では、地域に根差 したNPO活 動を都道府

県が支援す る手段 として取崩 し型の公益信託(2)を利用す るケース も出現 した。都道府県の中に基金を

設定す るのではな く、基金の確実な管理 と、毎年の議会の決定ではなく、柔軟なや り方で、NPOを

支援 していく方法 として、公益信託制度を採用 しているのが新 しい。今後の公益信託の利用方法 とし

ては、各種 の募金(た とえば拉致被害者への支援、災害援助基金、福祉 目的基金、24時 間テ レビによ

る募 金などいろいろなものが考え られる)に 対 し、確実な基金管理 と有効な分配を確保するために公

益信託制度の採用が期待 される。

(2)公 益信託の設定 と公益法人制度改革

前述したよ うに、公益信託 は、財産の所有者(委 託者)が 、育英奨学、環境保護、福祉の増進など

一定の公益 目的のために財産 を受託者 に信託譲渡 し、受託者は主務官庁か ら、公益信託引受けの許可

を得て、主務官庁の許可 ・監督のもと、信託財産 を管理 ・運用 して、公益 目的を実現 していく制度で

ある。

これと同じ機能 を有するのが、一定の公益 目的に出損 した財産に主務官庁 の許可 により法人格を与

え、理事が寄附行為に従ってその財産 を管理 ・運用 し、公益 目的を実現 していく公益法人(特 に財団

法人)で ある。現在 、公益法人制度の抜本的改革の議論があ り、そのなかで、公益法人の主務官庁に

よる許可 ・監督制が公益法人の 自主性を阻害 してお り、また、情報公開の義務づけがないために、補

助金の悪用や天下 りなど官民の癒着などが実際上の問題 としてある。平成15(2003)年6月27日 に

閣議決定された 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針(以 下 「基本方針」という)」③に記さ

れた改革の目的と検討の方向では、「… 主務官庁の許可主義による我が国の公益法人制度は、明治29

年の民法制定以来、100余 年にわた り抜本的な見直 しは行われてお らず、(中 略)一 般的な非営利法人

制度 がなかったため、時代 の変化 に対応 した国民による非営利活動の妨 げになって きた との指摘があ

る。/特 に、公益法人は、公益性の判断基準が不明確であ り、営利法人類似 の法人や共益的な法人が

5
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主務大臣の許可によ って多数設立 され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下 りの受 け皿等

について様々な批判、指摘を受けるに至っている。/こ うした諸問題に対処 し、更 に21世 紀の社会

経済の一翼 を担 う民間非営利活動の発展を促進す ることが喫緊の課題 となって いることか ら公益法人

制度の抜本的改革 に取 り組む」 としている。公益信託の実用化は昭和52年 か らであるが、 これまで

上記のよ うな問題が生 じた ことはない。その意味では、公益法人の改革にあわせ る必要がないとも言

える。しか しなが ら、21世 紀の社会経済の一翼 を担 う民間非営利活動の主体 の一つで ある、公益信託

について も、その活性化のためにいくつかの問題提起 をす ることは重要 と思われるので、一部、公益

法人の抜本的改革 と平灰をあわせて、①公益法人類型は廃止 し、単 に非営利法人 とし、公益性は税制

優遇 の場面だけで配慮する場合、公益信託の制度改革は行わな くてよいのか、② 非営利法人が主務官

庁の許可 ・監督制 をやめて準則主義で設立できるよ うになった場合、公益信託 も準則主義で設定 した

ほうがよいか、③準則主義で設定できる とした場合、公益性を法定化 しなけれ ばな らないが、 どのよ

うに書き込むのか。また、公益信託は、非営利性 も要件として必要か、④公益信託 の信託行為を公証

人が認証す るのかな どを考 えてみる。 さらに公益信託の活性化のためには、信託財産の多様化、受託

者の多様化な ども必要であるので、あわせて言及す る。

2公 益法人と公益信託を比較 した場合の問題点

公益法人は廃止 し、公益信託 は存続 させるのか

平成15(2003)年6月27日 に閣議決定された 「基本方針」では明確ではないが、新 しい非営利法

人について は、公益法人類型は廃止 し、非営利法人 を準則 主義で設立 し、「公益性」は、税制優遇の場

面で判断す るものとしている。

そこで、同 じ機能を有す る主務官庁による許可 ・監督制の公益信託 はどのように扱ったらよいので

あろうか。

「基本方針」では、公益信託 につ いては、言及 していないので、今回の公益法人制度の抜本的改革

の姐上に乗せな くて良いということも言える。

公益法 人は廃止 し、非営利法人一本 にす る場合、公益法人という名称がな くなる ことになると思わ

れるが、公益信託 という名称はどうな るのか。非営利法人とあわせ るのかな ども問題 となる。私見 と

しては、以下の理 由か ら公益信託の名称 はそのままにし、非営利信託 という名称 にはすべきでないと

考える。

まず、公益法人の規定である民法34条 では、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益」までは

信託法66条 とおな じであるが、信託法66条 で は、「公益を目的 とす る」とい う規定であ り、民法34

条では入 っている 「営利を目的としない」 という規定がな い。

もともと 「非営利」 とは、 「営利」の反対概念で、収益事業をしてはいけない とい う意味ではな く、

収益があって も内部で分配 しないことであ り、非分配は存続 中も解散後 も同じであると考え られるω。

公益信託は、そ の条文か らも 「公益 を目的 とす る信託」であ り、非営利 を要件 とはして いない。なぜ、

非営利を要件 としなかったか は、不明であるが 、公益信託では、収益事業を しないもの と考えていた

のか、収益事業以外の収入(た とえば、寄附金、助成金、補助金など非収益事業収入)が あっても、

内部で分配す ることはな く、一定の公益 目的事業 にすべて払い出す もの と考えていたのではないかと

思われ る。

民法34条 の規定では、公益法人は 「公益に関す る社団または財 団で営利を 目的 としないもの」 と

6
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されている。公益につ いては、民法34条 と信託法66条 では、同じ例示が あが っているが、 「公益に

関する」に対 し、「公益 を目的 とす る」とい う規定 には、若干の差が認められ るとするのは、田中教授

である(5)。田中教授 は、「民法34条 における公益法人の公益性判定は(中 略)所 定の公益 目的 との関

連が認め られ るな らば、要するに非営利性を基本 的要素 として判定すれ ばよい。」(6)とも言ってお られ

る。公益法人の公益性 を厳格に審査すると、法人化 がむずか しくな り、公益法人として許可されなけ

れば、権利能力なき財 団や社 団を増大させ ることにな り問題であるとする。一方、公益信託は、明確

に 「公益 を目的」 とす るものに限 られ、非営利性は要件 に入 っていないので、公益性 は厳格 に判断さ

れ るべきという。公益性が不足 しているために公益信託が許可されなくて も、公益性 のある私益信託

として設定する ことは可能⑦であるので、公益法人のよ うな問題 は起 こらないと説明する。

私見としては、公益信託 の名称 は、公益信託のままでよいと考える。現行信託法の66条 には、非

営利性の要件は入って いないが、後述するように、現在のような助成型の事業だけでな く、美術館の

運営や環境保護のための植林事業な ど事業型の公益信託(8)も可能であると思われ るので、収益事業収

入のある公益信託 には、是非 とも非営利性を要件に入れるべきと考える。 さらに、一旦、公益 目的に

出損 された財産 は、公益信託終了後ももとに戻すべ きではな く、解散後の残余財産 も関係者に分配し

てはな らない という要件を入れるべきである。その意味において、公益信託 にも存続 中も解散後 も非

営利性の要件を貫 くべき と考える。

3公 益信託の許可制をやめて準則主義にすべきか

民間の公益活動の主体 としての公益信託が許可制でなければな らない理由はない。民間公益活動の

活性化のためには、柔軟性のない、硬直的な主務官庁 による許可制はやめるべきだと考 える。主務官

庁による許可 ・監督制は、主務官庁が所管 している事業 しかできず、た とえば、教育のための奨学金

事業 は文部科学省か、都道府県 の教育委員会が主務官庁 にな り、福祉目的の事業助成をや りたくても

厚生労働省の許可を受けない とそのような事業ができな いという問題がおきる。しか しなが ら、公益

信託 の受託者 の義務 については、信託法に規定されているので、公益法人を準則主義 で設立する場合

よ り、公益 目的に出損された信託財産の安全 ・確実な管理が確保できるはずである(9)。その意味では、

公益信託は準則主義で設定 して もよいのではないか と思われる。ただし、次に説明す るように公益信

託 を準則主義で設定できる とすれば、公益性の定義を法定化 しなければな らない。また、公益信託の

信託財産の最低額 を決める必要があるのではないか という意見も出てこよう。現行法 のもとでの公益

信託では、募金型 を除けば500万 円が最低信託財産額 とな って いるようである。信託期 間を決めて、

信託財産の取崩 し型にすれば、500万 円で も公益 目的 を達成することがで きる。私見 としては公益信

託が もっと盛んに行 われる ということな らば最低信託財産額 を決める必要はないと考 える。

4準 則主義で設定できるとすれば、公益概念の法定化が必要

(1)現 行法 による 「公益性」の判定

公益信託 を準則 主義で設定できるとすれば、公益性の定義 を法定化す る必要がある。現行法では、

主務官庁が公益信託 の公益性 を判断 している。平成6年 にできた 「公益信託 の引受 け許可審査基準等

について」(以 下 「審査基準」 という)で は、「公益信託 は、公益の実現すなわち、積極 的に不特定多

数の者の利益の実現 を目的 とするものでなければな らない。」 とし、 「ア 委託者 と特定の関連を有す

る者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等 を主たる目的 とす るもの。イ 特定
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団体の構成員又は特 定職域の者のみを対象 とす る福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの。ウ

特定個人の精神的又は経済的支援 を目的 とする もの。」ではな らない とする消極的な定義 しか示されて

いない。これは、共益 目的や個人的な 目的であってはな らないという意味であ り、積極的に 「公益性」

を定義 しているわけではない。「公益性」が あるかどうかは、許可 ・監督者で ある主務官庁が判断 して

いる。

(2)(社)信 託協会 による分類

実際に公益信託 として設定された572件 につ いて、(社)信 託協会では次の13に 分類 している。①

奨学金給付、② 自然科学研究助成、③ 人文科学研究助成、④教育振興、⑤社会福祉 、⑥ 芸術 ・文化振

興、⑦文化財の保存活用、⑧動植物の保護繁殖 、⑨ 自然環境の保全、⑩緑化推進、⑪都市環境の整備 ・

保全、⑫国際協力 ・国際交流促進、⑬その他である。この 「その他」には、和菓子製造技術振興基金、

ヒロシマ平和基金、運輸振興基金、地場産業振興開発基金、林材振興奨励基金、コミュニティ基金、

ニュービジネス育成基金、NPO基 金な どがある。公益 目的の分類 としては、一つの考 え方ではある

が、その他が多いので、正確 さを欠 く。

なお、 この分類 は、認定特定公益信託(所 得税法施行令第217条 の2第3項 、法人税法施行令第

77条 の2第3項)の 規定 に対応させている。

(3)特 定非営利活動促進法 における特定非営利活動

公益性 の定義 として参考 になるもの として、1998年 に施行 された特定非営利活動促進法(い わゆる

NPO法)の 不特定多数のための非営利活動 としての17分 野が ある(当 初 は12分 野であったが、2002

年12月 の改正で5つ 追加 された)。 この17分 野 とは以下の とお りで ある。①保健、医療又は福祉の

増進、②社会教育の推進、③まちづ くりの推進、④学術、文化、芸術又はスポーツの振興、⑤環境の

保全、⑥災害援助活動、⑦地域安全活動、⑧ 人権の擁護又は平和の推進、⑨ 国際協力、⑩男女共同参

画社会形成の促進、⑪子 どもの健全育成 、⑫情報社会 の発展、⑬科学技術の振興、⑭経済活動の活性

化、⑮職 業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援、⑯消費者の保護 、⑰ 前各号に掲 げる活動 を行う団

体の運営又は活動 に関する連絡、助言又は援助である。公益性のある活動のかな りの部分をカバーし

てはいるが、限定列挙であるために(lo)、これか ら出て くる新 しい活動(た とえば市民のためのFM局

など)に は対応できない。

(4)英 国のチャ リティの場合

現在400年 ぶ りとなる英国のチ ャリティ法改正では(11)、チ ャリティ目的の定義 を法律に書 き込む作

業が行われて いる。これによると、チャ リティ 目的(CharitablePurposes)と して、①貧困の防止 ・

救済、②教育の振興、③宗教の普及、④健康の増進、⑤地域社会 の向上、⑥文化 ・芸術の振興、文化

遺産の保存、⑦アマチュアスポーツの振興、⑧人権擁護、紛争解決、⑨環境 の保全 ・改善、⑩動物愛

護の推進、⑪社会的住宅 の提供、⑫科学研究の振興 、⑬そ の他 コミュニティの利益になる 目的の13

種をあげている。 この うち、⑩～⑫の3つ の 目的は、2002年12月 末 までにパ ブ リック ・コメン トを

求めた後、政府か ら追加されたものである。公益 目的の13番 目は、その他 コミュニティの利益 にな

る目的 として新 しい公益 目的にも対応 できるようになって いるのが特徴である。英国では、1891年 に、

これまでのチャ リティに関す る判例をまとめたマクノー トン判事によるチ ャリテ ィ目的の4つ の分類

一一①貧困救済、②教育の振興、③宗教 の普及、④その他 コミュニティの利益 になる目的一 に した
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がって判断 してきた(12)積み重ねがあ り、登録判定機関 としてのチ ャリティ・コミッションがあるので、

「チャ リテ ィ」の定義を法定化するのはむずか しくないとも言える。ただ し、今回の改正では、チャ

リティ目的は法定化するが、チャリティの登録には、 これだけでな く、当該組織の活動が不特定多数

の者 の利益 となって いるのか 、情報 公開がき ちん とな されて いるかな どの公益性 テス ト(Public

Bene丘tTest)を ク リアー しなければな らない。 この公益性テス トの定義は法定化せず、チ ャリティ

の登録 申請者側が これを立証 しなければな らない とする。 また、パ ブリック ・スクールのように、授

業料が高 くて特殊 な人しか入れないよ うな学校については、以前か らチ ャリティでよいのかと問題に

な っていた。 このようなケースでは、よ り詳細な公益的性格テス ト(PublicCharacterTest)を 行 う

としている。 これ以外 に、収益を分配 しないという 「非営利性」、 「政治活動 を行わない」などの要件

が加わる。わが国の公益性判定の定義に参考 にはなる。

(5)ア メ リカの内国歳入法(IRC)501条(cH3)に いう公益性

アメ リカのNPOに 関し、特に寄附金の優遇団体であるIRC501条(c)(3)に い う公益団体の公益性と

は、以下の8つ の目的のうち、1つ 以上に該 当すればよいということになっている。①宗教、②公益

(慈善)、 ③学術(科 学)、 ④ 公共安全の審査、⑤文芸、⑥教育、⑦国内外 のアマチュアスポーツの振

興、⑧児童または動物虐待の防止。アメ リカのNPOは 、非営利団体 としての資格は、各州法による

のであるが、同時 に連邦法にもとつ く税制優遇 団体の資格 も申請できる(13)。まず上記の8つ の 目的の

うち、1つ 以上に該当す ることと、a)こ の法人の活動 の相当部分が宣伝活動や立法行為へ影響力のあ

る活動 をするものでない こと、b)特 定の候補者の選挙活 動に参加 した り、妨害するものでな いこと、

c)法人の資産 は公益 目的に捧 げられた ものであ り、取 り戻す ことができないもので ある こと、d)法 人

の収益のいかな る部分 も役員や社員、個人の利益のため に使 うことがない こと、e)解 散時の残余財産

は、IRC501条(c)(3)に 規定 される公益 目的を有す る団体等 に寄附す るもので あることを定款 に記載す

れば、IRC501条(c)(3)の 優遇 団体 になれることになって いる。さらに、よ り寄 附金税制優遇団体であ

る、パブ リック ・チ ャリテ ィになれるか、プライベ ー ト ・ファウ ンデーションになるかにつ いては、

パブ リック ・サポー ト ・テス トを受けることになる(10。

わが国でも寄附金の優遇資格である認定特定公益信託の要件については、公益性 の判定基準には客

観的な基準としてのパ ブリック ・サポー ト ・テス トをと りいれる必要があると考える。

(6)公 益信託契約書 は公証人の認証が必要か

公益信託が準則主義で設定できるとした場合、財産 の出損者で ある委託者 と受託者 との間で締結さ

れる信託契約書は、公証人の認証が必要か という問題がある。さ らに、公益信託契約書の必要的記載

事項 を確定する必要が ある。具体的には、①設定の趣旨、②名称、③委託者 の氏名 ・住所、④受託者

の氏名 ・住所、⑤公益信託の 目的 と事業、⑥ 信託財産、⑦信託期間、⑧信託管理人(15)の人数、任務、

⑨運営委員の選任、運営委員会の任務、⑩運営委員会の招集、定足数等、⑪事業の執行 、⑫信託財産

の管理 ・運用等、⑬信託報酬、⑭ 信託の終了等、⑮情報公 開などである。 これ らの記載 については、

準則主義で設定できるのな らば、公証人の認証が必要 となろう。ただし、公益性や非営利性が設定後

も存続 ・継続 していることを事後チェックする必要がある。事後チェック機関 としては、事業報告書、

決算報告書の提出先 として、チャリティ ・コミッションの ような第三者機 関か、特定 の行政機関(た

とえば、内閣府や都道府県知事)、 税務 当局な どが考 え られるが、公益法人改革 と平灰 をあわせるのが

重要である。
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5受 託者の多様化

現在、公益信託の受託者は、信託銀行がほとんどであるが、個人(1件)、 共 同募金会(8件)が 引

き受けている例 もある。現行法の もとでも、民事信託 として個人や法人が受託者になることは可能で

ある。特別 目的の基金 として、公益法人やNPO法 人な ども受託者 となることももちろん可能である。

ただし、定款、寄附行為に規定されている事業 目的や活動内容に拘束 される。現在、信託業法の改正

作業が行われて いる。信託 を業 として行 う主体の拡大が検討されているよ うである。

受託者の資格 としては、個 人が受託者 となる場合、信託法5条 によ り、未成年者、成年被後見人、

被保佐人、破産者は欠格者 となっている。委託者 との関係において、特定企業の関係者、親族な どは

問題 にな らないか。これを規制する規定はない。受託者 の範囲を広 げることは必要であるが、不特定

多数の受益者 にとって、受託者が、公正 に受託者 としての義務を十分発揮で きる条件を備えているこ

とも重要である。

公共法人である自治体が受託者になれ るか どうか についてナショナル ・トラス トが議論 された とき

に問題になった ことがある。北海道の斜里町の知床100平 方 メー トル運動は、受託者 を地方自治体で

ある斜里町にしてよいかが議論され、地方 自治法上、公益信託 の受託者になれないのではないか とさ

れ、現在で も、公益信託がよいか公益法人がよいか検 討中である。私見 としては、必要な らば、法改

正をしてで も地方 自治体が受託者 になる道をつけて もよいのではないか と思 う。 さらに、現在、信託

銀行が受託 している多 くの奨学金のための公益信託は、公益信託運用の合理化 ・効率化のために、一

緒に運営する方法 を考えて もよいのではないだろうか。信託銀行 ごとに合 同で運用することは認めら

れるであろう。

6信 託管理人の必置

不特定多数の受益者の利益代表者として、信託管理人制度がある(信 託法8条)。 現行法にもとつ

く公益信託では、主務官庁の指導により、信託管理人を置かないものは許可されていない。信託管理

人の選任は、信託契約や遺言などで決めてお くこともできるし、主務官庁の指導で選任することもで

きる。公益信託を準則主義で設定できるとした場合、信託管理人を必ず置かなければならないという

ような法改正が必要である。というのも、公益信託の受益者は不特定多数であり、受益者が有してい

る受託者の信託事務を監督する権限を実施する者がいないのは問題だからである。また、受託者の信

託違反に対して、受益者の利益代表者としての権限を行使することも期待できる。現在、公益信託に

は信託管理人が選任されているが、受託者が決定した事業計画や予算、事業報告や決算に対し単に同

意を与えるだけという事務がほとんどである。しかしながら、公益信託が自由にできるようになった

場合、受益者を保護する信託管理人の役割は大きなものになる。

7運 営委員会

現在設定されている公益信託は、すべて助成型であるので、奨学金や助成金などの配分について専

門家の意見をきくために運営委員会が設けられている。運営委員会の職務はこれ以外に、事業計画や

予算、その他事業の実施にかかる重要事項について受託者である信託銀行の諮問に応じて承認や助言

を行う。法律上、最終決定権は受託者にあるのであり、その意味では、議決と執行の双方を行 う公益

法人の理事とは性質を異にする。問題は、委託者や委託者の関係者が運営委員会に入っている場合で
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ある。委託者 の意 向を尊重す ることはわかるが、委託者 の意見が強い影響力を与え、公正さを欠いて

は問題である。準則主義で公益信託が設定できることにな った場合でも、運営委員会 の設置は必要で

あろう。ただし、選任方法 を厳格にすべきである。

8信 託財産の多様化と事業型の公益信託の設定

信託財産は金銭以外でもよ いか

現行の公益信託 の信託財産はほとん ど金銭である。 これ は、公益信託設定の ときの主務官庁の指導

によって、金銭にす るように と言われているだけである。金銭 にしなければな らない という法律上の

根拠はない。前述 した平成6年 の 「審査基準」では、信託財産について次のように規定 して いる。「四

信託財産 公益信託は、その 目的を達成するため、授益行為を継続するのに必要な確 固とした財産的

基礎を有 していなければな らない。(中略)ア 引受け当初 の信託財産の運用 によって生ずる収入 によ

り、その目的の達成 に必要な授益行為が遂行できる見込みであること。ただし、信託財産の取崩 しを

内容とす る公益信託 にあっては、信託財産によ り、その 目的の達成 に必要な授益行為が存続期間を通

して遂行できる見込みであること。イ 価値の不安定な財産、客観的な評価が困難な財産又は過大な

負担付財産が上記 「ア」の財産の中の相当部分 を占めていない こと。」とされ るだけで、金銭 に限ると

の規定 にはなっていない。ただ し、「価値の不安定な財産」が相 当部分を占めていない ことが要件 とな

っているということは、不動産や株式はこれ にあたる可能性はある。ただし、 これ らが相当な部分を

占めていなければよいということも言える。 どち らにして も、金銭 に限るとは言っていない。

なお、寄附の優遇資格であ る特定公益信託や認定特定公益信託 については、信託財産は 「金銭」に

限るとされている(法 人税法施行令77条 の2、 所得税法施行令217条 の2参 照)。 これ以外に 「金銭」

に限るとの条件はない。

受託者である信託銀行が通常、信託の引受けをする場合 の信託財産については、①金銭、②有価証

券、③金銭債権 、④ 動産、⑤土地及びその定着物、⑥地上権及び土地の賃借権(信 託業法4条)と な

ってお り、公益信託 について金銭に限定されているわけで もない。

そ こで、今後、公益信託 を自由に設定させ る場合、信託財産 も金銭だけでな く、た とえば、建物や

土地を信託財産を受 け入れ、それを賃貸 して収益 をあげ、その収益 を奨学金 として支給することも可

能ではないか。ただし、収益事業の収入 に対する税制 の整備 はまだなされていない点が問題である(1θ。

また、当初の信託財産 は金銭 で受けて、委託者 の意図は、その金銭の一部で歴史的建造物を買取 り、

残 りの金銭を運用 して、その歴史的建造物 の保存 ・公開をしてほしいとするものである場合 、公益信

託 として認められるか。公益性 は問題ない と思 う。金銭か ら不動産 に変わっても信託財産であり(信

託法14条)不 動産の取得税 などは、他の信託財産か ら支払えばよいであろう。歴史的建造物の公開

にあたっての入場料収入への課税の問題は残る。

さ らには、現在 の公益信託 のすべてが助成型であ り、上 のような事業型の公益信託が認め られてい

ないことが問題 ともなる。

公益信託を活用 して民間公益活動 を推進 していくには、寄附金控除の対象 とな る財産 を拡大するこ

と、事業型の公益信託 の設定 を認めること、収益事業に関する税の整備が必要で ある。

9公 益信託の監督

公益目的に供された信託財産の保護の必要性から、事後チェックする機関は必要であると思われる。

11
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特 に、準則 主義で公益信託が設定でき、非営利性 も要件 とするな らば、公益性や非営利性の存在のチ

ェ ックが必要 となろ う。 もちろん、前提 として十分 な情報公開の義務 を課す るのは当然である。そ こ

で、公益信託 の事業報告や決算報告な どを一定 の機 関(た とえば、英国のチャ リティ ・コミッシ ョン

のような第三者機関、NPO法 人の認証 ・監督機関である都道府県や内閣府、税務 当局)に 提出する

必要があろ う。公益法人の抜本的改革 と平灰 をあわせ るのであれば、公益法人の事後チェック機関 と

同 じところで よい と思われる。現行の財団法人で、基本財産が少な くなって法人の運営が成立できな

くなったものを、柔軟な対応ができる公益信託 に変更 し、その後、公益活動 を継続 している例が存在

するが(た とえば公益信託渋沢民族学振興基金な ど)、同じチェ ック機関であれば、このよ うな ことが

や りやす くなるし、公益活動に出損 された貴重な資産の有効利用が促進 され る結果 となることは望ま

しいか らである。

監督機関 としては、一行政機関ではあるが、独立性の高いチ ャリティ ・コミッションのような機 関

の設立が望ま しいが、NPO法 人の認証 ・監督機関 として活動 している都道府県 という選択 も考慮 に

値する。公益性の法定化な どとともに、今後詰めていかなければな らない項 目で ある。

10お わ りに

現在、信託業法、信託法の80年 ぶ りの全面改正の作業がなされているところである。公益信託 に

ついては、信託法66条 以下75条 まで10ケ 条 しか条文がない。現在は、主務官庁による許可 ・監督

制の もとで運営されているので、主務官庁 の裁量で決定できる ことも多いが、もし、準則主義で設定

で きることになると、公益性の法定化は もちろんのこと、受託者の義務について も私益信託 とは異な

る規定 をもうけるべきである。また、情報公開の方法などもよ り厳格にすべきなどいくつかの法律上

の規定が必要 となる。そ こで、提案で あるが、公益法人と公益信託の双方 を含 む特別法をつ くるべき

ではないかと思 う。その際、事後チェック機関の規定 も入れるなど、よ り民間の公益活動が活性化す

るための新法 とすべきではないだろ うか。

資料1公 益信託受託状況

奨 金支給
自然科学研究助成
教育振興
国際協力・国際交流促進
社会福祉
芸術・文化振興
都市環境の整備・保全
自然環境の保全
人文科学研究助成
文化財の保存活用
動植物の保護繁殖
緑化推進
の

合 計

平 成15年3月

辻 件.百 万円]

{
172(2)

90(一)

82(一)

58(一)

44(3)

34(一)

31(一)

16(1)

15(一)

3(一)

1(一)

1(一)

251

5727)

託財産残高
18,356(294)

12,104(一)

3,916(一)

6,148(一)

4,147(445)

6,615(一)

10,829(一)

4,142(60)

1」02(一)

223(一)

446(一)

48(一)

3102102

7t184(903)
(注)()は 平 成14年 の 畳託分。

出典:(社)信 託協会
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資料2受 託件数、信託財産残高の推移

(億 円)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

一 残高

8

3183・51了 ・

21蕊:[當

→ 一件数

178

却5

盟6

392

433

544

3044

-37ag
2573544

S5354555657585960616263H元

2622

459'

5665715丁2

50

26542

・。13丁 鋤35川 ,482

5053

2345678

'561£

535』54巳4

9 10

618.9

(件数)

600

500

400

300

200

100

1

・ ・1

12131415

(3月 末 現在)1

出典:(社)信 託協会
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、

資料3公 益信託当初信託財産規模別状況

(単1立:件)

区 分
3COO万 円未満

3000万 円 以上1円 未満

1億 円以上5億 円未 ・

5円 以上

合 計

件 数
221

208

117

26

572

※平成15年3月 現在

「 5億 円 以 上

(4.5%)

当初信託財産規模別状況

(平成15年3月 末現在)

1億 円以上 。

5億 円未満 一

(2α5%)
白

1

3,000万 円 以上

1億 円未満

(364%)

3.000万 円 未 満

(3a6%)

出典:(社)信 託協会
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資料4 助成先数、給付額の推移(累 計)

1(百万円)

35,000

30,000

25,000

20,000

15.000

10,000

5,000

0

83,893

77、531

1556

824

711224

■■ ■ 給 付 額+助 成 先 数........... ...65+523,24
110

60β04

21166

55.061

........ 一 ー ー ーーII,、....19r31

49.58917

,5543
、680

岨8038

,143-一ー 一 ・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …13」}7・

3乱38211

,8628
、507

1.,..,23,36110・03

19,1148・23915

,633

12.8405 .了56

......4'47710・469....42訂 一 一

篇3霊 ゜29;・78ぴ2°豊i1繭1田

S5354555657585960616263H元2 3456789 1011121314

9β3

(件数)

9叫OOO

80、000

7⑪.ooo

60、000

50,000

40、000

30、000

20,000

10,000

0

15

(3月末現 在)

出典:(社)信 託協会
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資料5地 域別受託状況(平 成15年3月 末現在)

○全国ベース

○都道府県ベース

9省 庁

45都 道府県

191件(33.4%)

381件(66.6%)

なお、都道府県別の受託状況は下記を ご参照。

北海道19 〆グ
』口唱

秩田

畦

青森3

岩手2

山形

4婿

冊

3

0

嵩

3

山口8

田
12

人分

2熊 本

6

宮崎

宣

広島11

鼻取1

周 山10兵 庫27

4 高知1

京

5

川 ∂
1且

徳島1

和歌
1

1

'

o

1

賀

8
富山5

4

共 闘 艶
3坦6

ユ重4

山梨3
愛知

8静 岡 辞

栃木

6

福島4

13邊

18葉18

東京4z

出典:(社)信 託協会

〈第1章 注〉
ω 信託銀行が受託 した公益信託 については(社)信 託協会 のホームペ ージ

http:〃wwwshintaku-kyokai.oエjpで 見 ることができる。この他 に社会福祉法人の共同募金会が受託 し

た公益信託(8件)、 個人が受託 した公益信託(1件)が ある。
(2)た とえば、高知県 の 「公益信託たんぽぽファン ド」な どがある。
(3)「基本方針」の全文 は、http:〃wwwgyoukaku .gojpで 見 ることがで きる。
④ 「非営利性」の定義は、収益を存続 中も解散後も内部で分配 しない という意味である。従業員 に給

16
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料を払ってはいけないとい う意味ではないが、過剰 な報酬 は分配 と見 られ ることもある。
(5)田 中實r公 益信託 の現代的展開』(勤 草書房、1985年)74頁 参照。

(6)田 中 ・前掲注(5)75頁 参照。

(7)田 中 ・前掲注(5)76頁 、藤野忠彦 「公益信託 の受託実務 に係わる法律上の諸問題」信託法研究3号

104頁 、新井誠 「公益信託の法的構成」〔田中實編 『公益信託の理論 と実務』(有 斐閣、1991年)所 収〕

48頁 等参照。

(8)現在存在する公益信託はすべて助成型の ものである。事業型の公益信託 も可能であることについて

雨宮孝子 「公益信託20周 年 一公益信託をめ ぐる新たな課題」信託191号47頁 以下参照。
(9)公益信託 と私益信託 の受託者の義務は前者の方がよ り厳格な ものにす る必要はある。

(lo)特別法では、一般法である民法34条 よ りも広 い非営利活動 を規定できないので、限定列挙 となっ

た。詳細は堀田 ・雨宮共編著rNPO法 コンメンタール』(日 本評論社、1998年)79頁 参照。
(11)英国のチャリテ ィの改正 については、太田達男 「英 国チ ャリティ制度の抜本的改革 について」公

益法人32巻2号(2003年)参 照。
(12)この基準以外 に1601年 法である 「公益ユ ース法」の前文 に記載されている公益性の例示 も参考 と

された。

(13)米国の非営利公益法 人については、雨宮 ・石村他訳 ・著 『全訳 カ リフォルニ ア非営利公益法人

法』(信 山社、2000年)参 照。
(10パ ブ リック ・サポー ト・テス トについては、雨宮 「NPOの 法 と政策 一米国税制のパ ブ リック ・サ

ポー ト ・テス トと悪用防止の中間制裁制度」三田学会雑誌92巻4号91頁 以下参照。
(15)現行法では信託管理 人は必置機関ではないが、必置機関 にすべきことは後述す る。

(16)詳細 は、注(8)掲 載の拙稿参照。
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第2章 公益信託の位置づけと信託関係人

1公 益信託の位置づけ")

(筑波大学大学院教授 新井 誠)

信託を自益信託 と他益信託 とに理念的に区分 した うえで、信託の特質 を理解 しようとするのが私見

の立場であるが②、 ここでは詳述 しない。そのような私見 の視点か らすれば、公益信託の最大の特徴

は、それが最 も典型的(あ るいは究極的)な 「他益 信託」であるという点 にある。 というの も、公益

信託 においては、いったん出損 された信託財産が委託者 のもとに復帰する ことは、原則的にはない(少

な くとも、信託期間中に委託者 の実質的支配が信託財産に及ぶ ことは一切認め られない)か らである。

さらによ り具体的な特質 としては、特に以下の3点 を挙げることができる。

第1は 、「永久拘束禁止則(ruleagainstpe叩etuities)」 の排除で ある。既述のように(3)、私見 は私

益信託に関す る限 り明文のないわが国のもとで も、解釈論上、永久拘束禁止則 を適用すべきであると

考えている。

しか し公益信託 に関 しては、その公益 の種類 にもよるが、一般にあま り短期 間の信託は望ましくな

く、む しろ逆 に、一定 の長期間にわた り継続させ ることが必要な ことが多い と思われる。また、英米

においても、公益信託 には永久拘束禁止則 を適用 しないというのが通説的見解で ある。 したがって、

わが国でも解釈論上、公益信託 は公共の利益に奉仕す るものであるか ら、長期間 にわたって所有権を

拘束 し、そのため に国民経済上、若干の不利益 を生 じても、それ以上の利益が生み出される との観点

か ら、公益信託 に限 り永久信託 の形態が是認されて もよいのではないだろうか。 この点については、

財団法人の基本財産 と同様の法理が妥当していると考 えることもできるだろうω。要す るに、公益信

託について永久拘束禁止則 を排除できるのは、その性格が他益信託(そ れ も究極形態の)で あ り、 し

か も機能的に財団法人にきわめて近い財産管理制度で あるということか ら説明で きるのである。

第2は 、「可及的近似原則(シ ・プレー ・ドク トリン、cypr68doctrin)」 の適用である。

可及的近似原則 とは、一般的には、「当事者の意思 を証書の文言 どお りに実現す ることが不可能または

違法である場合、当事者の意思を可能な限 り実現できるようにその証書 を解釈す る」 というエクイテ

ィ上の原則 を指す(5)。公益信託 に関 して 「公益信託終了 ノ場合二於テ信託財産 ノ帰属権利者ナキ トキ

ハ主務官庁ハ其 ノ信託 ノ本旨二従 ヒ類似 ノ目的 ノ為 二信託 ヲ継続セ シムルコ トヲ得」 と規定する、わ

が国の信託法73条 も、 この原則の表現形態 の1つ と考えることができる⑥。

可及的近似原則は、先に触れた永久拘束禁止則 のコロラリーの1つ といえる。 あるいは、永久拘束

禁止則(の 排除)が 永久信託存続の消極的側面 を担 うとすれば、可及的近似原則の方はその積極的側

面を支える性格 を持つ ということができるだろうか。つまり、永久拘束禁止則 の適用 除外 というのは、

「公益信託 が永久に存続 しうる」ということをいうのに対 して可及的近似原則 は、「公益信託 は信託 目

的を移 し換えてで も存続させるべきものである」 としている点 において、積極的側面 といえるのであ

る。

なお、先に挙げた信託法73条 の規定 にっいて、 これを信託法が認めた法定信託 の一種 とみるべき

であると説明す る見解が あるω。 しかし、わが国の信託法は本来的に法定信託 を認めていないのであ

るか ら、同条 による公益信託への可及的近似原則 の適用は、法定信託の性質か ら説明す るのではな く、

他益信託の法理か ら理解するべきではな いだろうか。

第3は 、「信託管理 人」の活用である。不特定多数 を受益者 とす る公益信託 では、信託法8条 所定

18
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の信託管理人を選任する ことが望 ましい、 と一般 にいわれている。この信託管理人の選任は予め信託

契約や遺言等 にお いて定めてお くこともできるし、主務官庁が職権で選任す ることもできるわけであ

るが、私見は、公益信託 においては これを必置の制度 と理解すべきであると考える。なぜな ら、公益

信託 は委託者及び受託者か ら独立 した第三者たる受益者 に利益 を享受させる他益信託であ り、しか も、

その受益者が不特定多数で あるという特殊な性質 を有 しているか らである。以下、その理 由をもう少

し詳 しく述べてみたいが、 このために、まずは信託管理人の法的性質を的確 に把握 しておくことが重

要であろう。

信託管理人の信託法理上 の位置づけについては、従 来あまり議論がなか った。 しか も比較法的 にみ

て も、信託管理人はわが国独 自の制度であると思われ る。 この比較法的にもユニー クな制度 といえる

信託管理人の法的位置づけについて、私見は次のように考 えている。

信託 という財産管理制度 の特質 として、2つ の レベルでの所有 と利用 の分離がある。1つ は、名義

は受託者に移転す るが、利益享受は受益者がお こな うという形式で所有 と利用が分離す る ことである。

もう1つ は、利益享受 のレベルでの権限の分裂である。つま り、受益権 レベルでの自益権(配 当請求

等 の経済的利益 を享受する権利)と 共益権(自 益権擁護のための監督的権限)へ の分離である。後者

を前提 とす ると、信託管理 人が選任された場合は、受益者 に自益権が、信託管理人に共益権がそれぞ

れ分属する ことになると考 えることができる。た とえば、特定贈与信託 の場合 を例にとると、 この信

託形態は受益者が障害者であることを予定 しているため、受益者が痴呆状態等の場合 には受益者 自身

が監督的な権能を全 く行使 できないというケース を想定することができる。 こうした場合、 この監督

権の行使不能 を理 由に信託 が使えないということであれ ば、信託 は財産管理制度 として意味を為さな

くなってしまう。したがって、監督権は信託管理人に委ね、受益者本人には自益権的な配当請求権だ

けが帰属するという構成 を考えて もよいと思われ るのである。

ところで、公益信託 では、受益者 は不特定多数であるか ら、そ もそも受益者が 自益権 を擁護するた

めに共益権を任意 に行使 しうる立場にはないと考え ることはで きないだ ろうか。それゆえに、公益信

託においては信託管理人が必置となるのである。また、受益者が特定 している場合(通 常の私益信託

のケースも含む)で あって も、信託管理人を置 くことは可能で ある。つま り、受益 のレベルの自益権

と共益権 の分離 という構 図を、委託者が任意に創出する ことも可能であると考え られるのである。

結局、私見 の立場は次 のようにまとめることができる。まず、私益信託及び公益信託 のいずれ にお

いて も信託法8条1項 但書に基づいて、信託行為を通 じて信託管理人を指定す ることが可能である。

また、公益信託 において信託管理人の指定がないとき には、同条 同項本文 にある 「信託管理人ヲ選任

スル コトヲ得」 との文言を 「選任スルコ トヲ要ス」 と読み替えるべきである。さらに同条に 「不特定

ノ受益者又ハ未 タ存在セサル受益者 アル場合」 というのは例示であって、信託管理 人が選任 される場

合を、この2つ のケース に限定す べきではない。最後 に、信託管理人は、信託 法の条文上では「自己

ノ名ヲ以テ信託二関スル裁判上又ハ裁判外 ノ行為ヲ為ス権限 を有 ス」(信 託法8条2項)と 規定 され

てはいるが、これは共益権 の行使 に限定 して理解す るべきで ある。

2自 主的公益信託設定の可否⑧

信託法68条 は、公益信託 の引受には主務官庁の許可が必要であると規定 して いる。そ こで、 この

主務官庁の許可を受けて いない公益 目的の信託の取 り扱 い(具 体的には、公益信託 に特有の法理の適

用可否)が 、問題 とな りえる。本章では、 こうした無許可で設定された公益 を目的 とする信託 を、仮
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に、 「自主的公益信託」 と呼称 してお くこととす る。

実は、わが国の有権解釈は、 この 自主的公益信託(す なわち、信託法68条 の許可を受けていない

信託)は 、公益信託 としてはもとよ り、そもそ も、その信託 としての有効性す ら認めない(一 般の私

益信託 としてす ら、その効 力を認めない)と い う、非常 に厳格な態度 を貫 いている⑨。 しか し、 これ

には大 いに疑問がある。

自主的公益信託 の問題点を解釈論のレベル に引き直す と、公益信託特有 の規定で ある信託法67条

(主務官庁 による監督)及 び同法68条(主 務官庁 による引受許可)を 回避する形で公益信託 を設定

す ることが、両条の趣旨か らいって、許 され るか否か ということが焦点になるといえる。そもそ も、

信託財産の出資者である委託者側か らみた場合、公益信託において主務官庁か らの許可を受 けるメリ

ッ トは2つ しかない と思われる。すなわち、1つ は、行政から 「公益」性 の認定 というお墨付きをも

らえることで あり、 もう1つ は、税制上の優遇措置 を受けられる場合があ りえるという点である。 し

か し私見には、このいずれも公益信託 としての本質に係わる要素である とは思われない。したがって、

私見は、先の有権解釈の立場 とは逆に、仮 に主務官庁の許可がないと しても、公益 目的を掲 げた他益

信託型の財産管理機構を創設す ることは信託法理上 は十分に可能であ り、信託実体法上も、こうした

信託設定の効力を否認すべきではないと考 える。そ して、 こうした 自主的公益信託 に対 しては、既述

の公益信託 に関する3つ の特別的な法理(本 章1参 照)を 適用 していくべ きであろう。もっとも、「公

益信託」という名称の使用については、認めるべきではないと思われ る。すなわち、「公益信託」の名

称 の有無によって、主務官庁 の許可の有無が識別 できるよ うにしておく必要 はあるだろう。

か くして 、私見の結論をまとめれば、具体 的には公益信託の性質を具備 してお り、ただ設定者が 「公

益信託」の名称の使用を欲せず、また税制上の優遇措置 も求めず、 したがって信託法68条 の許可を

望 まないときで も、その法律関係は信託 法理上は許可を受けた公益信託 と実質的には同一の他益信託

として扱い、原則的には公益信託の法理を適用 してい くべ きで ある。信託法改正試案73条 の4は 「主

務官庁の許可 を受けないで公益信託の引受をした者は、50万 円以下の過料 に処する。」 と規定 してい

るが、この規定は現行の有権解釈 を前提 としてお り、立法論 としては望ましくない。

3信 託関係人

(1)委 託者

信託法上、公益信託 を設定する委託者の要件、能力等 についての規定は存在 しな い。 したがって、

委託者につ いての規制は私益信託 と公益信託では異な らないとするのが信託 法の立場で ある。ただ、

税法 と地方 自治法 の観点か らは留意すべき点があるように思われる。

先ず、税法上の区分 として 「特定公益信託」と 「認定特定公益信託」が規定されてお り、税制上の、

各種 の優遇措置が とられている。例えば、特定公益信託 ・認定特定公益信託 の場合、委託者(個 人)

が死亡 した ときは、信託 に関する権利の価額はゼ ロとして取 り扱われ、相続税は非課税 となる(相 続

税法基本通達4-1)。 これに対 して、一般公益信託の場合、信託に関する権利は委託者の相続人の相

続財産 として取 り扱 われる。 このように特定公益信託 ・認定特定公益信託の場合 と一般公益信託の場

合 とでは、信託 に関す る権利が委託者の相続人の相続財産 とな るか否か とい う重大な違いがある。

公益信託において委託者が一定の公益 目的に出損 した以上、信託財産 は委託者の支配圏か ら離脱 し

た と考えるべきで あり、委託者が死亡 したか らといって信託財産が委託者の相続人の相続財産 とされ

るのは背理である。特定公益信託 ・認定特定公益信託の場合における委託者の位置づけは信託法理上
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も妥当である と考 えられ る。したがって、公益信託一般 における委託者 に関しても、立法論 としては、

少な くとも特定公益信託 におけるそれ と同一の取 り扱い とすべ きであろう。

次に、地方公共団体 が公益信託の委託者 となることを禁止 した信託法、地方 自治法、地方財政法上

の規定はない。実際にも、地方公共団体が委託者となって公益信託 を設定 したケース もあるようであ

る。地方公共団体は、住民税 、地方交付税交付金その他 を主要財源 とし、住民や滞在者の安全、健康、

福祉の確保その他 に関する行政事務を行 う(地 方 自治法2条)こ ととされてお り、最 も公益的な法人

である。公益信託 において想定される公益活動のほとん どは地方公共団体の行政事務 に含 まれるか、

またはその周辺にあって これ ときわめて密接な関係 にあるので、その公益活動は必然的 に地方公共団

体が 自らの事業 として行 うべ きであって、これをみだ りに他 に委託するべきではないと考 えられ る。

したがって、地方公共団体が公益法人の委託者 とな りうる能力については、地方公共団体が 自ら充足

すべき基本的、義務的な行政需要(い わゆるシビル ・ミニマム)以 外であって、随意的、選択的な行

政需要 に係る行政事務 に関する公益信託の設定のみが承認 され るというような限定的な解釈論(あ る

いは立法論)が 必要であろ う。

(2)受 託者佃)

受託者の権 限と義務につ いて特に論ずるべきである と思われ るのは、公益信託 における受託者 の自

己執行義務 と運営委員会の位置づけである。

公益信託 には、一般 に、「運営委員会」という名称の機 関が存在する。これ は、信託法上要求された

必置の機関ではな く(そ もそ も、信託法の条文上の根拠規定が存在 しない)、 任意機関にす ぎないが、

公益信託の適正かつ円滑な運営を目的として、原則 として設置されているものである。その具体的な

職務内容は信託契約 を通 じて定め られることになっている。

運営委員会は信託管理人 のような特別な権限 こそ持たないものの、実務的には、助成対象者(=受

益者)の 選定等、公益信託 の事務の中核に関する事実上の決定権 を握っていることが多 い。 というの

も、受託者である信託銀行が、信託 目的である 「公益」事項に関 して、必ず しも専門的知識を有 して

いるというわけではないので、適切な信託事務の遂行 を図るためには、対象に関す るノウハウを有す

る外部の専門家に運営を委嘱せ ざるをえないか らで ある。

か くして、公益信託にお ける運営委員会は受託者 に代わ って実質的な裁量権 を行使 していることに

なるわけであるが、ここには法律論上、1つ の問題点が生じる。すなわち、 こうした運営委員会の活

動が、信託法26条1項 の定める自己執行義務に抵触す るのではないか とい う問題である。当事者の

信認関係 をその基礎とする信託で は、受託者 自らが信託事務 を直接処理す ることが原則である。 とこ

ろが、公益信託の場合は、信託事務の実質的な判断 ・運営 は運営委員会が担当してお り、受託者は運

営委員会の指示に従 って実務的な事務処理 をお こなっているにす ぎない。この受託者の態様が 自己執

行義務に違背するのではないか というわけである。

私見は、 この問題を、運営委員会の法的性質 という観点から議論 してい くことが妥 当であると考え

ている。公益信託の実務の実体を踏まえた場合、運営委員会は、事実上、受託者的な立場にあるとい

うことができる。そ こで、私見は、運営委員会 を一種の 「共同受託者」 として理解すべきではないか

と考える。すなわち、運営委員会が受益者の選定等 の信託 目的遂行に係わる判断 を担 当し、本来の受

託者である信託銀行の方は信託財産に対す る財産管理(た とえば投資等 を通 じた信託財産の維持)を

担当するという形態で、全体 として信託事務を両者で分掌 していると解するので ある。仮に、私見の

ような理解が可能であるな らば、 自己執行義務への抵触の問題 も自ずか ら解消す ることとなる。運営
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委員会に(共 同)受 託者性が認め られる以上、運営委員会の活動はまさに受託者 自身の活動として位

置づけることができるからである。 したがって、運営委員会は受益者の選定 に関 して受託者 と同一の

責任 を負 うこととな る。 もっとも、運営委員会を共同受託者 と位置づ けて しま うと、信託業法、兼営

法に抵触する恐れがあるので、法形式的には、あくまで も信託銀行が唯一の受託者であ り、運営委員

会 はその内部的な諮 問機関というような位置づ けとなすべ きことになるであろうか。

(3)受 益者{川

実は、公益信託 において給付 を受 ける者(い わゆる 「受給者」)が 、信託法上の受益者 といえるか否

か については議論が あ り、わが国の通説的見解 は公益信託の受給者 を受益者 とはみな さないという立

場を支持 して いる。

たとえば、 この点 に関する通説的見解の代表である四宮説(12)は、 「(信 託の利益の享 受主体)は 、

公益信託の反射的効果 として利益を享有す るにすぎず、権利 として利益を享有す るのではない。公益

信託で私益信託 の受益者 に当たるのは、正確にはむ しろ 『一般社会』というべ きである。だが、『一般

社会』は権利の主体た りえないか ら、結局、私益信託 の受益者 と同 じ法律的地位 を有する者、すなわ

ち受益権者は、公益信託 には原則 として存 しない こととなる。」と主張 している(13)。さらに、 このよ

うな信託の利益 を受ける者 については、一般 に 「受給者」 という呼称が用い られてお り、具体的な受

益権 としては債権 的な給付受領権(民 法上の概念でいえば、債権そのものではな く、その一部である

受領権能)を 持つに過 ぎないものとされている。

しかし、このよ うに公益信託 の利益を得るものを 「受給者」 として、単に債権 的な給付受給権 を持

つ に過ぎない、信託 の反射的利益を受けるに過ぎな い存在である(真 の受益者である一般社会に権利

能力がないため、個別具体的な受給者がその反射的利益 を享受 しているに過ぎない)と 構成すること

については疑問がある.む しろ逆に、公益信託 にお いては、受託者によって特定 された受益者に財産

的利益を享受 させ ることが、 「公益」的な信託 目的となってお り、こうした公益的な信託 目的を実現す

ることによって、いわば反射的 ・間接的 に 「社会一般」の公益が増進 されている(あ るいは、「社会一

般」の公益増進のために受益者を特定 し、その特定 された受益者 に財産的利益 を享 受させている)と

理解 していくべきではないだろうか。

通説的見解に立つ と、受給者は債権的な給付受給権 のみ しか持たな いとされ るが、果た してこれで

よいのであろうか。公益信託 も信託である以上、信託 の法理を貫徹する必要が あるように思われる。

公益信託 における受益者=受 給者 に適用 される法律関係については、形式的には受給者 が申請書を提

出するが、これが必要不可欠なものではな く、すなわち受給者 の申し込み と受託者 の承諾 との合致 と

いう契約的な構成で はな く、信託法7条 によって、受給者の意思表示がな くとも受給者 は受益できる

もの と考 えるべきで ある(10。受給者が債権的な給付受領権のみしか有 していない とい うことであると、

通常の受益者が持っている、いわゆる監督 的権能 を行使できないわけであるが、果た して これでよい

のであろうか。受託者が信託違反処分をしたよ うな ときに、既 に特定された受給者がそ の受給利益を

擁護するために信託法27条 、31条 等 の権利を行使 しえないならば、受給者は全 く保護 されないこと

になって しまうのではないか。さ らに、 もし給付受給権 しかないとすると、それ には請求権能は含 ま

れないことになって しまうが、たとえば、受益権の内容 として5年 間助成をも らえるという場合 に、

1年 目は助成 を受けたが・2年 目以降はまだ受 けていないというときには、受託者 に対 して給付 を請

求す る権利 を持 っているのではないか。 この点 について、通説的立場では、あえて、反射的利益 と構

成する ことによって 「受給者」にこうした請求権を認めていないが、このような結論には疑問が残る。
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信託 には、自益信託 と他益信託 という2つ の類型があ り、他益信託 には他益信託に適 した法理 を適

用すべきであるというのが私見の基本的立場である。そ して、公益信託 は他益信託 と位置づけられる

ので、当然、受益者の権能 も自益信託 のそれ とは異なる理解が可能である。受益権には、金銭の交付

請求権のような自益権(配 当請求権)の 他に、共益権 ともいうべき監督的権能 もあるが、公益信託の

ような他益信託にあっては、確 かに後者の監督的権能 は非常 に狭 く縮減 され、限定されてはいる。 し

かし、だか らといって、それが全 くないと断言 して しまっていいのであろうか。 このような監督権的

な権利は観念的には信託管理人に移っていると構成で きるのであるが、移 っているということは、本

来は、やは り受益者 に固有の ものというべ きなのである。公益信託においては受益者が不特定多数あ

るので、個別の受益者がその権能の総てを行使するのは物理的にいって容易ではな く、 したがって、

その一部を信託管理人に移転す ることによって、かえって受益権の保護を図ろうとしているのである。

このように構成 しないと、公益信託 の法理は、た とえば民法上の第三者のためにす る契約をもって説

明できて しまうことになる。 しか し、信託 という制度を用 いる以上、やは り信託の法理を貫徹するこ

とが望ましいのは当然であろ う。

そこで、私見は、公益信託の受益者 について、以下のように位置づけるべきであると考 える。まず

基本的に、公益信託 にお いて も、一定の要件の下で 「受給者」 として指定 された者が、具体的な 「受

益者」となる(逆 にいえば、 この特定がお こなわれ る時点 までは、公益信託 の受益者は不特定ないし

未存在といってよい)。 しか し、受給権ないし、自益権が満足されている間は、監督的権能が顕在化す

る必要はない。 というのも、公益信託においては、受益者か ら信託管理人に監督的権能が移転 してお

り、通常は、信託管理人がその権 能を行使す ることによって受益者の 自益権 はうまく保護 されている

からである。つま り、公益信託 における信託管理人は、特定された受益者の持つ確定的 な受益権 の保

全や、不特定 または、未存在 の受益者が特定 または存在す るに至るまでの間に存在する浮動的な受益

権の擁護のために、いわば、代理人的地位に立って活動 をお こな う機関であると考えることができる

(15)。しか し、もし仮 に給付が行 なわれない場合等のように自益権が侵害され、しか も信託管理人がそ

の監督的権能 を行使 しない ときには、受益者の監督権 は固有権 として復活 し、 自ら監督的権能を行使

できるようになるというべきであろう(16)。その意味においては、公益信託の受益者には単 に債権的な

給付受領権が帰属するだけではな く、信託法上の諸種の権能 も付与されていると解す ることができる。

特に、何 らかの理 由で信託管理人が置かれていない ときには、受益者保護の見地か ら、一層私見のよ

うな構成 を採 る必要性がでて くるのではないだろうか(17)。

(4)信 託管理人

信託管理人については、本章1の 「信託管理人の活用」 を参照 されたい。

4公 益信託普及のための提言

(1)「 公益」活動の現状㈹

日本における公益活動 は、欧米 においては民間が主導的主体 となって担ってきたのとは対照に、民

間公益活動が非常に低調で あ り、「上」か ら、つま り政府主導によるものであった。これ にはいくつか

の客観的な理由が挙げ られ る。

先ず、わが国 においては、公益事業が国家事業の一環 として国が果たすべき施策のよ うに考え られ

ていたという点がある。 この ことは、公益法人制度 の発展 に非常 に色濃 く出ている所で あり、公益法
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人は政府 あるいは官庁の主導型として生成 し、今 日に及んでいるのが現状であるよ うに思われる。 こ

れは、反面民間公益活動が一般 に低調である故 に、政府主導で一貫 して公益活動をせざるを得なかっ

た とい うことで もある。民間の公益活動が低調であった要因 としてはいくつかが挙 げられるが、1番

目には民間の生活水準が低 くて財源が乏しか った こと。2番 目には欧米にお ける宗教的伝統 との違い

か ら、社会連帯意識 に根差 した相互扶助活動 の基盤が脆弱であった こと。3番 目には公益活動への寄

附に対する税制上の優遇措置が十分でなかった こと。4番 目には公益法人の設立が単一 目的を有する

ものに限って認め られるな ど目的範囲が限定的であった こと。 これ らの4点 を指摘することがで きよ

う。

さらに日本の公益活動は行政 と密着する形で考 えられ、推進されてきたことも官庁主導型の公益活

動 に拍車をかけてきている。 これ には、法制的には公益法人の設立について、許可主義が採 られて公

益か否かの判断が官庁の 自由裁量 に任 された結果、国家的あるいは行政的な側面か ら法人になるかど

うかの判定が行われ た結果、いきおい官庁主導型 にな らざるを得なかったということがある。したが

って、法人にな るか どうかが団体に対する国家 の態度、政策 によって左右 され ることにもなる。

そうす ると、民間公益活動の自主的な発展 というのは、いま述べたような事情か らはあまり望めな

いのであ り、法制面で も許可主義 という設立主義が公益法人制度に多大の影響 を与えていることも事

実である。さ らに、縦割 り行政の故 に、各官庁 はその分配 された権限に固執 して、その結果、た とえ

ば民間公益法人に対する許認可基準や監督行政が統一化 されず にバ ラバ ラで ある。これが民間公益活

動にとっての支障 となってお り、現在では多少は統一されてきたといわれて いるが、基本的にはバラ

バラであるといえる。特 に多 目的な公益活動を 目的 とす る団体は所管官庁が重複 し、その監督が複雑

化するため、設立 ・運営な どに調整困難な問題が生ずるということで、官庁は設立を嫌 ってきた とい

われている。 もしそ うだ とす ると、社会経済の多様化 ・複雑化に伴 う多 目的公益法人の必要性がある

にもかかわらず、 これ を受け入れ る土壌がない ことになる。

このよ うに、 日本 における公益活動は、官庁主導型 であったわけで あるが、公益法人においても状

況 は変わっていない。例えば、行政庁が行 うべ き行政事務 の一部を肩代わ りさせるために、行政庁が

自ら公益法人を設立 した り、あるいは設立させ る、いわば行政庁の別部隊 ともいえるよ うな 「行政補

完型公益法人」 というものの設立が増えてきて いる。

また、民間で も、 同一業者の集まった公益性の非常 に希薄な 「業者団体 型公益法人」 というものが

増えつつ ある・ こうい う事実を前にして もう一度原点 に立ち返 って考えてみ る必要があるように思わ

れるが、現状 においては多種多様の公益法人が存在 していて、公益性の有無 に関 して一つの理念 に立

って、統一的に論 じられないところまで来て いるのではなか ろうか。公益法人 を考 えるにあたっては、

このような現状はきちん と把握 してお く必要があるよ うに思われる。

要す るに、現状にお いては、典型的公益法人か ら 「業者団体型公益法人」 に至 るまで種々のものが

混在 している。民法34条 が例示する「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸」を目的 とする公益法人は特別

法 によるそれ に移行 して しまい、一方では本来行政が負 うべき行政事務を代替する 「行 政補完型公益

法人」の設立が ます ます増加 し、他方では同業者の利益代表的な団体や親睦 団体など、かな り公益性

のあいまいな ものが公益法人 として設立許可を受けてお り、公益法人制度を利用 して 自己的な利益を

得ようとするものも目立つのである。

公益信託 について も、法制度上は、やは り公益法人 と全 く同じ許可主義 とい うものが採用 されてい

る。 したがって、 もし公益信託がこのまま発展 していけば、最終的には公益法人の二の舞になる可能

性が大きいのではなか ろうか。 これを避けるためには、公益信託がなぜ必要なのか、特 に財団法人と
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一

の対比においてなぜ必要 なのか ということを考えてみる必要があるように思われる。現行法体系によ

ると、公益信託 と財団法人 という2本 立てになっている中で、公益信託の独 自性、逆にいうとここに

述べたような公益法人の現状 にお ける問題点を回避す るような形での公益信託の発展を考える必要が

あろう。

(2)提 言㈹

公益信託 は、社会 における公益の増進 という機能面か らみた場合、公益法人(す なわち、民法上の

社団法人 ・財団法人)と 競合する ことになる。 しか し、既述のように、わが国の公益法人をめぐる環

境は、たとえば天下 りの問題 をは じめとして多 くの弊害が指摘される状態 に至 ってお り、 あま り好 ま

しいものとは言い難 い。そ こで、私見 としては、今後のわが国の公益活動 を目的 とする法的ツール と

して、公益信託 の方 こそを、積極的に活用 して いくことを提案 しておきたい。そ こで、以下では、公

益信託の今後の普及 につなが ると思われる、いくつかの改革試案 を論 じることとする。

第1は 、報酬の問題で ある。現在の公益信託 においては、公益 目的を持つ活動によって経済的利益

をあげるべきではないという、主 に主務官庁の意向を反映す る形で、信託報酬が非常に低額に抑え ら

れている。 しかし、信託銀行 もまた、本質的にはその活動を通 じて経済的利潤 を追求す る営利団体組

織であるか ら、いくら公益 の増進 という大義名分があるとはいって も、それだけでは公益信託の引受

に対 して高いモチベー ションを維持す ることは難 しいといわ ざるをえない(信 託報酬を低額に抑 える

ということは、別の見方 をすれば、営利団体に対 してある種のボ ランティアを強要する ことに他 な ら

ないともいえる)。公益信託 を社会 に広 く普及させて いくために、その受け皿 たる信託銀行の公益信託

の分野への積極的な進出を呼び起 こそうとするのであれば、やは り、イ ンセ ンティブ として、相応の

対価、すなわち、信託報酬 の取得 を認めることが必要ではないだろうか。

第2は 、 「チャリテ ィ ・コミッション(charitycommission)」 の導入で ある。チャリテ ィ ・コ ミッ

ションとは、イギ リス にみられる、公益活動を専門に管掌する独立の第三者機関である。私見の直接

の狙いは、 こうした独立 の機関を公益信託 を含む公益活動 の領域 に導入す ることによって、主務官庁

制度を廃止することにある。現在の公益信託について、信託法上、許可主義が採用されているわけで

あるが、わが国ではこの許可主義 と各省庁 にお けるいわゆる縦割 り行政の慣行 とが結合す ることによ

って、大きな弊害が生 じて いるのが現状で ある。たとえば、公益信託の対象が共管(複 数の官庁が競

合的に管轄を待つ場合)を 生 じるよ うな分野で ある場合、関係各官庁のなわば り争い等 によって、公

益信託の許可 自体がスムーズにいかな いような ことが少な くないのである。

第3は 、 「分割利益信託(splitinteresttrust)」 の導入である。これは、アメ リカにおいて認め ら

れている信託形態であ り、1つ の信託を時間的 に分割 した うえで、私益 と公益の両方を信託 目的 に据

えるという点 に特徴が ある。この信託は、私益 ・公益 の先後関係 によって、さ らに次の2つ に区分さ

れている。

1つ は、公益 目的 を先行 させ るタイプ(公 益信託先行型)で 「公益先行信託(charitableleadtrust)」

と呼ばれている。 これは、最初に一・定期間 を定めて公益活動に収益 を給付 して、後に残余権が非公益

私人に移転す るという形態 の信託 である。 もう1つ は、逆 に私益 目的 を先行 させるタイ プ(公 益信託

後行型)で 「公益残余権信託(charitableremaindertru8t)」 と呼ばれている。こちらは、最初は個

人の非公益的利益=私 益のために収益を給付することか ら始 ま り、後 に公益団体のため に残余権 を移

転するという形態の信託 である。

それでは、果た してわが国において、こうした形態の信託 を設定す ることは可能であろ うか。まず、
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後者の公益残余権信託 については、実例 こそないものの、少な くとも理論上はさして問題な く設定が

許 され るもの と思われ る。これに対 して、公益先行信託については、わが国の実務上はそ もそ もその

設定 自体が否定 されている(主 務官庁がこうした形態の公益信託を許可 して いないというのが実態で

ある)。 しか し、私見 は こち らの形態について も、信託 法73条 を根拠にその設定 を認 めるべきで はな

いかと考 える。す なわち、同条は 「公益信託終了ノ場合二於テ信託財産ノ帰属権利者ナキ トキハ」主

務官庁が近似 目的のために当該信託を継続で きる旨を定めているわけであるが、これ を裏か らいえば、

公益信託 について も帰属権利者を定めてお くことが可能であることを意味して いると解釈することが

できるであろう。 したが って、 この帰属権利者 を通常の私 人とす る、つま りは一定期間経過後 にその

性質を私益信託へ と変更す ることは、同条の文言か らみて十分 に可能である と解されるのである。

第4は 、事業執行型公益信託の導入である。事業執行型公益信託 とは、たとえば美術館を運営する

ための公益信託のように、公益信託 の形態を用 いて、一一定の公益的事業活動 をお こな う信託 のことで

ある。著名な例 として は、イギ リスのナショナル ・トラス トを挙げることができる(た だし、厳密に

はナショナル ・トラス トは法人である)。 実は、わが国の公益信託実務では、受給者 を選定 して これに

給付金を与える助成型の公益信託 しか設定が認め られてお らず、 こうした事業執行型公益信託は排除

されているのが現状である。 しか し、公益信託 を広 く活用 して、公益 の増進 を図るためには、その選

択肢 は少しでも多 い方 が望ま しい といえ、わが国で も事業執行型の公益信託 の設定 も認めてい くべき

ではないだろうか。

〈第2章 注〉
(1)こ こでの叙述は、新井誠 『信託法』(2002年 、有斐 閣)245～249頁 と重複す る点のあることをお

断 りしておきたい。
(2)新 井 ・前掲注(1)『 信託法』53～62頁 参照。
(3)新井 ・前掲注(1)『 信託法』79～82頁 。
(4)財 団法人であれ ば、目的の性質 によっては、永続的であることは 自明である。
(5)現代信託法研究会(海 原文雄=砂 田卓士編)『 英米信託法辞典』(1996年

、金融財政事情研究会)
60～61頁 。

(6)四宮和夫 『信託法 〔新版〕』(1989年 、有斐閣)352頁 参照。
(7)松本崇 『特別法 コンメンタール ・信託法』(1972年 、第一法規)314～315頁 参照。
(8)こ こでの叙述は、新井 ・前掲注(1)『 信託法』249～250頁 と重複す る点のあることをお断 りしてお

きたい。

⑨ 結局、有権解釈を前提 とすると、信託 目的が公益 目的である以上、主務官庁 の許可 を得な い限 り、

そもそも信託 を設定すること自体が許 されない ということになる。
(10)ここでの叙述は、新井 ・前掲注(1)『信託法』253～255頁 と重複す る点のあることをお断 りしてお

きたい。

(ll)ここでの叙述は、新井 ・前掲注(1)『信託法』250～253頁 と重複する点のあることをお断 りしてお

きたい。
(12)四宮 ・前掲注(6)『 信託法』308頁 。
(13)信託協会公益信託専門部会 「公益信託法コ ンメンタール」信託101号(1975年)89頁 もまた

、「公
益信託の受益者 は、信託の反射効果として受益す るものであっていわゆる受益権 を権利 としてもつ私

益信託 とは異な り、公益信託 には受益権者 は存在 しない。 しか し、財産給付型 の公益信託 に於 ける不

特定多数の中か ら、受益者 が確定した場合 にはその受益者 は、包括的な受益権 はもたないものの債権

的権利(信 託財産交付請求権)を 持つ場合があろう。」 として、通説的見解 を支持 している。
(1勾助成金などの場合、運営委員会等の受託者側 で受益者 を指定す るが、受益者 の意思表示がな くて
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も、指定 した時点で受益権が発生することになる。そ うす ると、や はり信託法理で説明せ ざるをえな

い。 これを仮 に契約 とすれば一種の贈与 となろうが、 この場合 には、受贈者 の受益の意思表示 をどの

ように構成す るので あろうか。

(15)これ に対 して、通説的見解 は、公益信託の受益者 を社会一般 と解 したうえで、信託管理人の任務

をその権利保全 と捉えている。 しかし、この立場では逆 に、そ もそ も権利能力の主体た りえない社会
一般にいかなる内容の具体的権利が帰属 しうるのか、説明が困難 となるのではないだろうか。

(16)とりわけ、少な くとも現行法は、信託管理人 を公益信託の必置の制度 と捉え る私見 とは異な り、

信託管理人の設置 を任意 として いるため、現実に信託管理人が不在の場合には、受益権者の保護が全

く図 られな くなって しまうという恐れがある。

(17)以上の私見 に対 しては、通説的見解 を支持する、太 田達男 「文献紹介=田 中実編 ・公益信託の理

論と実務」信託法研究16号(1992年)117～125頁 による批判がある。また、同論文に対する私見

か らの再反論 として、拙稿 「公益信託の法的構成」NBL510号(1992年)12～17頁 がある。

(18)田中實編著 『公益信託の理論 と実務』(1991年 、有斐 閣)52～54頁 〔新井誠執筆〕参 照。

(19)ここでの叙述は、新井 ・前掲注(1)『信託法』255～257頁 と重複する点のあることをお断 りしてお

きたい。
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第3章 公益信託と事業 ・収益活動

(学習院大学法学部教授 神作裕之)

1問 題提起

公益信託が事業ないし収益活動 を行 うことに対 し信託法上何 らかの制約があるか、もしそれが可能

であるとする と信託法上 どのような論点が生ず るであろうか。本章は、この問題 を検討するにあたり、

大き く次の3つ の側面に分けて考 えたい。信託一般 と事業 ・収益活動 との関係、公益性 と事業性 との

関係、および公益信託 と事業活動 との関係の3つ である。問題意識についてやや敷桁 しよう。

始めに、信託一般と事業活動との関係について概観する。公益信託 も信託で ある以上、その性質に

反 しない限 り信託 一般に係 る規律に服するのは当然で ある。現在のわが国では、信託は主 として金融

の分野で用い られている。 これは、わが国の信託が戦後 もっぱ ら信託銀行によ り担われて きたという

沿革的な理由によるところが大 きい。 しか し、信託 とい う法形態は、金融以外 の領域で も利用 される

可能性を秘めている。 というのは、信託財産 の独立性、受託者 の個人的信用 と専門的知識の活用、実

質的所有 と信託事務 の執行 との分離等の点 にお いて、信託は事業を展開するためのスキーム としても

適 した性質を有す るか らで ある。実際にも、す でに土地信託のように事業性を有する信託 も存在する。

ところが、従来は、信託 を利用 してサービスや商品を提供す るな ど一般事業 を展開する ことはあま り

想定 して こなかったように思われる。そもそも、信託を一般事業のための法形態 として利用す ること

が可能か、可能であるとした ら信託法上どのような論点が生ず るかを検討す る必要があろう。 また、

仮 に、事業形態 として信託 を用いることに対 し懐疑的な見方が あるとすれば、その理由を明 らかにす

るとともにその合理性につき検証する必要が ある。なお、「事業性」ないし 「収益性」の意義 を明 らか

にすることが議論 の前提 となる(2事 業形態 としての信託)。

次に、「公益性」と 「事業性」との関係が問題 となる。公益信託が公益 を目的 とす ることと、事業 ・

収益活動を営む こととは相容れないものなのであろうか。 この論点については、公益法人 と事業 ・収

益活動 との関係が参考 となる。そ こで、第3節 では、公益信託および公益法人が実際にどの程度の規

模 ・範囲で(収 益)事 業 を営んでいるか実態 を示 したうえで、公益法人の収益事業に関す る監督法上

のルールを紹介 し、「公益」と 「事業」との関係 について考察 したい。ここでは、とりわけ財団法人に

おける事業活動 とその監督法上の規制 に注 目したい。信託 は法人格 を有 しないの に対 し、財団は法人

であるという大きな違 いが ある。 しか しなが ら、信託財産は独立財産性 を有す る点 において、機能的

にはかな り財団 に近 い。さ らに財 団法人は、社団法人 とともに公益法人の1類 型であ り、公益信託 と

その目的にお いて共通 して いる。そこで、財団法人が、 どの程度の規模 と範 囲において事業 ・収益活

動を営んでいるかを明 らか にし、公益信託 との間に相違が認め られ るとした ら、そ の根拠 をどこに求

めることができるのか、考察 したい。財団法に関す る議論は公益信託 についていかなる含意 を有 し示

唆 を与えうるのであろうか(3「 公益性」と 「事業性」)。

最後 に・以上の論点についての基礎的考察 を経て、公益信託の事業 ・収益活動をめ ぐる法律上の規

律のあ り方につき論ずる際の問題点 を指摘 し(4公 益信託の収益事業 に対する規制のあり方)、将来

の方向性 について筆者 の感 じている点 を述べ、結び に代えたい(5結 びに代えて) 。

2事 業形態としての信託

信託 を用いて事業を行 うことは可能か。事業 とは、一般 に次のように定義されている。すなわち、
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一

事業 とは・「同種の行為が反復継続す る意図でな され、営利 目的のもとにすなわち資本的計算方法のも

とに少な くとも収支相償 うことが予定されている行為ω」である。なお、事業の定義 にお いて用 い ら

れている 「営利 目的」 という概念は・営利法人における営利催すなわち対外的な収益活動の成果を構

成員 に分配することとい う意味とは異なる意味で用 いられている点に注意す る必要がある。要す るに、

「事業性」の定義において用い られている 「営利 目的」とは、剰余金を構成員 に分配す ることではな

く、資本的な計算方法の下 に少な くとも収支相償 うことが予定されていれば足 りるという程度の意味

で用いられて いるのである(2)。また、通説は、反復継続する意図が あれば、反復継続 されていない第

一回目の行為であって も事業性は認められ ると解す る。

このような 「事業」概念は、社団法人を経済的団体 と非経済的団体 に二分する ドイツ民法における

「経済的(wirtschaftlich)」 活動 という概念にきわめて近 い。すなわち、経済的団体が従事する典型

的な 「経済的」活動 とは、①市場における供給 ・提供活動、② 計画性、③継続性 、および④有償性 ・

対価性という4つ の要件を満たす もので あると解 されているか らである(3)。このように、 ドイツにお

いては、法人が 「経済的」活動 を行 うものであるか どうかに注 目し、その成果を構成員 に分配す るか

否かという結果 には着 目しないω。わが国の事業概念も、 ドイツにおける 「経済的」活動 の意義 に類

似 してお り、突き詰めれ ば市場 にお いてサー ビスや物品の提供者 として行動 しているか どうかがポイ

ン トであるように思われ る。

わが国の信託法理の到達点 を示す四宮教授の信託法の体系書においては、信託 と事業 について次の

ような両義的 とも受け取れる記述がなされて いる。すなわち、財産 として事業そのもの(事 業経営権)

を拠出することはで きないといった消極的な記述がなされる一方㈲、信託 された財産権 を基礎 として

事業を営む ことは、それが信託行為の定める目的の遂行上必要であるな ら認め られると述べ られてい

るのである(6)。事業そ のものを受託す ることはできないが、信託 目的の遂行 に必要であれ ば事業を行

うことを認め るのであれば、なぜ信託 目的の実現 に必要な事業 を当初か ら信託財産 として拠出するこ

とが許されないのか。おそ らく、四宮教授 は、積極財産 と消極財産 とを含む包括財産の信託は認め ら

れないωと解 されているためであると考え られ る。 しかし、受託者 による債務 引受の手続がとられれ

ば消極財産 をも受託者 に帰属 させ ることができる(8)とされるので、ここで は営業 を会社の合併や分割

のように包括承継させることはできないという当然の事理を述べてお られるに過ぎないのかもしれな

い。

なお・信託業法においては、信託会社が信託財産 として引受ける ことができる財産は金銭、有価証

券等6種 類の財産に限定されているが、そ こには事業は掲げ られて いない(信 託業法4条) 。信託財

産として事業 を拠出で きるか どうかは、信託業法制定の過程で議論がなされた ところであるが、結局

のところ否定 された。その理 由は、①事業経営 は リスクを伴い安全確実 を旨 とすべき信託会社 にとっ

て不適当である、②財産の包括移転を契約 によって行 うことは民商法上 の原則上認め られていな いの

に・事業経営の信託 を認めると契約による包括移転 を認める ことになる、お よび③監督権競合の問題

を生ずる、 という3点 にあった⑨。①および③は業法上の考慮要 因で あ り、信託 の私法上の効力に影

響を及ぼす ものではない。のみな らず、① について は、た とい業法の問題 として考えて も十分な説得

力を有す る論拠かどうかは検討を要する。たしかに、一般的 には、事業経営は投資運用 と異な りリス

クが高いといえようが、それ は相対的な ものであ り、委託者、受益者および受託者がそれに同意 して

いるのであれば、禁止するほどの理 由は必ず しもないように思われるか らである。③の監督権の競合

はもっぱら官庁間の権限分配 ・調整の問題である。② については、事業経営の信託 を認めるか らとい

つて必ず しも財産の包括移転 を認めることにはな らず
、そのような効果 を認めるのであれば私法上の
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立法措置を要す ることにな ろう。

信託業法 における受託可能財産の制限については、金融審議会の信託業法 の見 直 しに関するワーキ

ンググループにおいて議論がなされ、2003年7月 に 「信託業 のあり方に関す る中間報告書(以 下、「中

間報告書」 と略す。)(lo)」が公表された。中間報告書 においては、信託業法4条 の規定 を削除し、信

託法上、信託を設定しうる財産権であれば、すべて業法上引受の対象 とな りうるとする ことが提言さ

れている。仮に信託業法4条 が削除され ると、信託法一般の議論に戻 り、財産権 である以上、事業 も

しくは営業を当初信託財産 として信託 を設定す ることができると解釈す る余地が生ずる。

学界 においては、アメリカ法および ドイツ法の比較法的考察 を踏 まえ、わが国の信託法および信託

法理の下でも、信託 の目的 として事業 を営む ことは必ず しも信託法 によ り禁止 されるものではない と

の見解が出されて いる(11)。財産権である以上、事業その ものを信託財産 とする信託 を設定する ことは

可能であ り、債務の引受け等の手続を経るな らば当然 に禁止されるものではないと考え られ るか らで

ある。また、信託法上 は、信託を用いて事業活動を展開す ること、すなわちサー ビスや商品を有償で

提供す ることも、必ず しも排除されているわけではないように思われる。

このような会社代替的な信託は、アメリカにおいては、ビジネス ・トラス トあるいはマサチューセ

ッツ ・トラス トと称され、その規律のあり方 をめぐり長い歴史がある。また、オース トラリアにおい

ても、事業のための法形態 として信託が利用 され る例が少な くない といわれている。ビジネス ・トラ

ス トは、会社法や証券法 の適用を受けることな く、 したがって受託者の活動や組織のあ り方 に関する

規制 を回避 しつつ一般投資家か ら大量の資本 を集中 しうる企業形態 として注 目を浴び、一時はアメリ

カ各地で様々な事業分野 において積極的に利用 されるに至 った。ところが、ビジネス ・トラス トを利

用す るメ リッ トの多 くは判例または制定法 により否定され、 メリッ トを享受 しうる場合 にも法的安定

性 ・確実性に欠けるとい う理 由か ら、現在ではその利用は不動産投資(RIET)等 、特定 の限 られた

領域 に限 られている。 もっとも最近、企業形態 としてのビジネス ・トラス トを会社形態 と競わせよう

とす る明 らかな政策的意図の下 にビジネス ・トラス ト法を制定 ・改正す る州法が現れてお り、ビジネ

ス ・トラス トの組織法上の位置づ けと今後の展開には依然 として注視す る必要がある{12)。

内部留保 による事業への再投資 をめざす のではな く集 団的投資スキーム として利用する場合におい

て、プルーデ ン ト・イ ンベスター ・ルール をはじめ とする受託者の厳格な義務および責任 によって受

益者保護が図られ うる点が、信託設定 と運営にかかるコス トに鑑み適切な法形態であると考え られて

いる点に求められ るのではなかろうか。

わが国に 目を向ける と、土地信託は事業性のある信託の一例であると考 えられ る(13)。不動産を受託

し、テナ ン トビル を建設 し、テナン トを募集 ・管理する等の行為は、まさに上述 した意味 にお ける 「事

業」 に該 当す る。四宮教授は、信託の 目的遂行のために事業を要するときは、事業を行 うことができ

ることを肯定 されていたが、実際にも信託を用いて事業が展開されているのである。

もっとも、問題 はこの先 にあると思われ る。受託者 自らが積極的な リスクをとるタイ プの事業を営

む場合には、監督機関の分離、受益者によるコン トロールの必要性など、権限分配 を基礎 とす るガバ

ナ ンスの仕組みを構築する必要性が大き くなると考 えられる。そのような意味 において、た しかに信

託は、積極的に リスクをとるタイプの企業形態 として想定されていたわけではないであろう。 この こ

とは、会社 の代用 として信託形態 を用いる場合は、株主総会 の定めをは じめ として、基本的 に会社法

の規定 を適用す ることとしたアメ リカ各州の立法的解決に示されている といえよう。しか し、冒頭に

述べたように、信託が事業形態 として適さない部分を有す るにせよ、そのメリッ トを発揮 しうる性質

も有 して いるのであって、およそ信託が事業活動 と相容れないわけではないことに注意する必要が あ
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る。受託者が信託契約 の定めに従 って一定の事業を行 うとき、受託者および受益者の権限 ・義務 ・責

任、受託者が信託 目的に反 した行為 を行 った場合の効力・信託契約 の変更・信託の併合 ・分割 、とく

に受益者が多数存在す るような集団信託 における意思決定 ・権利行使のあり方な ど、これ まで十分に

論 じられてこなかった未解決の多 くの問題が顕在化 してくるであろう(14)。しか し、繰 り返 し述べるが、

そ うであるか らといって信託法 は信託 を事業形態として用いることを禁 じているわけではな く、実務

上あまり実例がなかった ことか ら信託法およびその解釈論が これまで十分に この問題 に向き合 って こ

なかった と理解 されよう・

3「 公益性」 と 「事業性」

(1)「 公益性」 と 「事業性」

本節では、「公益性」と 「事業性」との関係 について検討す る。公益法人や公益信託など公益的な存

在は、市場にお いて積極的にサー ビスや商品を有償で提供 し収益 をあげることを禁 じられているので

あろうか。わが国では、基本的 には、そのような解釈はなされてこなかったし、本節(2)に 見 るよ

うに、公益法人は現 に事業活動 を相当の規模で行 っている。か といって、公益的な存在が積極的に市

場において有償で事業活動を展開する ことがつね に積極的に奨励 されてきたわけで はない。む しろ、

大雑把にいえば、公益法人が行っている収益事業が当該公益法人の本来の 目的たる公益事業か ら離れ

るにつれ、限定的 ・抑制的に考え られてきた。

一般的な理解 によれば、「公益性」と 「事業性」ないし 「収益性」とは必ず しも対立す る概念ではな

い。文献 において も、公益El的 を達成する手段として付随的に収益事業を行 うことは可能 とされる(15)。

公益法人 といえども、 自立的活動を行 うためには財産が必要であ り、それを確 保す るためにある程度

の収益事業を行 うことは認めざるを得ないか らで ある。 もっとも、公益事業 を遂行するために必要な

範囲に限って認め、事業内容 も規模 もその範囲内に限 られることになろ う、 と説明され る。

わが国の通説は、「営利性」概念 を対外的な収益活動 によって得た利益を構成員に分配する ことと限

定的に理解す る結果(16)、公益法人 ・公益信託 のもつ非営利性 と事業性 ・収益性 との間に決定的な抵触

は生じない。しか しなが ら、収益事業を一般的 ・積極的に展開する ことに対 しては警戒感が あり、公

益事業を遂行するために必要な範囲 という限定 を付 しているのである。

この点、社団法人を経済的社団と非経済的社団 に二分す る ドイツの場合 は、事業性 の有無 を基準 と

しているため、非経済的社 団が事業活動を遂行する ことはその定義 と抵触 を来 たさざるをえない。 と

ころが、 ドイ ツにおいて も、非経済的社団が事業活動 を付随的に行 っている。その理由づけは、主要

目的が非経済的 目的にあるのであれば、付随的に事業活動を行 うことは許容 され るとい うもので ある。

非経済団体には付随 目的特権 が認め られて いるのである(17)。

こうした状況 は、公益団体 もしくは非営利団体が市場において事業 ・収益活動 を営む ことを禁止す

ることが現実的で も望 ましくもない ことを示唆するように思われる。そ こで、(2)で は、現在 のわが

国の公益法人および公益信託 が事業 ・収益事業 を行 っているか どうか、行って いるとした らどの程度

の規模で行 っているのかを概観 したい。

(2)公 益法人および公益信託による収益事業の実態

(i)公 益信託の場合

公益信託については、その事業活動および収益活動に関する有意なデータを見つけることができな
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かった。公益信託 は信託財産 の運用による収益 を分配す ることをもっぱ ら行 っているにす ぎず 、投資

活動以外 の収益活動は基本的に行 っていな いようである。むしろ、公益信託 は事業活動 ・収益活動を

営む ことができないとい う前提が あるようである。 というのは、現行法の下で は、公益信託は、その

設定はもちろん存続中も監督官庁 による監督に服す るが、(2)(iDで 述べる公益法人の場合 とは異

な り、収益事業に関す る監督指導基準が存在 しない。 このことは、少な くとも監督官庁 は、公益信託

による収益事業は許されないとの立場 に立っている ことを反映す るもの と考え られ る。

(u)公 益法人の場合

A緒 論

平成15年 度 「公益法 人に関する年次報告」によ りなが ら、公益法人の事業活動および収益事業に

ついてのデータを述べ るに先立ち(18)、公益法 人の数や設立 目的等についての一般的データを紹介 しよ

う。

平成14年10月1日 現在 における公益法人の数は、2万6,043法 人であ り、うち社 団法人は1万2,872

法人、財 団法人は1万3,171法 人である{19)。設立目的か らす ると、生活一般(保 険 ・衛 生 ・医療 ・職

業 ・労働 ・福祉 ・援護等)が1万4,445法 人(全 体の53.8%、 以下の括弧内は全体 に占める割合)、

教育 ・学術(教 育 ・育英 ・奨学 ・文化 ・芸術等)が1万885法 人(40.4%)、 政治 ・行 政(地 方行政 ・

財政 ・経済 ・自然 ・環境 ・国際関係等)が3,152法 人(11.7%)、 産業が7,345法 人(27.4%)で ある

(20)。設立目的を達成するために行 う事業 内容 を見 ると、指導 ・育成(59.8%)、 振興 ・奨励(48.6%)、

調査 ・研究(44.0%)、 普及 ・広報(30.9%)、 施設の運営(25.3%)、 検査 ・検定(3.6%)、 共済(3.9%)

等で ある(21)。

公益法人の事業は、定款 または寄附行為上の目的事 業である公益事業と、公益活動 を行 うために付

随的に収益 を目的 とする収益事業 に指導監督上は区別されて いる。指導監督上 の公益事業 と収益事業

の合計である事業全般か らの収入 に着 目す ると、合計で12兆4,285億5,700万 円で あり、公益法人

の収入全体 に占める割合は、61.0%で ある(22)。つ まり、公益法 人は、本来の公益事業 と付随的な収益

事業 とを合計すると、何 らかの事業活動によってその収入の過半を得ているので ある。以下 において

は、指導監督上の目的事業 と収益事業 に区別 して、実態を確認 したい。

B目 的事業

公益法人がその目的を実現するために事業 を営むべ きは当然である。その意味では、公益法人が事

業活動を展開すること自体については何の疑いももたれていないと考 え られ る。一般に、公益 目的に

おいては、そ の目的 と目的を達成す るための手段 として行われる事業対象 とが密接に連関 しているこ

とが多いといえよう(23)。

ところが、公益法人の本来の公益事業がそもそも公益性を有す るか どうかが問題とされ る場合があ

る。すなわち、公益法人の公益事業自体が営利企業の事業 と競合 し、または競合 しうる状況 となって

いる法人が37法 人(0.1%)あ るとされる。 これは、公益法人の 目的たる事業 自体 について市場 にお

ける競争が生 じているケースであ り、具体的には自動車学校事業や学習塾事業等が問題 とな っている

(24)。これ らの法人は、そもそも公益 に関す るものといえるか どうかが疑問視され、営利転換す る等、

何 らかの改善措置を とる必要がある とされ る。
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C収 益事業

公益法人の約2割 は・現在すでに収益事業を営んでいる・なお、ここにいう 「収益事業」とは、「公

益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」にな らい・「指導監督上の収益事業」すなわち法人の

目的事業(指 導監督 上の公益事業)に はあた らず付随的に行 う収益事業であると定義 してお く(25)。す

なわち、公益法人が健全な運営を維持 し・公益活動を積極的に行 うためには相応の収入が必要である

が、本来の公益活動の実施 に充てるために収入確保の一方法 として収益事業を行 うことは認められて

いるのである㈱ 。 この定義は、前節において検討 した 「事業」概念 と比較す ると、2点 において限定

が付 されている。すなわち・第1に 、本来の公益活動そのものではなく付随事業で ある点、第2に 、

収益活動か ら得た利益がもっぱら公益事業に充 当されるべき点である。第1の 特色は、収益事業をあ

くまでも付随的な もの と位置づけることによ り、主 として本来の公益 目的が追求 され ることを担保す

るものであるといえよう。第2は 、公益法人 ・公益信託が営利 目的 を有 してはな らないことから、収

益活動か ら得た収益の構成員等への分配が禁 じられるのは当然で あるが、収益事業 に再投入す ること

を禁じ、あくまでも本来の公益事業のためにのみ収益が用い られ ることとし、 もって収益活動が付随

的なものにすぎないことを担保す るもので ある と考え られる。 この議論は、 ドイツにおいて非営利社

団法人が事業活動を営むことを正 当化する場合の議論 と類似 して いる。

公益法人全体 にお ける収益事業収入の合計は1兆849億 円であ り、1公益法人 当た りの平均は4,166

万円である・メジアンは0で あって、収益事業 をまった く行っていない公益法人が2万1,006法 人(う

ち財団は1万427)と80.7%(財 団に占める割合は792%と ほぼ同 じ)を 占めている。収益事業収入

の規模を見ると、社団よ り財団の方が大きいが、きわめて収益事業収入が大きい少数の財団のため平

均値が引き上げられた と分析 されている。具体的 には、(財)電 気通信共済会が1,052億 円、(財)郵

政弘済会が308億 円、(財)大 阪市職員互助組合が186億 円等である(27)。なお、Dに 述べる指導監督

基準に反 し、収益事業の支 出規模が総支 出額の2分 の1を 超えている公益法人が630法 人存在 してい

る㈱ 。収益事業の支出規模が総支出額の2分 の1を 超 えている場合には、付随的な事業 とはいえない

として、所管官庁 において適切な指導監督を行 うことが必要であると述べ られて いる。

次に・法人税法施行令 に定められた33業 種の収益事業 に関するデータを見 ると、9,036法 人(34 .7%)

が税法上の収益事業を行って いる。 もっとも多 いのが物品販売業であ り2
,437法 人(う ち社団法 人

1・096;財 団法人1 ,341)、 ついで請負業2,334法 人(う ち社団法人1,189;財 団法人1,145)、 不動産

貸付業1,207法 人(う ち社団法人480;財 団法人727)と 続 く。財団に限ってみ ると、上述 した3事

業 にっづき、出版業(539財 団)、 旅館業(497財 団) 、飲食店業(365財 団)が 上位 に位置す る(29)。

以上に示す とお り、わが国の財団は社団法人 とほぼ同等に、場合 によっては社団法人よ り積極的に

収益事業を行っていると評価できる。ちなみに、財団制度を有す る ドイツにおいても、財団の事業活

動は認め られている。 というより、 とりわけ財団の 目的が事業 と一体化 して いる ときは事業活動を行

わざるをえないと解されている。 さらに、財 団が収益 を得るために行 う事業活動の是非が問題 となる

が・これも一般に適法 と解されている(30)。財団法人につ いては、 ドイツ法は社 団法人 と異な りそ もそ

も 「経済的」財団 と 「非経済的」財 団の区別 をしてお らず、社団法人の場合 に比して一層わが国 と同

様の解釈論 を導きやす いのであろう。

D指 導監督基準における収益事業の取り扱い

公益法人による収益事業は、あくまで本来の公益事業に付随して行われるべき性格のものであると

いう理解から、指導監督基準では、収入事業の規模、業種、利益の使用等について次のような定めが
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置かれている(31)。すなわち、収益事業の支出規模は、主 として公益事業費を賄 うのに必要な程度でか

つ当該公益法人の実態か ら見て適正なもの とし、可能な限 り総支出額 の2分 の1以 下 にとどめなけれ

ばな らない。運営指針においては、長期の借入 を行 ってまで収益事業 を行 うことは適当でな く、長期

的投資よ りも利益率の低い収益事業を行 うことも好 ましくないとされ る(32)。業種 については、公益法

人 として社会的信用を傷つけるものではないこととされ(33)、利益の使用は、当該法人の健全な運営 の

ための資金等 に必要な額を除き公益事業のために使用することとし、公益事業のために使用する額は

可能な限 り利益の2分 の1以 上とすることとされているのである。さらに、収益事業 を行 う場合には

事業計画書に明記 し、他の事業か ら区分 して経理を行 うことが求め られている。このように、収益事

業 については、その種類、規模、収益の使途お よび経理等 につ いて、特別の監督 に服すべきこととさ

れている。

4公 益信託の収益事業に対する規制のあり方

(1)非 営利団体の商業化 ・市場化

公益的組織 もしくは非営利団体は、その公益性か ら事業活動 ・収益活動を営 むことができないとい

う議論は、非現実的で あるし、世界的にみて も、非営利 ・慈善団体 の多 くは収益事業か ら得た収益を

その活動の重要な原資 としている。

やや古い統計であるが、1993年 のアメリカにおける非営利組織の収入の内訳は次の とお りである。

すなわち、全収入の51%が 手数料収入および収益 ・投資活動、30%が 公的部門、19%が 寄附等 を財

源 とする(34)。アメ リカの場合は、個人による寄 附の割合が高い点 に特徴があるが、それでも過 半数は

収益活動等による収入で ある。わが国の場合 は、公益法人全体について いえ ば、事業収入だ けで も

61.0%と アメリカ にお けるよ り高い。それに会費収入(4.9%)お よび財産運用収入(2.5%)を あわ

せ ると、67.4%に 達 し、収入の3分 の2は 収益活動や投資活動な ど自らの経済的活動 によ り資金調達

している。寄附および補助金等収入 は9.3%、 その他の収入が22.3%で ある。 このうち財団法人にお

ける年間収入構成は、事業収入が60.5%、 会費収入が2.5%、 財産運用収入が2.4%、 寄附および補助

金等収入が9.1%、 そ の他の収入が25.6%で ある(35)。アメリカ と統計の取 り方が異なるので、 日米を

正確に対比す ることは困難であるが、わが国の公益法人は平均値で比べるとアメリカ以上に収益 ・事

業活動か ら収入 を得て いることは確かである。ちなみに、 ドイツは、手数料収入および収益 ・投資活

動が28%、 公的部門か らの補助金等が68%、 個人による寄附が4%と 、公的部門か らのファイナ ン

スが圧倒的に大 きい(36)。

非営利組織 についての研究 の第一人者であるハ ンスマン教授は、ここ50年 間に非営利部門で生 じ

た もっとも大きな変化は、次の点にあるとい う。すなわち、非営利組織 は、寄 附金等 を受けて活動す

る寄附受入団体か ら、積極的に商業 ・収益事業 を展開する商業団体へ と変質を遂げたとい うのである

(37)。おそ らく、公益法人 ・公益信託を含む非営利部門の商業化 ・市場化は、好む と好 まざるとにかか

わ らず回避できない傾向であろう。加えて、非営利部 門、公的部門および民間の三者間の関係も、多

様化 ・複雑化 している。わが国の公益的組織 ・非営利 団体 も、すで にこのような世界的な大きな潮流

に乗ってお り、た とい今か ら離脱 しようとして も、それは望 ましくもな く、また可能で もないであろ

う(38)。
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(2)法 規制 のあ り方

以下では、公益信託の 目的が事業活動 を要請する場合((i))と ・必ず しも事業活動を要するわけ

ではないが、財源確保の手段 として公益信託が収益活動を行 う場合((ii))と に分 けて、検討 したい。

(i)公 益信託 の目的実現の手段 としての事業活動

公益法上Z2亘 コている事業が・当該公益信託 の 目的を実現す るための直接の手段である場合には、

そのような事業 を行 うのはむしろ当然であるし・現に行われていることは3(2)(ii)に 見た とお り

である(39)。ここでは、公益法人が有償 でサービス等 を提供することの是非が 問題 とな るが、そのこと

は公益法人の 目的たる公益性 と矛盾す るものではな く、受益者負担の原則か らも肯定されるべきであ

ろう。公益法人が 目的を実現するための手段 として行 う事業対象 は、当該法人の目的によ り規定 され

る。そ して、一般的 にいえば、公益法人において は、その 目的が 目的達成の手段である事業対象 と密

接な関係にあることが少な くないこともすでに述べた とお りである。そ して、公益法人の 目的いかん

によっては、会社形態で営 まれうるよ うな リス クの高い事業 を行 うことす ら考 えられな いではない。

しかし、それが公益法人の 目的であるな らば、そのような リスクの高い事業であっても、む しろそれ

を行 うことが理事 の義務 となろう。

これに対 し、公益信託にお いては、その目的の実現 のために事業活動 を展 開する必要がある場合と

いうのは、これ までは余 り想定されて こなかった と思われる。すなわち、公益信託 においては、 もっ

ぱら信託財産の管理 ・分配が主たる目的とされ、事業活動を行わない ことが前提 とされてきたよ うに

見えるのである。四宮教授 もその体系書で、公益信託 において公益事業の執行 は必要でない と述べて

お られる(40)。非営利活動の活発なアメ リカにお いても、公益的信託 は信託財産 の維持 を図るのに適切

な法形態とされ、単に奨学金を配分するようなケースにおいて用い られる ことが多 いという。ある公

益 目的を実現するために、できるだけ簡便迅速 にスキームを構築 し、低コス トでスキームを運営す る

仕組みとして、信託 は大きな長所を発揮するか らである(41)。

そもそも、私益信託の領域でも、信託 という法形態 自体が事業形態 として用 いられ る例は これまで

一般的ではな く
、土地信託のような例外的な信託 を除 き、もっぱ ら比較的単純な財産管理機構のスキ

ーム として利用されてきた事実は否めない
。しか しなが ら、第2節 に検 討したよ うに、信託 を事業形

態として用いることが信託法上禁止されているとまで解すべき根拠 はな く、 したがって、公益信託の

目的がある種の事業活動と不可分であれば、公益法人の理事 と同様 に、受託者 としてはそれを行 う責

務があると考えられ る。

なお、現行法は、公益信託の 目的として、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸そ の他公益に関す る」も

のであることを定めている(民 法33条) 。 これ に対 し、公益法人の場合は、「祭祀、宗教、慈善、学

術・技芸その他公益 を目的 とする」もので あることを要する(信 託法66条)。 ここか ら、公益信託の

方が公益法人よ りも公益性の認定基準が厳 しいといわれて いる(42)。しか し、 この相違 は、公益性 の認

定のレベルの問題で あって、公益信託が公益 目的のために事業を行 うことが許 されないということに

直ちに結びつ くものではなかろう。実際に、公益概念が柔軟化 し、様々な者が公益法人の受託者 とな

れば・事業を行 うことを要するタイプの公益信託 が登場す る可能性 がない とはいえないで あろ う(43)
。

(ii)財 源確保 のための収益事業

問題は、公益信託がその 目的を達成するために直接必要な手段 とはいえないが 、それに付随 して、

場合によっては付随 していない事業で あって も、財源を確保するために公益事業以外の事業 を営む ご
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とができるか どうかである。公益的な団体 ・組織が 自ら財源を調達する必要性 は、公的部門か らの補

助金等の削減、低金利下における運用の困難等 の事情か ら益々大 きくなっている。しか し、収益活動

によ り利益をあげること自体 は、当該団体 ・組織 の自立性 ・独立性 を高める ものであって肯定的に評

価できるように思われ る(40。

ここで注 目され るのは、同 じく公益 を目的としていて も、公益信託 の事業活動 については、公益法

人の場合 とは大きく異なる実務上の取 り扱 いがなされている点 である。公益法人については、実質的

には財産管理機構 にすぎな い財団法人 も含 め、収益活動を行 うことが一定のルールの下で認め られて

お り、現 に相 当の規模で収益活動が行われている。 これに対 し、公益信託 につ いては、公益法人の監

督指導基準に相当する収益事業 に関す るル ールが存在 しない。 この違いは、本節(i)に 述べたよう

に、公益信託 においては、 もっぱら信託財産の管理 ・分配が主たる目的 とされ、公益事業か収益事業

かのいかんを問わずそもそ も事業活動 を行わないという前提があることに起因するよ うに思われる。

しか し、公益信託について もその 目的の実現に直接必要な事業 をな しうるという前提 に立つので あ

れ ば、現在の公益法人 につ いての考 え方 と同様に、公益事業以外 の収益活動を行 う可能性 を否定す る

べ きではないように思われ る。少な くとも、公益法人の場合 と同様 に、公益事業に付随す る限 りにお

いて、また規模や業種 につ いても一定の制約 を課 したうえで、かつ、収益事業か ら得た利益 を本来の

公益事業 に投入す るために行 うのであれば、現行法の下 においても収益事業を営むことができる と解

すべきであるように思われ る。財団法人 においては収益活動が認め られるのに、公益信託 には認め ら

れない理 由がもしあるとすれば、財 団法人 と信託 という法形態に基づ く違 いによる としか考 えられな

い。 しか し、これ まで検討 してきたように、信託であるか らといって事業 ・収益活動を行 うことが禁

止 されているとは考え られない。そ うであるとすると、財団法人 と公益信託 の取 り扱いに大 きな相違

が あるのは、疑問であるように思われ る。

(血)公 益信託が事業を営む場合の信託法上の論点一 公益信託のガバナンスの必要性

A公 益信託の契約の定めとの関係

もっとも、公益信託が事業を営む場合には、検討すべき論点も少なくない。まず、収益事業を行う

場合に信託契約における明示的な定めを要するかどうかが問題となる。単に奨学金の給付のみを目的

とする公益信託においては、当該信託を用いて事業を行うことは想定していないであろう。そのよう

な公益信託が信託契約の定めによらず事業活動を始めることは、信託の目的に反するおそれがあり、

信託財産の運用方法として事業活動が認められている場合に限り、事業を行いうると解すべきであろ

う。

しかし、本節(i)に 述べたように、公益目的いかんによっては公益信託の受託者が事業を行うべ

き場合も生じうる。さらに、公益目的として明示されていない場合であっても、当該公益目的と関連

性が強い事業であれば、当該目的に資する限りにおいて、信託契約に明示的な定めがなくても事業を

行いうるとも解されよう。

これに対し、公益事業との関連性が薄かったり、公益事業の財源を得るために収益活動を行うとい

う場合には、具体的に何を事業対象とするのかを含め、信託契約に明示的な定めが必要であろう。

もっとも、公益信託の場合は、受益者が不特定多数であり受託者が受益者に対し求償する余地がな

いため、実際上は、受託者がリスクのある事業を営むことには消極的になるかもしれない。
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B収 益事業に対する規制の必要性

公益信託が収益事業 において余 りに大きな リス クを背負い・結果的に本来 の公益事業に悪影響が生

ずる事態はできる限 り回避する ことが望ましい・そ もそ も・第2節 に述べたように・信託は・積極的

な事業展開を想定 しそれにふ さわ しいガバ ナンスの仕組みを要する法形態であるとはいい難 い面があ

る。会社形態と比較 した場合の・ガバナンスの脆弱 さは否定する ことができず・ この点を根拠 に・公

益法人の行 う収益事業 につき・その範囲・規模等 について規制 を行 うことも考 えられ る・しか し・公

益法人が行 う事業の種類や規模によって リスクの性質や大きさは異な り・ どこまで一般的 ・抽象的な

法規制が可能かは十分 に検討する必要があろう・法規制のほか・自主規制 も含め・だれがどのような

方法でいかなるルールを作成 し・実効性のある規律づけを行 ってゆくべきか・多面的 に論議する必要

があろう。

C公 益信託におけるガバナンス論の必要性

公益信託が積極的 に事業 ・収益活動を展開する場合 には、受託者の権限 は自ずか ら拡大する。それ

に伴い、受託者が健全かつ効率的に業務 を遂行するようにコン トロールす るためのガバナンスの仕組

みが一層重要 となる。公益信託においては不特定多数の受益者が存在するが、公益信託 における受益

者は信託法の定める受益者 としての権利 を行使する ことはできない と解 されている(45)。この考え方 に

従うならば、公益信託 にお いて事業 を積極的に展開す る場合、ガバナ ンスの点で大 きな問題が生 じう

る。というのは、受益者もしくは受益者集会 に相当の権限を分配 し、受託者の業務執行に対するコン

トロールの役割 を担わせる仕組みを採用する ことがで きないか らである。つ まり、民事信託 とりわけ

一般の商事信託であれ ば可能なア レンジメン トをそ もそ も行 いえないのである。 したが って、公益信

託において どのよ うにして受託者をコン トロールする仕組みを構築す るかが、 とりわけ重要かつ困難

な課題となるのである。

受益者によるコン トロールが働かないとい う点 において、公益信託は社員の存在 しない財団と類似

の問題状況にある。公益信託 と財団は、ともに公益を 目的 とする点 において も共通 して いる。財団法

人は社団法人と同じルール に服 しつつ、それ とほぼ同様に収益事業 を展開 していたが、財団の収益事

業に対する規律 との整合性 に留意 しつつ、公益信託 のガバナンスのあ り方 について非営利団体のガバ

ナンス論全体の中で論 じて ゆく必要があろう㈲ 。公益信託 のガバナンスは本報告書 においては別章 に

て取 り扱われ るが、2点 だけ述べたい。

第1が 、受託者の義務および責任の問題で ある(47)。受託者の注意義務につ いて いえば、会社 の経営

者 と同様 にリスク管理体制 を含めた内部統制体制 を構築 しその運営 を監督する義務が認め られるべき

である。さらに、公益信託の受託者 に対 しては、営利法人の理事 ・取締役以上に厳格な忠実義務が課

され・利益相反の局面では厳 しく責任を問われ る実効性のある法制度が必要 となろう。

第2に 、実質的によ り重要 になると思われ るのは、公益法人の事業に関す る情報の開示である。収

益事業の概要については、本来事業 と会計上区分 して経理す るとともに、計算書および事業の状況に

ついての報告書 を開示することが望 ましい
。さ らに、公益法人が収益事業を行 う目的 と効果、収益活

動によ り得た利益の使途について も十分な説明責任 が尽 くされるべきである。なお、収益活動により

得た利益が受託者をは じめ利害関係者に不 当に分配 され ることによ り、実質的 に営利が追求 され るこ

とがないよう、剰余金分配禁止原則の実効性確保 にも意 を用いる必要がある(48)。
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5結 びに代えて

市場化 ・商業化が進展する中で、公益信託が、その目的を達成す るための手段 として事業 を営むべ

き場合 もあ りうるし、そうでなくても財源 を確保 し財政的 自立性 を維持するために収益事業 を営 むこ

とも認め られ るべ きであるという観点か ら、(公益)信 託が事業を営む場合の信託法上の問題点を中心

に論 じてきた。そ こでは、事業 に対す る事前的 ・形式的な規制よ り、公益信託のガバナ ンスが決定的

に重要な意味 をもつであろうことを示唆 した。

本章では触れることができなかったが、最後に、残された大 きな問題 を指摘 しておきたい。それ は、

公益信託が事業会社の株式等 を保有す ることにより間接的 に事業 に参加する場合の問題である。公益

的な存在が、特定の事業会社の株式等の持分を相当数保有する ことによ り株式所有 を通 じた企業支配

を行 う問題 をどのように考 えるか、は難 問である。受託者は、通常、プルーデ ント ・インベスター ・

ルールによ り分散投資義務を負 うため、特定の会社 に集 中的に投資 することは許 されない。 しか し、

信託契約の定めに基づき、特定の会社の支配株式を保有する ことが 目的 として掲げ られれば、それは

有効 と認められよ う。 しかし、 この場合 は、株式保有 を通 じて実質 的に子会社 の事業をコン トロール

していると考 えられ、これに対 し、 自らが事業 を行 う場合 とのバ ランスに留意 しつつ、一定 の制約を

課す必要があるか どうか、ある とした らその内容はいか にあるべきか、について検討す る必要があろ

う。諸外国において も、公益的 ・非営利団体が株式等 の所有 を通 じ間接的に事業を営むことが少なく

な く、様 々な問題 ・議論を引き起 している。 この点の検討について は、他 日を期 したい。

〈第3章 注〉
(1)鴻 常夫 『商法総則[新訂第5版 】』(弘 文堂、1999年)102～103頁 。なお、事業性の概念にお いて

は、「資本的計算方法のもとに少な くとも収支相償 うことが予定されている」ことが 「営利 目的」とい

われる。ここにいう営利 目的 とは、利益 を社員に分配する ことはもちろん、その利益 をどのよ うな目

的 に使用するのか どうかは一切問題 としないばか りか、営利が唯一の 目的であることも必要でな く、

同時に公益的 ・宗教的、政治的等他の目的が併存 して いて も差 し支えないとされる(鴻 ・前掲書103

頁)。
ω なお、最近の信託法学界 においては、商事信託法の研究が活発化 している。商事信託 とは、たんな

る財産 の処分 ・管理を超 えた機能を果たす信託 と定義 されている。 いわゆる集団的投資スキーム とし

て用い られる信託は、一見す ると投資 ・運用財産の管理が 中心的な機能 といえそ うであるが、しかし、

ここでは商事的なア レンジメ ントが中心 となってお り、市場の意思により規律されるものであるため、

商事信託 に該当するとされる。そ こでは、信託財産に着 目するのではな く、信託を用 いたスキーム に

注 目している。公益信託 と商事信託 ないし商事性 との関係 も問題 とな りうるが、基本的 には公益信託

と事業性 に関す る議論が妥当す るのではないか と考えている。後注(13)お よび(14)参 照。

(3)MUnchnerKommentarzumBGB ,Bd.1,3.Au且.,§ §21,22RdnL21-25(1993).
ω ドイツにおける経済的社団 と非経済的社団の区別につき、能見善久 「公益的団体における公益性 と

非営利性」ジュ リス ト1105号(1997年)52～53頁 参照。なお、わが国の解釈論 としても、営利 ・

非営利 を団体の事業内容で分 けるべきであると主張す る少数説 もある。た とえば、慶磨義塾大学商法

研究会編 ・津田利治 『会社法以前』(慶 応義塾大学法学研究会叢書72巻 、2003年)26～95頁 、倉沢

康一郎 「営利社団法人の意義」農法44巻(1969年)209～210頁 参照。 さらに、前掲能見論文 は、

営利性 は二重の基準を有 してお り、事業内容 としての営利 ・非営利 の基準(「第一の営利性基準」)と、

団体構成員に利益を分配するか否かの観点か らの営利 ・非営利 の基準(「 第二の営利性基準」)の 双方

を含 み、民法35条 の 「営利 を目的 とす る」団体 とは、いずれかの基準で営利性 ありと判断され る団

体 をいうと主張 される(能 見 ・前掲53頁)。
(5)四宮和夫 『信託法[新版]』(有 斐閣、1989年)133頁 。
(6)四宮 ・前掲注(5)133頁 、134頁 注(6)参 照。
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(7)四 宮 ・前掲 注(5)133頁 ・

(8)四 宮 ・前掲 注(5)133頁 ・

(9)山 田昭r信 託 立 法過 程 の研究 』(勤 草 書 房・1981年)152頁 ・245頁 以下 。

(lo)金 融審 議会金 融 分科 会第 二 部会 ・信託 に関す る ワー キ ンググル ー プ 「信 託 業 の あ り方 に関す る中

間報告書 」(2003年7月28日)・ 同中 間報告 書 につ き・神 田秀 樹 「金融 審議 会第 二 部会r信 託 業 の あ

り方 に関す る中間報 告 書』 につ いて 」信託215号(2003年)6頁 ・

(ll)神 作 裕 之 「信託 を用 いて行 う事 業一 そ の可 能 性 と限 界一 」信託 法研 究18号(1994年)27～51頁 。

(12)1988年 のデ ラ ウエ ア州 ビジネ ス ・トラス ト法 は、受 託者 お よび受 益者 の有 限責任 を明文 で認 め る

とともに、 ビジネ ス ・トラス トに対 し会 社法 で はな く信託 法 理 を適 用す る との基 本 的な ス タ ンス に立

って いる。アメ リカ にお ける ビジネ ス ・トラス ト法 に関す る最 近 の文献 と して 、工 藤聡 一 「ビジネ ス ・

トラス トの制度化 とそ の進展 」八 戸大 学紀 要25号(2002年12月)59～81頁 参 照 。 さ らに、組織 法

にお ける信託 の意 義 ・機 能 につ いて の理 論的 分 析 として 、 日本 銀行 金融 研 究所 「組識 形態 と法 に関す

る研 究会 」報告書(2003年10月)23～28頁 、森 田果 「組織 法 の 中の信 託 且enryHansma皿&

ReinierI(raakman,TheEssentialRoleofOrganizationalLawを め ぐっ て」・日本信 託法 制 の変 革 に

関す る研 究(仮 題)(ト ラス ト60研 究 叢 書)所 収 予 定 。本 論 文 は、http:〃wwwlawtohoku.acjp/～hatsuru!

にお いて 閲覧可能 で あ る。

(13)神 田秀樹 「商事 信 託 の法理 につ いて」 信託 法研 究22号(1998年)62頁 及 び66～67頁 参 照 。

(14)商 事信託研 究会 は、信託 を用 いて 投資 活動 を超 え た事業 活動 を展 開す る こ とを前提 と した、 商事

信 託法理 につ き研 究 を行 い、そ の成果 の 一部 は 商事 信託 要綱 として 公表 されて いる ところで ある。商

事 信託研究 会r商 事 信託 法 の研究一 商事信 託 法 要綱 お よび そ の説明 』(有 斐 閣 、2001年)参 照。

(15)本 文の以下 の記 述 は、森 泉 章r公 益 法 人 の研 究 』(勤 草 書房 、1977年)8～9頁 の要 約で ある。な

お、営利 を も公 益 を も 目的 とせず 、「社 員 に共通 す る利 益 を図 る」こ とを 目的 とす る 中間法 人 にお いて

も、収益事業 を行 う こ とは可 能で あ る とされ る 。 も っ とも、収 益事 業 を行 って 得 た利益 を社 員 に分配

す ることは 「剰 余 金 を社員 に分配 す る こ とを 目的 と しな い」 とい う 中間 法 人 の定 義か ら許 されず 、 し

たがって 、収益 は 中間法 人 の活動 経費 等 に充 当 され る ことにな る。相 澤 哲=杉 浦正 典 『一 問一答 中

間法人法』(商 事法 務研 究会 、2002年)34頁 。

(16)通 説。星野 英一 『民法概 論1(序 論 ・総則)』(良 書 普及 会 、1971年)124頁 、江頭 憲治 郎 『株 式

会社 ・有限会社 法[第2版]』(有 斐 閣、2002年)15頁 等 。な お、 前注(4)を も参 照。

(17)M血nchnerKommentarzumBGB
,supranote3,§ §21,22Rdn五8.

(18)総 務 省r平 成15年 度 公 益法 人 に関す る 年次 報 告』(以 下
、 「年次 報告 」 と略す 。)。

(副 総務 省 ・前 掲注(18)「 年 次報告 」25頁 。
(20)総務 省 ・前 掲注(18)「 年 次報告 」33頁

、 図表2-1-11。
(21)総務 省 ・前 掲注(18)「 年 次報告 」35頁

、 図表2-1-12。
(22)総務 省 ・前 掲注(18)「 年 次報告 」58頁

、 図表2-2-24。
(23)法 人 の 目的(Zweck)と

、当該 目的 を実現 す る手 段 と して の事業 目的(Gegenstand)の 区別 につ き、神

作裕之 「非営 利 団体 のガ バ ナ ンス ー コー ポ レー ト・ガバ ナ ンス論 との比較 を中心 に」NBL767号(2003

年)25頁 注(3)参 照 。
(24〕総務 省 哨fl掲 注(18)「 年 次 報告」29頁

。な お 、 これ らの公益 法人 は営 利法 人等 へ の転換 に閲す る
指針 に従 い株式 会社 等 に転 換す る ことが必 要 とされ 、平 成14年 度 には この指針 に従 い3法 人が営利
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一 一

第4章 公益信託の終了

(東京大学法学部教授 能見善久)

1概 観

(1)終 了の位置づけ

信託の終了は、信託の変更(広 義)の 一種である・従 って・広義の信託 の変更 の中には、①狭義の

変更 と、②終了が あり・狭義の変更 の中にはさらに・(a)信 託 目的 ・内容の変更・(b)管 理方法の変更、

(c)信託当事者の変更 ・(d)信 託の合併 ・分割な どがある・信託終了には終 了の形態 に応 じて、(e)信託

終了事由の発生・(0信 託の解除が ある・ この うち・信託 の合併は・存続 しない方 の信託 にとっては信

託の終了と位置づけることもできる・なお・信託の無効 ・取消 も、形式的には一旦成立 したかのよう

に見えた信託を終了させるもので あると位置づけることもできるが、終了と同 じルール に服 させるの

がよいかどうか は議論があ りうる。従って、 ここでは、一旦有効 に成立 した信託の変更(広 義)と は

別に、これと並ぶ ものとして、信託 の無効 ・取消 を位 置づけてお く。

:::::ll「::::1≡li

託 目的 ・内容の変更
一モ管理方法の変更

一モ当事者の変更 ・交代

託の合併 ・分割

(e)信 託の終 了事由発生

(f)信託 の解除

(2)信 託終了をめ ぐる利益状況

私益信託においては、一方で信託を設定 した 「委託者の利益ないし意思」が あ り、他方で信託 の終

了によって信託の利益 が帰属する ことになる 「受益者ないし帰属権利者の利益」がある。そ して、両

方の利益が対立す るという構図がある。委託者は信託の利益を享受す るものではないか ら、委託者 と

受益者(な いし帰属権利者)の 利益が衝突す ることはないよ うにも見えるが、委託者 としては受益者

が一度 に利益を享受 して財産 を放蕩す る危険 を避 けるため に信託 によって長期かつ分散的に利益 を享

受させようとしたのに、受益者が一度 に全部の利益 を享受するために信託 を終了させたい と考える場

合には・委託者の意思 と受益者(帰 属権利者)の 利益が対立する。信託 の解除を どのような場合 に認

めるか という形で問題 となる。

これに対 して公益信託で は、原則 として私 人を受益者ないし帰属権利者 として定めることは認めら

れないという運用がな されているので、公益信託の設定者(委 託者)と 信託利益の受益者ないし帰属

権利者の利益の対立 とい う問題は生じない。公益信託 では、純粋に一定 の公益 目的の信託 を継続 させ

るか否かが問題 となる
。ただ、事実上は、ある公益信託においてそれまでの信託 目的を遂行できない

事情が生じたときに、信託 を終了させてその財産を どのように処分するか(類 似の公益 目的の団体や

信託に寄附するか)と いった ことが議論され るであろう
。 しか し、この場合 に財産処分先の候補 とし

てあげられる公益団体や公益信託 は、私益信託終了の際の帰属権利者 とは異な り、権利 として信託財

産を受領するわけではな いか ら、私益信託 の場合 とは利益状況が異なる。
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1

2信 託の変更 ・終了の原因

(1)終 了 ・解除関係

(i)信 託法56条

信託法56条 は 「信託行為 をもつて定 めたる事由発生 したる とき」 と 「信託の目的を達 し若 しくは

達す ること能わざるに至 りたるとき」を信託終了事由として規定す る。この規定は公益信託 にも適用

されるか ら、公益信託 における終了事 由も同じである。

信託の終 了事由を財団法人の解散事 由と比較す ると、信託の終了事 由の方が狭い。財団法人の解散

事 由(民 法68条)の うち、破産 と設立許可の取消については、信託法 には規定がない。 このうち破

産 については、信託 には破産 はない と考えれ ば違いの説明は付 く。 これに対 して、「設立許可の取消」

については公益信託 において も主務官庁の許可が必要 とされているか ら(信 託法68条)、 その許可が

取 り消 された場合 についての規定が信託法 にないのは理 由が明 らかでない。詳 しくは後 で検討す る

((2)(i)参 照)。

(ii)信 託法9条

私益信託では、単独の受託者 と単独の受益者が同一・人に帰属することができないとされている(信

託法9条)。 もっとも、9条 は、「信託の利益を享受す ることを得ず」 と規定 しているだけで、 このよ

うな状態 になったときに直ち に信託が終了すると規定 しているわけではない。一般に、単独受益者 と

なった受託者 は、その受益権 を直ち に譲渡すれば9条 違反にな らないと解 されている。 しか し、受益

権 を譲渡する ことができなければ、信託 を終了させる必要が生 じる。

公益信託では、受益者は存在 しないと考えれ ば、信託法9条 が適用 される余地はない。また、仮 に、

公益信託 にも受益者が存在 し、受託者の責任 を追及 した り、信託法31条 の取消権 を行使できるとし

て も、常に不特定多数の受益者がいるので、や はり信託法9条 が適用 される余地はないと考 えるべき

であろう。また、公益信託の場合 には、受託者が受益権 を買い取 るとか、受益者 を相続する ことは考

え られないので、そもそも信託法9条 の適用が問題 となるような状況 は生じないであろう。

(血)信 託法57条 ないし59条(信 託の解除)

私益信託では委託者が信託利益の全部を享受する場合に、委託者からの解除を認めるが(信 託法57

条)、公益信託では受益者がいるとしても不特定多数であり、委託者が公益信託の利益の全部を享受す

ることはありえないので、公益信託に信託法57条 は適用されない。信託法58条 による信託解除も公

益信託の場合には認められないであろう。信託行為において解除権について定めて、その解除権を一

定の信託関係者に与えることは考えられるが(た とえば 受託者や信託管理人に一定の場合の信託解

除権を認めるような場合)、信託関係者の私的な利益から公益信託が解除されることを認めるのは公益

性に反するので認められない。

(2)信 託 目的 ・内容 ・管理方法の変更

信託 目的 ・内容 ・管理方法 の変更 につ いては、信託法の規定 の意味も必ず しも明確でな く、問題が

多い。
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(i)信 託 目的の変更

まず私益信託 の場合 について考えてみる・そ もそ も信託 目的は変更す ることができるのか。信託法

には信託 目的の変更に関す る規定はなく・単 に管理方法の変更 について信託法23条 が規定す るだけ

である。その信託法23条 は・「信託行為の当時予見す ることを得ざ りしとき」にのみ管理方法の変更

を認めるとい う極めて厳格 な要件を課 して いる・ この規定に基づ く変更は管理方法 の変更 に限られて

いるので、信託 目的の変更な ど・大きな変更はできない・

信託目的は、 まさに信託 を設定 した委託者の意思の表れであり、それは最大限尊重されるべきであ

るか ら、信託 目的の安易な変更 は認め られない・一定の条件が充たされれ ば信託 目的の変更 も認めて

よいか、認めてよいとすれ ばどのような条件が充たされた場合に認める ことがで きるか、が問題 とな

る。この問題 については次のように考 える ことができる。

信託は様々な 目的で設定 され るので・その 目的如何 によって信託 目的の変更が許容されるか否か、

変更する場合の基本的な条件が異なる・た とえば、遺言の代わ りに生前 に信託 を設定 した場合(遺 言

代用の生前信託)に は、委託者 に撤回権や変更権 が留保されていればそれ を認めるべきである。そし

て、委託者が留保 された撤回権 ・変更権を行使する ことで、信託を変更する こと、信託 目的 まで変更

することも、認め られてよい(信 託債権者がいる場合 に、その保護 は別途検討する必要があるが)。 し

か し、資産流動化のスキームとして信託を用いた場合には、た とえ信託行為に明文の定めがな くて も、

信託 目的を変更す ることは予定されていないであろう(そ の意味では信託行為 に黙示的に信託 目的を

変更 しない ことが定め られていると言 ってもよい)。このような信託においては、信託行為の当事者(委

託者および受託者)が 合意 したからといって簡 単に信託 目的の変更 を認めることはできないのではな

いか。しかし、私益信託においては委託者、受託者、受益者の全員が合意すれば、信託債権者 を害 し

ないという条件の もとで、信託 を解除できると考 え られ るので、信託 目的の変更 も認め られることに

なろう(信 託 目的の変更 は、旧目的の信託 を解 除 して新 目的の信託 を設立す るに等 しい)。 因みに、法

人においては、 目的の変更 は定款や寄附行為 の変更 手続 きを経 ることによって可能で ある(民 法38

条は、社団法人の場合 に特別多数決による定款変更を認める)。

以上は、一般の私益信託 を念頭 においた議論であるが、公益信託については どうであろうか。

第1に 、信託の当事者の合意 による信託 目的の変更 は、公益信託 の場合 にはで きないと考えるべき

であろう。現行の公益信託においては、信託の設定 に際 して主務官庁の許可が必要 とされて いるから、

信託 当事者の合意だ けで公益信託の目的を変更する ことはできな いであろう。では、信託 関係者の合

意があって(た とえば、委託者、受託者、信託管理人の合意)、 それ を主務官庁が承認する という形な

らば信託 目的の変更は可能であろ うか。 これは信託法70条 、73条 の解釈 とも関連するが、やは りで

きないと解すべきである。公益信託が設定された以上は、潜在的に多数の受益者がお り、信託 目的の

変更は・これ ら潜在的受益者の地位を奪 うことになるか らである。法律の規定があればともか く、信

託 当事者の合意 を根拠 とする信託 目的の変更はできない と考えられ る
。

第2に 、公益信託 については信託法70条 、73条 が信託の変更 を一定の場合 に許容する規定となっ

ているので、この規定 によって信託 目的の変更がで きるかが検討される必要が ある
。これ は公益信託

にとって重要な問題で あるので
、後で個別的な論点 を検討する際に取 り扱 うことにす る。

(ii)信 託管理方法の変更

一般の信託では
、信託法23条 で当事者が予見で きなかった事情 による管理方 法の変更 を、裁判所

の許可を条件 に認 める
。
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1

公益信託では、信託法70条 が信託法23条 に対応す る規定である。両者の間には幾つか の違いがあ

る。第1に 、信託法70条 で は、裁判所の許可の代わ りに主務官庁が決定権 を持っている。第2に 、

信託法23条 ではまず信託関係者か らの請求がなされる必要があるが、信託法70条 ではそのような請

求 は不要であ り、主務官庁 の職権で変更ができる。第3に 、信託 法23条 で変更できるのは 「管理方

法」 に限 られているが、信託法70条 では 「信託の条項」である。最後 の点は、重要な違 いである。

公益信託 にお いては職権的に変更できる範 囲が広いのである。

(血)受 託者 の交代

私益信託では、受託者の辞任 につ いては、信託法43条 で受益者 と委託者が同意すれば、受託者は

辞任できる。 また、信託法46条 では、やむを得ない場合 に裁判所の許可を得て辞任する ことができ

る。 これ以外 に、信託法47条 では、受託者に重大な義務違反な どがあった場合 に、委託者 または受

益者か らの受託者解任 の請求 に基づき、裁判所が受託者を解任す ることができる。

公益信託 の場合 は、信託関係当事者の合意で受託者の交代 を認め ることは適当ではないので、信託

法43条 に対応する受託者 の辞任 は認め られない。やむを得ない事情による辞任 については、裁判所

に代 えて主務官庁 の許可を得てで きる(信 託法71条)。 また、受託者の解任 については、信託法47

条 に対応す る信託法71条 において、委託者からの解任請求 に基づ いて主務官庁が受託者 を解任する

場合 および主務官庁が委託者か らの請求を待 たずに職権で受託者 を解任する場合が規定 されている

(信託法72条)。

財 団法人で は、受託者の交代に相当す るのは理事の交代であるが、民法の規定 は、理事 の辞任 は可

能で あるが、理事 の解任については民法の一般法理 によるほかは、民法 に特別な規定 はない。

〈私益信託 ・公益信託 ・財団法人の比較〉

一般の信託

信託行為に定めた終了事由発生(56条)

信託目的の達成 ・達成不能(56条)

破産

設立許可の取消

○

○

×

X

単独受託者と単独受益者の同一人への帰属(9条)○

解除(57～59条)

委託者二全益受益者の解除(57条)○

全益受益者の請求による裁判所解除 ○

信託行為に別段の定め ○

信託目的の変更 △

管理方法の変更(23条) ○

受託者の交代

辞任(43条)B+Sの 承諾で

(46条)裁 判所許可で

解任(47条)B/S等 の請求

○

○

○

公益信託

○

O

X

?

×

X

×

△

△(了0条)(73条)?

○(70条)

×

○(71条)

○(72条)主 務官庁職権も

財団法人

O(民 法68条)

O(民 法68条)

○

○

△(寄 附行為変更で可能)

△(寄 附行為の変更)

理事の交代

○(辞 任は可能)

×

(○は規定があること、×は規定がないことを示す。△は規定の意味が明確でないことまたは条件付きで認められるこ

とを示す。一は、そもそも比較すべき対象がないことを示す。Bは 受益者、Sは 委託者を表す。)
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一

3個 別的論点

(1)公 益信託の許可取消

公益信託の受託許可が取 り消 された場合に・ いままで存続 していた 「公益信託」が どうなるかが信

託法の条文か らは明 らかでない・①許可のない公益信託 として存続するのか・②私益信託 として存続

するのか、③信託 は終了す るのか・のいずれか となろう・

①は、「許可のな い公益信託」の設立を認めてよいか という問題 とも関連す る。問題の検討を進める

前に、そ もそも 「主務官庁の許可のない公益信託」 とは何かを明 らかにしてお く必要がある。いろい

ろなニュアンスがあ りうるが・ ここでは・公益 目的であるが故 に受益者が存在 しな い信託であると解

することにしたい・従 って・一定の受益者がいる私益信託 において、同時の公益活動をするというの

とは異なる。受益者がお らず・かつ、主務官庁 の監督も及ばない公益 目的の信託 を認めてよいかにつ

いては疑問がないではないが、有力説は、これ を認めてよいとす る。私見 は留保 してお きたい。仮 に、

主務官庁の許可なき公益信託 を認めた場合 には、許可ある公益信託に認め られる税の優遇措置などは

認められないことになる.ま た、「許可なき公益信託」なるものが認め られるとして、それに適用 され

る信託法の条文はどれか、私益信託の条文か公益信託 に関する条文か、などが問題 とな る。許可なき

公益信託 といえ ども、公益 目的の信託である以上(た とえば 「ガン研究 の助成」 を目的 とす る信託)、

私益信託の法理を適用す るのは適 当ではないであろう。た とえば、一般 の私 益信託では委託者、受託

者、受益者が合意すれ ば、信託 を解 除した り、信託財産 を自由に処分できるが、主務官庁の許可なき

公益信託 において、委託者、受託者、信託管理人(受 益者 は存在 しない)が 信託 を解除 したり、信託

財産を自由に処分することは適当でな い。 とりわけ、公益信託 の取消までの間、公益信託 として税の

優遇などを受けてきた場合には問題 である(も っとも、現在の公益信託の許可実務では、公益信託が

収益事業 を行うことは認め られていないので、 こうした収益に対す る課税が免除 され信託財産が有利

にふ くらんでいるという問題はない)。

② は問題が少ない。公益活動 をしないために公益信託 の許可が取 り消 されたよ うな場合 には、私益

信託として存続 させ ることが、む しろ自然だか らで ある。但 し、委託者の意思は公益を 目的 とする信

託 を設定することであるとすると、私益信託の形で存続 させることは、委託者に意思に反する可能性

がある・従って、委託者 に意思 に反すると考え られ る場合には、信託は終了せ ざるを得ないであろう。

なお・公益信託の無効取消の場合 に、どうなるか につ いても簡単に検討 してお く。 ここでいう無効

取消は・委託者の錯誤 ・蝦疵 ある意思表示な どによ り、信託行為 自体が無効取 消となる場合である。

信託財産 を委託者ないしその承継人に返還するのが原則 となろう。遡及的な無効取消で はな く、信託
の終了の問題として扱 うのがよいのではな いか

。

(2)公 益信託の変更 ・終了

(i)信 託法73条 の意義

A概 観

信託法70条 は、「公益信託二付信託行為ノ当時予見スル コ トヲ得サ リシ特別 ノ事情 ヲ生シタル トキ

ハ主務官庁ハ信託 ノ本 旨二反セサル限 り信託 ノ条項 ノ変更 ヲ為スコ トヲ得」 と規定する
。また、信託

法71条 は、「公益信託終 了ノ場合二於テ信託財産 ノ帰属権利者ナキ トキハ主務官庁ハ其 ノ信託 ノ本旨

三ー コトヲ得」と規定する.
信託法70条 は、同一の信託を継続 しなが ら 「信託条項の変更」をする場合の規定である。_般 の
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1

信託 に適用され る信託法23条 に対応す るものである。

これ に対 して、信託法73条 は、信託 の終了の場合の規定であ り、本来であれば信託が終了すべき

ところ、「類似の 目的のために信託 を継続せ しむる」とい う特別な処理 を認め る規定である。一般 に英

米 のシプレ原則 を規定 したものだ と理解 されている。もっとも、信託法73条 とシプ レ原則 とは異な

る点 もあり、両者 の異同については十分検 討する必要があるが、その点は後述す るとして、 ここでは

まず、73条 の意 味を明 らか にしておこう。

まず、「類似の 目的のために信託 を継続せ しむる」ということの具体的な意味が必ず しも明 らかでは

ない。信託法73条 の文言か らすると、①第1に 、それまでの公益信託 と同じではないが、類似 の 目

的に信託 目的 を変更 して、同一の受託者のもとで信託 を継続する ことが考 えられているようである。

たとえば、「交通遺児 の奨学金給付 目的」の公益信託が、奨学金給付制度が法律によって確立 したので

もはや公益法人 としては同じ目的を追求す る意味が無 くなったような場合 に(当 初の信託は目的達成

によって信託 終了する運命 にある)、信託 の目的 を 「交通安全普及活動」に変更 して公益信託 を存続 さ

せ るとい うよ うな ことが考え られる。公益信託 の目的変更は簡単 にはできないと考え られて いるか ら、

73条 は、まさにそれ を可能にする点に意味があることになる。もっとも、具体的に どのように公益信

託 を継続 させるのかについては、さ らに細かい問題がある(後 述)。 ②第2に 、 しか し、それだけで

なく、それ までの信託は終了させて、信託財産を類似 目的の公益信託や公益法人に処分することも含

まれるかが問題 となる。公益法人の解散の場合の民法72条2項 と同 じ方法が公益信託 につ いて も認

め られるかである(民 法72条 は、公益法人 については、 目的を変更 して公益法人を存続させる とい

う方法を予定 して いない)。 このような方法による信託財産の処分 も認め るべきであるが、公益信託の

信託財産 を全部処分す ることは(し か も無償で)、た とえ類似 目的の事業 を遂行する公益信託ない し公

益法人に対 してであっても、一般 には、信託 目的 に反するから許 されない。従って、73条 が このよう

な形による信託財産の処分 を許容 しない となる と、信託法70条 に依拠す ることも難 しく、結局、信

託 を終 了させ、帰属権利者がいないもの として信託法62条 によ り委託者 に復帰させるしかない(信

託法62条 が公益信託 に適用 あるか否か は明 らかではないが、四宮 ・信託法(新 版)335頁 注(1)は 、

62条 の類推適用 を認める。その適否については後述する。)。

B「 信託を継続せ しむる」の意味

この問題 を考 えるにあたっては、「当初の公益信託」と 「類似 目的 の信託」との関係をどう捉えるか

が問題 となる。そ して、前述のように2つ の考 え方が ありうる。結論を先取 りすれば、73条 はいずれ

も許容 していると考 えるべきであろう。

第1は 、「当初の公益信託」はいったん終了 し、信託債権者 に対する弁済などを完了したうえで最

終計算 をしてか ら、「類似 目的の信託」 として再出発するという方法である。 この場合は、 「当初 の公

益信託」 において定められていた信託条項、信託管理人な ども変更されるのが原則 となろう。/再出発

す る新公益信託では、それ にふさわしい信託条項や信託管理人などが決 め られる必要があるか らであ

る。

受託者 も交代するのかは1つ の問題で あるが、当初の信託が終 了するのは受託者の管理方法が悪か

ったか らではないので、受託者を交代 しなければな らない積極的な理 由はない。同一の受託者の もと

で 「類似 目的の信託」 として再出発する と考えればよいのではないか。

第2は 、当初の公益信託 は、信託 の目的を変更 して存続す るというものである。 この場合には、信

託終了のための最終計算な どは行わない。信託条項や信託管理人な ども原則 として従前のままという
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ことになる。信託 法73条 は、 このよ うな形での信託の継続を認めていると考えるべきで あろう。な

お・このように基本的に従前の信託を引き継 ぐとしても、「信託 目的の変更」に伴 い、信託条項などを

変更す る必要は生 じる可能性がある。信託法73条 は、必要に応 じて 「信託条項の変更」 も、信託法

70条 の要件 にとらわれる ことな くできることを規定 していると解すべきであろ う(信 託条項 の変更は

信託法70条 によるとなると、予見不可能性の要件を充足 しなければな らない)。

C信 託法73条 が適用され るための要件

①公益信託終了

「公益信託終了の場合」 というのは、信託終 了原因が発生した場合 と解すべきであろう。 しか し、

厳密 には信託終了原因が発 生する前であっても、この ままでは信託の継続が困難であるという状況で、

信託 目的の変更を含む大変更 をしなければな らな い場合 もあろう。信託法73条 は、 こうした終了前

の大変更 については規定 して いないが、立法論 としては狭すぎるであろ う。信託終了原因は発生 して

いないが、 このままでは信託 を存続させることができない場合 に、適用 される条文に改正すべきであ

る。

②帰属権利者がいないこと

信託法73条 は、信託条項で信託終了時の残余財産処分 の方法を定めていな い場合 に適用 される規

定で ある。信託条項 に残余財産の処分方法についての定めがあれば、それによる。但 し、公益信託設

立の際の主務官庁 の許可にお いては、公益法人の場合 と同様に、残余財産が私 人に帰属するような定

めは許容 していない。たとえば、「受託者は、信託終了の際に残余財産がある場合 には、信託管理人の

承認 を得、かつ 、○○大臣の許可を受けて次 ぎのいずれかの措置をとるもの とす る。1類 似 目的の

公益信託 として継続す ること、2国 または地方公共団体 または類似の 目的を有す る他の公益信託に

寄付す ること」 というよ うな条項を入れていることが多いと言われている。 これは信託法73条 と同

じような内容 を信託条項の中に取 り込んだような条項であるが、 これによる残余財産の処分は、信託

法73条 による ものではな く、信託条項 による処分 を定めたものである。 しか し、 この条項が帰属権

利者 を定めたもの と解 すべ きかは明確でない。もし、「国 ・地方公共団体 ・類似 目的の公益信託への寄

付」 を定める部分が帰属権利者を定めたものであれ ば、それは類似 目的の公益信託 として継続 させる

ことに優先するはずであるが、この信託条項がそのような趣旨を明 らか にして いるとは言えない。む

しろ、 この条項のすなおな解釈 は、文言上は認めて いない信託終了時における財産 の類似団体への処

分を信託条項で認 めるものと言える。英米で言われ るシプレ原則は、このような形の信託財産の処分

を認めるものであ り、本条項 によってその中身に近づけた ということで あろう。信託条項の定めによ

つて、信託法73条 に規定 していないような残余財産の処分方法を定め ることが認め られるかが一応

問題 とな りうるが、委託者 の意思を尊重す る制度 としての信託法はそれ を否定 しないと考えるべきで

はないか。

③ 「其 の信託の本旨に従い」 「類似 目的の為の信託」

類似 目的の為の信託 として継続させるとして・「類似 目的」は、当初の信託の本 旨に従 ったものでな

ければな らない。当初の信託の本旨に反するような 目的のために信託を継続 させることは、財産 を出

損した委託者の意思に反するか らである・アメ リカ信託法におけるシプ レ原則 の適用に際しても、よ

く争われる要件である。アメ リカでは委託者 の意思の範囲に含 まれていなかった として シプレ原則の
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一

適用が否定 された例 も多 いが(但 し、類似 目的の公益信託ないし公益的団体への財産移転が問題 とな

ったケース)、 あま り厳格に委託者 の意思 を考えることにも問題がある。類似 目的の公益信託をあまり

厳格 に考 えると、そのような類似 目的が容 易に見つか らず、結局、国や地方公共団体への寄附しか残

された道がな いということにもな りかねない。公益信託 という法律制度が行政 によ らな いで自律的に

公益的活動 をするための器であることを考 えると、 これは適当な ことで はないであろう。

D公 益信託に信託法62条 が適用 され るか

信託法62条 は、私益信託 における終了に際 して帰属権利者がいない場合 には、委託者に信託財産

が帰属す ることを規定する。公益信託 につ いては、信託条項に帰属 権利者の定めがな く、また、信託

法73条 による信託の継続が困難な場合に、残余財産が どうなるかに関する規定が信託法にはな い。

そ こで信託法62条 を適用ないし類推適用 して委託者に財産を戻す ことが考 えられ る。委託者 の定め

た公益信託の 目的が狭 いために類似 目的を探す ことが困難であるような場合 に、本条を類推適用 して

委託者に財産が復帰す ることを認める説 もある(四 宮)。

主務官庁の実務では、前述のよ うに、「受託者 は、信託終 了の際 に残余財産がある場合 には、信託管

理人の承認 を得、かつ、○○大 臣の許可 を受 けて次ぎのいずれかの措置 をとるもの とす る。1類 似

目的の公益信託 として継続する こと、2国 または地方公共団体または類似 の 目的を有す る他の公益

信託 に寄付する こと」、というような条項 を認めている。これ によって、委託者 には財産が戻 らないよ

うにして いる。

この問題 については、 どのように考えるべきで あろうか。

第1に 、信託法62条 の適用の可能性 を考 える前に、委託者を帰属権利者 として定めることが でき

るかを検討 してお く必要がある。信託法の解釈 としては、帰属権利者を誰 にす るかは委託者の 自由で

あ り、公益信託 においても委託者ない しその相続人を帰属権利者 と定めることは許される。ただ、現

在の主務官庁 の実務がそれ を許容 しないだ けである。もっとも、立法論 として は無条件で帰属権利者

としての委託者へ公益信託の財産が戻ることを認めることについては問題がな いではない。委託者な

いしその相続 人が予想外の利益を享 受す るのは適当ではないか らである。た とえば、長期にわた って

継続 していた公益信託が何 らかの理由で終了 し、委託者 に財産が戻って くる ことは、委託者 として も

予想 していな いことであろう。 このような場合 に、委託者 に財産 を復帰 させ るのは適当ではないので

はないか。 これ に対 して、委託者が当初か ら一定の年数を限って公益信託 として財産を出損すること

にし、その一定年数経過後は自己 に再び財産が戻ってくるように定 めることは、委託者 に予想外の利

益を与えるものではないか ら許容 されてよいのではないか。 このように考 えることで、後述する公益

信託 と私益信託 の結合形態を認めた場合に整合的な立場が とれ ることになる。

第2に 、以上のような考え方を前提 とすると、当初か ら一定の年数経過 によって委託者ないしそ の

相続人に財産が戻 ることが明確 に計画されている信託 を別 とすれば、一一般 の公益信託では委託者ない

しその相続人 に公益信託の財産が戻るのは適当でないことになる。公益信託 においては、信託法62

条 は適用 されないとす るとするのがよいのではない。限界はある として も、できるだけ信託法73条

で解決すべきであろう。

(ii)英 米信託法 におけるシプ レ原則

信託 の変更 ・終了に関する伝統的なアメ リカの信託法理は次のよ うなものである(中 野正俊 「英米

にお けるCy-presdoctrineに つ いて 」 信託104号 お よびRonaldChest旦Modi丘cationand
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terminationofTrustsinthe21stcentury:TheUnifbrmTrustCodeLeadsaQuietRevolution,35

Realproper培ProbateandTrustJournal697(2001)を 参考 にした)。

第1に 、信託財産 の管理方法 に関する信託条項(administrativeterms)を 変更す る場合 には、信

託の目的 を遂行す る上で必要な限 り、裁判所はいつでもこれ を変更す ることがで きる。 この法理は、

「衡平的信託条項変更 の法理(doctrineofequitabledeviation)」 と呼ばれてお り、私益信託 および

公益信託の両方に適用 される。日本の信託法23条 、70条 に相当する法理である。

第2に 、受益者やその他信託財産の処分に関す る信託条項(dispositiveterms)の 変更については、

一般の私益信託 と公益信託では異なる。私益信託では、委託者の意思に反する変更はできない(Clafin

事件の法理)。 これ に対 して公益信託では、当初 の公益 目的の遂行が不適切 になった場合 には、信託 目

的を変更することができる。 これが一般 にシプ レ原則(CyPres)と 呼ばれている。

以上の伝統的な法理 に対 して、アメリカの統一信託法典は、変更 を加えた。 まず、統一信託法412

条では予見できなかった事情の変更か ら信託 の変更が必要 となった場合 について、管理方法に関する

条項か信託財産の処分 に関す る条項か を区別する ことな く、裁判所が これを変更できると規定する。

これは 「信託条項変更の法理」の適用範囲を 「信託財産の処分に関する条項」 にまで拡張 したもので

ある。また、統一信託法413条 ではシプ レ原則を規定 し、公益信託において信託 目的が違法化 ・遂行

不能 ・非効率 とな った りした場合 に、委託者の公益信託設定の意図に反 しない限 り、裁判所がその公

益信託の変更 または終 了を命 じることができるとす る。伝統的なシプレ原則よ りも、シプ レ原則適用

のための要件が緩和された。すなわち伝統的 シプレ原則では、変更後の信託 目的が委託者 の当初の信

託設定意思の中に含 まれていたか否かを比較的厳格 に解 して いたのに対 して、統一信託法413条 は、

より 「一般的な公益信託設定の意思」があったか否かによって判断することに した。

統一信託法の規定 した 「信託条項変更の法理」および 「シプレ原則」については、次のような指摘

がなされている。 「信託条項変更の法理」の適用範 囲が拡大 したために、 「シプ レ原則」 との区別がか

えってはっきりしな くなった。 シプレ原則が適用 される 「信託 目的の違法化 ・遂行不能 ・非実効性 ・

非効率性」は、「信託条項変更の法理」が適用され る予見不可能な事情の変更に含 まれるというのであ

る。日本の信託法が70条 と73条 を区別 して規定する ことに合理性があるか否かの議論 をする際にも

参考 になる指摘で ある。

いずれ にせよ、アメリカ信託法において、信託変更 ・終了に関する原則が緩和 されようとしている

ことに注意する必要がある。特 に公益信託 は長期 に存続するので、予想外 の事情の発生によって当初

の信託のままでは信託 を継続で きないか、不適当である場合が増えている。統一信託法411条 、412

条はこれ に対処 しようとする試みである。

以下に原文のままであるが、統一信託法典の関連条文 を挙 げてお く。

SECTION412.MODIFICATIONORTERMINATIONBECAUSEOFUNANTICIPATED

CIRCUMSTANCESORINABILITYTOADMINISTERTRUSTEFFECTIVE工X

(a)Thecourtmaymodi6theadministrativeordispositivetermsofatrustorterminatethe

trusti£becauseofcircumstancesnotanticipatedbythesettloちmodi丘cationortermination

willfUrtherthep叫Posesofthetrust』otheextentpracticable,themodificationmustbe

madeinaccordancewiththesettlor'sprobableintention.

(b)Thecourtmaymodi8theadministrativetermsofatrustifcontinuationofthetrustonits

existingtermswouldbeimpracticableorwastefhlorimpairthetrust'sadministration・
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一 1

(c)Uponterminationofatrustunderthissection,thetrusteeshalldistributethetrust

propertyinamannerconsistentwiththepurpo8esofthetrust.

SECTION413.CYPRES

(a)Exceptasotherwiseprovidedinsubsection(b),ifaparticularcharitablepurposebecomes

unlawful,impracticable,impossibletoachieve,orwasteful:

(1)thetrustdoesnotf已il,inwholeorinpart

(2)thetrustpropertydoesnotreverttothesettlororthesettlor'ssuccessorsininterest;and

(3)thecourtmayapplycyprestomodifyorterminatethetrustbydirectingthatthetrust

propertybeappliedordistributed,inwholeorinpart,inamannerconsistentwiththe

settlor`scharitablepul〕poses.

(b)Thepowerofthecourtundersubsection(a)toapplycyprestomodifシorterminatea

charitabletrustissubjecttoacontraryprovisioninthetermsofthetrustthatwouldresult

indistributionofthetrustpropertytoanoncharitablebene丘ciaryonlyiffもwerthan21years

haveelapsedsincethedateofthetrustlscreation.

4公 益信託の私益信託の結合 ・連続

(1)残 余公益信託(CharitableRemainderTrust)

アメ リカでは、公益信託 と私益信託を連続 させる形態の1つ として、 「残余公益信託」が認め られ

ている。 これ は、まず私益信託 を先行させ、受益者たる個 人が死亡 した後 または一定期間経過後 は、

残余財産 を予め定めた公益 目的のための信託 として継続するもので ある。信託 の一般理論 として は、

このような信託が認め られ ることに異論はないようであるが、問題は税法上 どのような扱いを受 ける

かである。細かい条件は税法で規定 されて いる。そ して、 これ ら一定の条件を充たして税の優遇措置

を受け られるものを、CharitableRemainderTrustと 呼んでいる。その中にも2つ タイプがある。第

1は 、CharitableRemainderUnitrust(CRUT)と 呼ばれるもので、信託設定者がその生存中または

一・定期間、信託財産の一定割合(た とえば5%)を 収益として受領 し(委 託者が収益受益者 になる)、

その受益者死亡後 または一定期間経過後は、残余財産は予め定めた公益 目的(た とえば 「△△大学の

教育支援」)の ための信託 として継続 させ るとい うもので ある。第2は 、CharitableRemainder

AnnuityTrust(CRAT)と ロ乎ばれるもので、信託設定者がその生存 中または一定期間は、定額 の給付

を受ける(た とえば年額5万 ドル)。 後は、CRUTと 同 じである。

日本の信託法のもとで 「残余公益信託」が認め られるか。課税 の問題を考えなければ、 このよ うな

信託 は信託 法上は可能であろう。一定の条件が成就 した時点(た とえば当初受益者の死亡)で 信託 目

的が特定の公益 目的に変更 されることを当初 の私益信託設定に際 して決めておき、その時点で受託者

は主務官庁に公益信託 として継続する ことの許可を求めるとす るもので ある。 このようにして私益信

託 と公益信託 を連続する同一信託 として とらえることが可能で ある。万一、主務官庁の許可が得 られ

ない場合 について も、あらか じめ信託行為の中で決めておけばよい。私益信託 と公益信託 を連続す る

同一・の信託 として とらえる ことは、私法 レベル(信 託法上)も 、信託終了の最終計算 をしな くてよい

といった点な どでメリットがある。 これ に対 して、私益信託 と公益信託が同一の信託である必要がな

いのであれば、私益信託終了時に、受託者に公益信託設立のための信託行為 をすることを義務づけ、
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主務官庁の許可を得て設立された公益信託に、私益信託の信託財産を移転すればよい。私益信託の受

託者による公益信託の設定が信託宣言にあたるかが問題となりうるが、これは信託宣言にはあたらな

い(顧 客から受託した貸付信託や金銭信託を、同じ受託者の別の信託で受託することが信託宣言と解

されていないのと同じである)。

(2)公 益先行信託(CharitableLeadTrust)

設定者は、まず公益信託を設定 し、一定期 間(た とえば10年 間)は 信託財産の一・定割合(た とえ

ば8%)ま たは定額 を公益 目的で特定の受益者(大 学な ど)に 支払い、期間終了後は委託者 または委

託者の指定 した個 人が残余財産を受領するCharitableLeadTrustが アメ リカでは認め られている。

このような信託 もアメ リカでは税の優遇措置が あるためによく利用 されている。

日本の信託法の もとでは、信託終了時の帰属権 利者 として私 人を定めた り、公益信託終 了時の財産

処分先を私人とす る ことができるな ら、これによって 「公益先行信託」 を実現する ことができる。信

託の法理としては何 ら障碍がない、しかし、主務官庁の許可実務はこのような信託条項があると公益

信託 として許可 しな い。
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第5章 非営利団体のガバナンス序説一公益信託のガバナンスを論ずる前提として

(東京大学法学部教授 樋口範雄)

1コ ーポ レー ト ・ガバナンスと公益信託のガバナンスとの間

英語の辞書 によれば、ガバナンス(governance)と は、やや古 い言葉で あ り、「管理 ・制御 ・統治 ・

支配」な どを意味す るとある。要す るに、ある組織について、組織の 目的が十全に達成 され る仕組み、

それ を確保するための監視、チェ ックの仕組み を意味する。

この古めか しいガバナンス とい う言葉が、現在、わが国にお いて相当広い範囲で使われている。 と

りわけ営利団体を代表する会社のガバナ ンスは、コーポ レー ト ・ガバナ ンス というカタカナ語の まま

日本語 として通用す るようになった。 さらにガバナンスが問題になるのは会社だけではない ことが認

識されつつある。

コーポ レー ト・ガバナンス において、ガバナンスには2種 類 の意 味、あるいは 目的が あるとされる。

企業の 「健全性」および 「効率性」 を追求す る手段だというのである。 この場合、健全性 とは、取締

役等 の会社 の機関による違法な行為 の排除や不祥事の再発 防止 を意味 し、効率性とは、企業がその主

目的で ある営利性を高め、収益力を向上させ るための競争力強化を意味す る。これ らの2つ の側面で、

企業の経営のあり方 をチェックする仕組みを企業の中にいか に作 り上げるかが課題 となる。言 い換え

れば、コーポ レー ト ・ガバナ ンスにお いて、ガバナンスの意味や 目的はと りあえず明 らかであ り、重

要なのは、その具体的内容 としていかな るガバナンス体制をとることが有効か という問題である。

そ して、今やコーポ レー ト・ガバナ ンスは、他 の組織形態 にとって も範 とすべきもの と考え られる

ようにな った。た とえば、2003年7月 に公表 された 「信託業のあ り方 に関す る中間報告書」 には、

次のような表現が見 られるω。

「(… 信託業の形態 として)、 業務の安定性 ・継続性や、機関間の監視(ガ バナンス)機 能に優れた

組織形態で ある株式会社を基本とす ることが適 当であると考え られ る」。

もちろん、 コーポ レー ト ・ガバナンス にも問題はある。だが、相対的 に見れ ば、会社 という形態は

ガバナ ンス機能に優れたものだと考 え られているとい うことである。

本章は、最終的に公益信託のあ り方 につき考察 しようとするものである。公益信託 のガバナンスは

いか にあるべきか、これが課題である。

しか しなが ら、コーポ レー ト ・ガバナ ンスの議論を参考 にして、公益信託 のガバナンスを検討す る

際に、注意すべき点がある。 この2つ の間には大きな相違があるか らである。

第1に 、前者は組織形態 として、一一方 は会社(法 人)形 式をと り、他方は信託形式 をとること。第

2に 、一方は営利組織であ り、他方は公益 を目的 とする組織である こと。 しか も、「営利対公益」、「法

人対信託」という対立構造で捉 えるだけでよいか といえば、「営利対公益」という基軸は完全には成立

せず、「営利対非営利」という軸が存在 するために問題はいっそ う複雑化する。営利法人には公益法 人

ではな く、 中間法人などを含 めた非営利法 人が対 し、信託 の場合に も、通常 は私益信託 ・公益信託 と

いう区分 のみ考 えればよいものの、 ごく少数だが中間の形態も考え得 るか らである②。,

これを違 った視点から見れば、コーポ レー ト・ガバナンスか ら公益信託 のガバナ ンズへたどり着 く

には、少なくとも2段 階のステ ップを踏む必要があることになる。

まず、組織や 団体につき営利 を目的 とす るものと目的としな いものを分けて、営利団体 ・非営利団

体 のガバナ ンスのあ り方を考 えること。次 に、非営利団体の中で、法人形式 のもの と信託形式のもの
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の異同を検討する こと・もちろん・最後 に・非常禾U信託 の中で沖 間信託 ・公益信託 の区分 を考える

必要も理論的にはある力仲 間法人の藪 性とtヒベて私益で もな く公益でもない信託 は}まとん撫 視

してよい現状で あるか ら・ この点は大きな問題 と考 える必要はない と思われる。

本章では・ この中で・営利団体'非 営利団体のガバナ ンスを比較 し、非営利団体の健全性 と効率性

を改善'向 上させ るための問題点 を整理す ることを 目的 とする・ この点で、近年、アメリカ には注目

すべき議論があ り・そ の紹介を行 いなが ら・わが国における公益信託のガバナ ンスを論ずるための道

筋をつ けることにしたい(3)。

2非 営利団体のガバナンスの現状

日米 において・非営利団体のガバナ ンスをめぐる実態、お よびそのあ り方 をめぐる議論 は問題が多

いとされている。 ここではそれを示す2つ の例を引用する。

(1)ア メ リカの例

アメ リカの非営利団体では、外部の理事な どを入れて理事会を構成す る例が多い。信託の場合 にも、

大規模な公益信託では共同受託者 として外部者 に参加 して もらい、ガバナンスのためのチェックの仕

組みを整えている場合が少な くない。だが、名称 は理事であれ受託者であれ、 これ らの実態は次のよ

うなものだ という指摘がある。題 して、「非営利団体、7つ の現実」 というものであるω。

第1に 、時間がな い。 この場合時間がないとい うのは、チェック役の理事が、実際 に当該非営利団

体の理事会に出て、団体 の活動 を監視す る時間が1年 間でわずか11時 間あま りだと推計されるとい

う意味である。11時 間である団体 の健全性や効 率性 をチェックす るのはどんな に優秀な理事でも難 し

い。

第2に 、その理事が優秀か といえば、一般的に知識不足が指摘される。パー トタイムのボランテ ィ

アであり、当該団体の活動 に関する知識は不十分で ある。

第3に 、理事会のサイズ。非営利団体の理事会は平均19名 で構成され、公益団体 として最 も有名

なユナイテ ッド・ウェイでは実に45人 の理事 によって理事会 が構成されているという。こうなると、

1人 ひとりの責任感は薄まる し、 もし皆が責任感 をもって本気 になってやれば、逆に個々の決定 が容

易なことではできな くなる。

第4に 、理事 として選ばれる人の性格。理事の うち大多数については、その背後 にもつ コネクショ

ンや影響力によ り非営利団体 に資金をもって くる役 を期待 して選任される。言い換えれば、この人た

ちは、チェ ック役 としての理事ではない。バ ランス シー トの読み方すらわか らなくともオーケー とい

っことになる。

第5点 。 このよ うな理事 には責任 もない。欠席 した人に責任 を問 う法理はないし、理事会がその役

割を果た していな くとも、非難されることもなければ、反対にたとえ成果を上げたとして も賞賛され

ることもない。

第6点 。理事会の継続性 という点にも問題が ある。非営利団体の理事は比較的任期が短い。毎年6

分の1が 交代する。定足数は半数で あり、決定 はその過半数とされる例が多い。継続的な関与が薄い

からチェックが しに くい。

最後に第7点 として、団体 の執行役員 にも経験未熟な者が多いといわれる。比較的若い執行役員が、

非営利団体の場で訓練 を積み、もっと大きな非営利団体、あるいは営利団体 の経営者にステップアッ
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プする ことを最初か ら目的 としている といわれ る。非営利 団体役員は報酬 も低いので、 このような傾

向が強 まるといわれ る。

これ らを全体 としてみる と、非営利 団体の理事会 の実相は、「目の悪 い人が同 じように目の悪い人を

導いて いる」 という構図にな っているとす ら酷評される。

この結果 、現在、 アメリカでは、非営利団体のガバナ ンスのあり方が大 いに批判されて いる。きっ

かけの1つ はスキ ャンダルの続出である。た とえば、10年 ほど前には、ユナイテ ッ ド・ウェイの会長

が、一方 で6,000万 円もの年収を取 った うえに、 リムジンや らコンコル ドや らの贅沢な旅行三昧、 さ

らに子会社 には親族を登用 して高給 の地位 を与えていた ことが明 らか になった。1995年 には刑事裁判

で有罪判決が出された。

さ らに、9.11テ ロ後の状況 として、250も の公益団体が新 たに組織 され、テロの被害者救済の募金

を始めた。 これ らが集めた15億 ドル(最 近の為替 レー トでは、 日本円で約1,650億 円)が 効果的 に

被害者にわた っていないとい う調査が明るみ に出された。新設の団体ばか りでな く、 この非難はアメ

リカ赤十字 にまで及んでいる。さらに、そ もそ も、ある種のイスラム系公益団体は、実はテ ロの後援

団体ではないか とい う疑惑 も出て、いっそ う非営利団体への 目が厳 しくな っている。

ハ ワイでは ビシ ョップ財団のスキャンダルが明るみ に出された。 これは信託形式 をとって いたが、

地元の名士である共同受託者たちが、高額な報酬 を受け、利益相反的な行為を繰 り返 していた という

ものである。

アメリカの場合、非営利団体の多数は法人形式を とっているが、法人形式 と信託形式 とを問わず、

多 くのスキャンダルが明るみに出されているという状況 にある。

(2)日 本の例

わが国か らの例 としては、やや特殊な例 と思われるかもしれないが、以下のような医療機関につい

ての分析 を引用す ることにしたい。

ジョン ・ウォーカー氏は、わが国 において、電子 カルテの導入な ど最先端の医療 システム をとって

いることで有名な病院の副院長 を務めている人である。彼 は、1997年 の書物の中で、次のように指摘

した(5)。

① 日本では医師 を評価す るシステムがない。したがって、優秀な医師 も無能な医師 も同 じ給料 を

も らっている。

② 医療機関の 「健全性」に関す る1つ の指標は医療事故がないということである.と ころが、医

療事故、しか も医師の過失を伴 う事故が起 こった場合でも、病院の経営者、責任者は、「あの医

師が こんな事故を起 こす ことは考 えもしなかった」 とい う形で、医師個人の責任 として問題 を

とらえ、「医師の質、あるいは診 療の質をチェックするシステムがない」組織 自体 こそ問題 だと

強 く意識す ることがない。

③ したがって、「ガバナ ンスとい う言葉は、あま り知 られていないの ではないか と思 う」とい う述

懐 になる。

ウォーカー氏によれ ば、アメリカで は、病院の理事会の主要な役割は、患者の診療の質 を維持す る

責任 を果たす ところにあると考え られている。理事会は、次の2つ の基本的な質問に答 える義務が あ

るとされてきた。
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第1に 、われわれの病院は高い質の診療 を提供 して いるか。

第2に 、それ をどのよ うにして検証 しているか。

ところが 日本の病院の理事会は、一般的に、収支や経営戦略や大きな事故が起きた際の危機の対応

のみに関心を払い、 このよ うな問題に関す る基本的方針の策定や、経営責任者 に対す る評価、将来の

ビジョンや病院の責務 、決定、監視などではな く、いわんや診療の質 の問題な ど質問されることもな

ければ 当然それ に答 えることもない。

これはなかなか厳 しい批判である。しか も日本の現状 につき、まった くの見 当はずれだとは とて も

いえないように思われ る。 もちろん、医療機関の一事 をもって、 日本 の非営利団体すべての状況 を即

断することには無理があるが、それで も、営利法人で ある会社についてす ら、ようや くコーポ レー ト ・

ガバナンスの重要性が喧伝 される現状を見 る限 り、非営利団体 において、効果的なガバナンスのシス

テムが存在す ると言い切 るのは難 しい。それ どころか、非営利団体につき、ガバナ ンスのあ り方 を考

えるという意識す ら薄いといわ ざるをえない。

(3)非 営利団体のガバナ ンスが抱えるハ ンデ ィキ ャップ

以上に述べた例示のように、日米 ともに、非営利団体 のガバナンスにつき問題のある状況だ ととり

あえず仮定 しよう。 このような状況が生ずるには、一定 の理由があると思われ る。言 い換えれば、非

営利 団体のガバナンス充実 を考えるためには、他の分野、とりわけ企業のガバナ ンスにはない3つ の

障害、ハ ンデ ィキャップを意識する必要がある。

① 監視 のインセンティブを有す る者がいるか?あ るいは誰のために監視するのか?

株式会社(営 利法人)な ら、通常、株主が存在 し、株主は 自らの投資 した金銭 を増やすため、 自ら

の利益のための監視 を行 うイ ンセ ンティブを有する。 ところが、非営利団体 には、営利(利 得)と い

うインセンティブがな く、誰が監視 のインセンティブを有するか、誰のために監視するのかが明確で

ない。

② 健全性 ・効率性の指標 はあるか?

株式会社(営 利法人)な ら、四半期 ごとの、あるいは会計年度 ごとの業績評価 を明 らか にし、それ

を参考 にして株式の評価が定 まる。言い換えれば、市 場による評価が数字 の形ではっきりと出てくる。

株式会社の形態 をとらな くとも、営利団体の場合、「営利」行為が違法性なく、効率的に行われたか否

かは何 らかの数字 によって明確になる。

ところが、非営利団体の場合、健全性 ・効率性の指標が これほどには明確でな い。何 をもって、執

行役員の業績を評価す るかが難 しい。とりわけ、非営利団体 というくくり方では、「非営利 」という消

極的概念 しか共通要素がない。一般 にそれは 「メンバー に収益 を分配 しない」 という意 味だ とされて

いるが、それだけのガバナ ンスを考えるのでは、少な くとも効率性の観点 はまった く入って いな いこ

とになる。

③ そ もそも、実 は、非営利団体のガバナ ンス を規制す る根拠 にも問題がある。

株式会社等 の営利 団体においてガバナンスが問題 とされ、一定のガバナ ンス ・システムが強制され

る点は容易 に理解 しうる。営利団体の行 う事業活動にはさまざまな種類があるが、営利 を目的とする

限 り、構成員からの資金拠 出があ り・収益があがった場合の配分の問題が必然的に生ず る。資本主義
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社会において は、営利団体の発展が社会の発展 を支 えるわけであるか ら、 これ ら営利団体 の健全性 ・

効率性 は社会の関心事 とな らざるをえない。

これに対 し、非営利 団体はまさにさまざまな団体を包含する。しか もそれ らの共通要素は 「非営利」

だけしかな く、 これは単に営利の要素がな いという消極概念に過ぎない。 これ らのすべてにつき、な

ぜ一定のガバナンスが必要 という議論を しなければな らないかの根拠に乏 しい。 この問題は、非営利

団体のガバナ ンス を考えるうえで最 も基本的かつ困難な問題 となる。

ただ し、本章 の最終 目標である公益信託 のガバナ ンスを考えるためには、 とりあえず次のように考

えておいて、 この問題 を先送 りすることもで きる。非営利団体 にすべて当てはまるとは限 らないもの

の、非営利団体 のうち、公益信託を含めて次 のようなケースに当てはまるものについてのガバナ ンス

の必要性は、ほ とんど自明だか らである。

① 非営利団体が税制上の優遇 を得ている場合、それは、社会も当該非営利団体 の活動(公 益活動)

に関心 を有 し、それを促進する意 図を表明 したことになる。そうだ とすれば、ガバナ ンス体 制

の充実 による健全性 ・効率性の向上は社会の関心た らざるをえない。

② 一般に、非営利団体 とりわけ公益 団体がそ の活動を続ける場合 、広 く一般大衆か らの寄 附を募

る場合 が多 い。寄附者は、一定 の公益活動 を行 うとの表示 を信 じて行 う。寄附に対 し、さ らに

税制上の優遇 を認めるか否かにかかわ らず 、このような行為が詐欺 に用 いられないよう、さ ら

に詐欺でな くとも、寄附者の願いが実現す るよ う、当該公益団体 の健全性 ・効率性 を監視す る

意義が生ず る。

③ 非営利団体 はその活動費 を捻出す るため、一定の事業活動を行 う場合がある。その範 囲では、

営利団体 と競合 して事業 を行 うことにな る。この場合、営利事業を営む範囲では、営利団体 の

活動 とまった く同様 に社会の関心対象 となるばか りでな く、営利団体 との競争法上の関係 とい

う点で も、一定の規制が必要とな ることが考 えられる。税制上、営利団体 と比べて何 らかの意

味で有利な地位にあれば、不公正な競争の存在が疑われ、直接の税制上の優遇がない場合でも、

公益 を謳 うことによ り事業活動 の点でも有利な立場に立つようであれ ば、営利団体にはガバ ナ

ンスを要求 し、非営利団体 に要求 しない ことが、不公正な競争 を社会が制度的 に容認す ること

にな りかねない。

3フ ィッシュマン教授の論稿

すでに述べたよ うに、アメ リカにおいては、大きな非営利団体のスキ ャンダルが連続 して発覚 し、

そ のガバナ ンスのあ り方 をめ ぐる議論 が活発に行われはじめた。その一例が、ペース大学のフィ ッシ

ュマン教授による 「公益団体 のアカウ ンタビリテ ィを改善するため に」と題 する論文である(6)。以下、

この論文の内容 を比較的丁寧に紹介す る。なお、 フィッシュマ ン教授は、アメ リカを代表す る非営利

団体法 に関す るケースブ ックの編者の1人 で もあるm。 ノ

(1)序

近年、非営利団体 をめ ぐるスキャンダルが 目立つ ことか ら叙述は始 まる。例示されているのは、ユ

ナイテッ ド・ウェイ、ヘイル ・ハウス(薬 物中毒の母か ら生まれた赤ちゃんにシェルターを提供する
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事業で知 られ る。理事長が基金 の横領で逮捕される)、 アメ リカ赤十字(9.11テ ロの後、集まった募

金を被害者救済に十分回さなかった件)、 新時代フィランソロピー財団(資 金集めの際6ヶ 月で2倍

になると虚偽の約束)、 ビショップ財団、アリゾナ ・バプティス ト財団(投 機 に失敗 し1億 ドルの欠

損)な どである。

非営利団体が、営利法人に時 としてみ られるスキャンダルにまみれている事実 と、医療や教育事業

で非営利団体 と営利団体が並存 し、非営利団体か ら営利団体への転換も行われて いる現実 とが相 まっ

て、営利団体 と非営利団体の区別が曖昧化 している。その結果、2つ の問題が重要な課題 として意識

され るようにな った。

1つ は、非営利団体 の多 くに認められている税の優遇が正 当化できるか否かとい う疑 問。 いま1つ

は、非営利団体が収入 を上げる際に、営利団体 と競争する場面が多 く、 この競争が公正 といえるか否

か という疑問である。いずれ も非営利団体の社会 に対する責任(ア カウンタ ビリテ ィ)の 欠如 を突く

問題で ある。

この論文は、 これまでの非営利団体 の理事 ・受託者等の責任法理を分析 し、公益 団体 の資産の安全

性 を確保す るための方策 を検討 し、最後 に、州 レベルでアカ ウンタ ビリテ ィ改善のため に公益委員会

という規制機関の設定を提唱するものである。

(2)非 営利団体の組織形態

営利団体が さまざまな組織形態をとるの と同様 に、非営利 団体 も組織形態は種々に分かれ る。いず

れにせよアメ リカにおいて これ らは州法 によって定めるべき事項であ り、州は、非営利団体 の設立、

運営、組織変更、解散、監督体制な どを制定法 によって定めている。その中には、役員や理事の受託

者責任 ・信認義務(丘duciaryduties)が 含 まれる。

これ らの非営利団体 には税制上の優遇が認め られ るのが普通である。最も重要なものは、内国歳入

法典501条(c)(3)の 適用 を認め られることであ り、そ うなれば、団体への寄金 にも税の控除が認

め られる。 この連邦税制が、結果 として、州法である信認法へ も影響を与える。連邦税制上、組織形

態によって税法上の優遇を認めるか否かを違えることにはなっていないが、会社形式を とるか信託形

式を とるかで、アカウンタビリテ ィを定めるルール を異にする場合がある。だが、いずれ にせ よ、公

益団体の場合、会社 の場合 の株主、信託 の場合での特定の受益者 とい う見張 り番 がいないため、監視

役の大きな部分が規制機関に委ね られ、 これ ら規制機関が十分なスタ ッフもいないとい う状況 に悩ま

されることになる。

(i)公 益信託

非営利団体の組織 として は最も古い形態であ り、少な くとも1601年 の公益ユース法(Statuteof

CharitableUses)よ り前か ら存在する。信託 は、委託者の意思に基づき、一定の財産に関 し、信認関

係 を生み出す仕組みである。公益信託の場合、受託者 は、定め られた公益 目的 に従 い、信託財産 を管

理運用するエ クイティ上の義務を負 う。私益信託 と異な り、公益信託は私人で はな く社会 の利益のた

めに存立 し、そのために、州の司法長官 に信託 の実現を図るための提訴権が与 えられ、永久権禁止則

の適用を免れて存続期 間が永久 という内容のものも認められ る。

公益信託 は、イギ リスでは今でも非営利団体の多数の形態 となって いるが、アメリカではそうでは

ない(公 益団体はアメ リカでは法人形式が多い)・公益信託は信託財産の維持を図るうえでは適切 とさ

れ、単に奨学金 を配分するよ うな財 団では・信託形式がとられている・会社形式 に比べ・設立や運営

57

L



が容易であり、コス トも安 いという利点が ある。さ らに、信託の場合、委託者の支配権 を残す という

選択肢 もある。

具体的に公益信託の仕組みを定めるのは信託証書である。その中には、受託者 の指名、具体的な公

益 目的、運用や分配 の方針、終了事由、後継受託者の定め方、存続期間な どが明記 され る。管理運用

の責任 はもっぱ ら受託 者にあ り、通常は委託者の指名によるが、それがない場合には、裁判所 による

選任 ということもある。

(u)公 益法人

法人形式を とる場合、理事会が主体 となって公益法人の運営 を行 う。公益信託が信託法の信認義務

の適用を受けるのに対 し、公益法人の場合、それよ りも緩やかな会社法の影 響を受ける。この相違 は、

公益法人の運営に柔軟性 を与える点でプラスだが、適切な権限行使 と許 されない権限行使の区分が曖

昧で問題 も生む。

アメリカにおいて、圧倒的多数 の非営利団体は公益法人の形式 をとる。営利法人 と非営利法人の区

分は、後者で は、構成員 に対 し収益を分配 しない ところに求め られ、収益 をあげること自体は否定さ

れない。法人形式をとるメリットの1つ は、豊富な会社法のルールに通暁 した弁護士にとって、扱い

やす い点 にある。

公益信託 に比べ、成立の際の形式要件に面倒な点はあるが、 いったん成立すると、理事の辞任や死

亡などその後 の事情変更 にも(信 託に比べ)よ り柔軟 に対応できる。選任手続が置かれているからで

あり、信託形式の場合、裁判所に選任 を申請する手間が必要な場合がある。定款変更にも対処できる

し、法人であるか ら独立の主体 として訴権 もあ り、所有権 もある。ただ し、公益法人の理事 に課 され

る注意義務は信託の受託者よ り低 いとされ、有限責任も適用される。

(3)非 営利団体のアカ ウンタ ビリテ ィを支える法制度

(i)信 認法の原則

公益法人の理事も公益信託 の受託者 もともにフィデュシャリー(信 認義務 を負 う者:受 認者)で あ

る。信認関係 を示す3つ の徴表は、①受認者 に対 し一定の裁量権その他 の権限の行使が委ね られてい

る こと、②権限の行使は受認者限 りで一方的に行 うことができ、その効果が受益者の利益に影響する

こと、③権 限の行使につき特有の濫用 の危 険が あること、である。

A信 託の受託者

信託受託者の信認義務(受 託者責任)は 、現在、受託者のみならず、それに類する関係に立つ当事

者に広 く及ぼされている。受託者は、受益者 の利益だけ声追求す る義務(忠 実義務)を 負い、 自らの

利益 を図ってはな らない。 これは、通常の人間行動 には反してお り、このような義務を課す根拠 とし

て次のような説明がなされ る。

① 自発的引受という説明一受託者は受益者の利益のために行動すると自ら引き受けたからという

説明。

② 信頼保護という説明一委託者が受託者に信託し、それに頼っているという説明。

③ 不当利得という説明一受託者が信託違反をした場合の救済のあり方の説明。

④ 依存関係という説明一受託者 ・受益者の関係に着目し、その依存的性格と、受益者が受託者の
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意のままになるという関係か ら特別な義務の必要 性が生ずると説明
。

いずれにせよ・受託者が受益者の利益を図るため最高度の義務 を課 され ることは重要である
.な お

忠実義務違反については・受託者が主観的に善意で あった こと(誠 実 に行動 したこと)は 抗弁 となら

ない。

信認義務違反 には3つ の類型がある・1つ は・信託財産の流用な どの忠実義務違反。2つ 目は、受

益者の必要性や信託財産 に十分な注意 を払わな い注意義務違反・3番 目は、信託 目的の遵守 を求める

義務 に違反す ることである。

忠実義務違反に対 しては、利得吐き出 しという救済が用意され、立証責任 も受託者 にある。また注

意義務違反 については、単純な過失についてももちろん違反が問われる。

B法 人の理事

公益信託の受託者は、公益法人の理事に比べ、厳 しい信認義務に服するとされ る。公益法人のガバ

ナンスは、営利法人のそれ と同様の仕組みをとる。会社法上の信認義務は信託法よ りもはるかに柔軟

で緩和 された内容 とな る。

問題 は信認義務の内容が曖昧なところと、通常の人間行動に反するところにある。信認義務を負 う

者は、時に、 自らの利益の混入 に目をつむ り、あるいは、自己の利益 を図 らないまでも、能力がなく

単に正直であるという点 しか見るべき ところがな く、その結果 、公益団体 にとって大 きな損害 を引き

起 こす場合が ある。

(ii)注 意義務 ・忠実義務 ・遵守義務

信認義務を果たす際に、理事 に求め られる行動の基準 として注意義務が適用される。理事には、誠

実に責任 を果た し、一定の注意や配慮をすることが求め られる。一般に、理事の注意義務違反は、公

益団体 の行動 にまった く注意を払わないケースか、そ うでな くとも理事会に提 出された案件につき、

きちん と情報 をえた うえでの決定を怠る ことによ り、生ずることが多い。

注意義務お よびその補充原則である経営判断の原則(ビ ジネス ・ジャッジメン ト ・ルール)は 、公

益団体の意思決定過程に関連す る法理である。理事が誠実に行動 し、求め られ る程度の注意 を払 い、

権限内で行動する限 り、た とえその決定が組織にとって不利益な結果 となった場合で も、決定に対す

る責任を負わな い。 したがって、注意義務の焦点 は、決定の正 しさや団体に とっての利益にあるので

はな く、責任 の果 たし方に向け られる。

注意義務 には2つ の側面が ある。第1は 、プロセスである。理事 は決定 をす るにあた り、不十分な

注意 しか しなかったかが問題 となる。第2は 、内容 に関す る問題である。当該決定は、あまりに軽率

であり、取 り消 され るべきであ り、理事 に個人的責任 を課すべきものかが問題 となる。 この2つ の問

いに対する解答がいずれ もノーであるな ら、理事は経営判断法理によって保護される。なお、 この法

理は、公益法人では最善の判断法理(bestjudgmentrule)と 呼ばれ る。このように呼 ばれた として

も、その眼目である経営判断法理 は、理事 に対 し、注意を払っている限 り、法 人の被 った損害 に対す

る責任がないとす る法理である。ただ し、 この法理による保護 は、詐欺や違法性、あるいは何 らかの

利益相反がない場合にだけ適用される。

これに対 し、信託の場合、かつて公益信託の受託者の注意義務 は、私益信託の場合 と同じくらい厳

しいものだった。信託法第二次 リステイ トメン トは、自らの財産 に対 し通常 の思慮 を備えた人が払う
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のと同じ程度の注意を払 うことを義務づけ、任務の委託は相当厳 しく制限されていた。しか し、1972

年 に承認された公益団体資金の管理に関する統一一州法案以来、注意義務はよ り柔軟 にな り、公益信託

の受託者 と公益法人の理事に同 じ基準 を適用す るよ うになった。さ らに同法では、信託法 によ り課 さ

れていた投資への制約 を緩和 し、 この面では経営判断法理を採用 した。 この傾向は、統一プルーデン

ト ・インヴェスター法、信託法第三次 リステイ トメン ト、統一信託法典に受 け継がれた。第三次 リス

テイ トメン トは、公益信託 の受託者に課される注意義務 と公益法人の理事の注意義務 を統合 したよう

に見える。その227条 では、通常の思慮をもつ投資家 としての注意 をすべきだ と定め、これは会社法

上の注意義務 を示す文言 と似た ものとなった。

従来、公益法 人の理事 に期待 される注意義務 には程度の差異が あるとされてきた。ほ とん どの理事

は無報酬であ り、いわば公民としての義務感か ら務めているため、彼 らに金銭的な責任 を課す ことに

はため らいがあった。法的な責任 を重 くすれば、誰 も理事になろうとしないか、または団体 が リスク

を伴 う行動に出るのに反対す るよ うになる。有能でエネルギーに満 ちた人を理事にしたいという希望

と、社会に貢献す る公益団体の行動に対 し理事 の責任 を確保する必要性 との間には、緊張関係がある。

今 日、公益団体 にお ける注意義務 として支配的なものは、かつての信託法上の注意義務ではな く、法

人の理事 に適用 され る注意義務である。公益団体の理事は、次の3つ の要件 を満たす限 り、義務を果

た したもの とされ る。

① 誠実に義務 を果たす こと。

② 同様の立場にあ り、同様 の状況において、通常の思慮をもつ人が払 うであろ う注意を払 うこと。

③ 理事が、それが団体の最善の利益 にかな うと合理的に信 じて行動 したこと。

しか しなが ら、忠実義務の側面では、公益法人と公益信託 とで異なる基準が維持 されている。信託

法上の忠実義務は、受託者の最 も基本的な義務である。受託者 と信託 の間の利益相反禁止ルールは絶

対的な ものであ り、裁判所は不適切な取引を元 に戻す ことができる。 これに対 し、公益法人の理事に

関す る忠実義務の基準は、営利会社の法か ら導 いたものである。取締役は 自ら参加す る取締役会のあ

る法人に忠実でなければな らない。その結果、会社 を害するような形で行動す ることは禁 じられ、自

己の利益 よりも会社の利益 を優先すべきだ とされる。また、その地位 を利用 して個 人的な利益 を得る

ことを避 けるよう求め られる。 当該利益は、会社 に帰属 させ ることがよ り適切だ と考え られるか らで

ある。ただ し、法人の場合、ある取引につき取締役が利害関係を持つ ことよ りも、決定時点で取引が

会社 にとって公正なものであったか否かの方が重要 とされ、また当該決定が公平な構成員 による取締

役会 において完全な開示の後でなされたことの方が重要 とされる。言 い換えれ ば、利益相反関係の当

事者たる取締役は 自己の利益に関す る決定に参加す ることを回避 しなければな らないが、取締役会の

承認があれば利益相反の問題を乗 り越える ことができる。 もっとも、市場の取引で得 られ る以上の経

済的利益 を受 けた り、市場の競争者よ り優位な地位 に立つようなら、利益相反問題が浮上する。

利益相反問題は、営利会社 の取締役の場合だけでな く、公益法人において もよ く生ずる。忠実義務

違反は注意義務違反よ りも発見 しや いばか りでなく、公益法人に関 しては、会社 の場合以上に頻繁 に

見 られるとさえいわれる。類型 としては、次のようなものが一般である。

① 公益法人の資産を外部者よりも有利な条件で利用すること。

② 公益法人のために利用すべき機会を自分のために利用すること。
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③ 公益法人に関する重要な情報や地位を利用する こと。

④ 内部者 として利得を図 り、法人に不利益を与えること.

もっとも公益団体 の場合、利益相反状況は不可避だ という事情もある。利益相反取引を認める こと

によって、市場では調達で きない資源にアクセスできる場合がある。公益団体 の財政状況 は一般 によ

くないので、信用やサービスの供給が市場では得 られないケースが少な くない。そ こで、理事が一肌

脱いで、 自らの信用や資金 を供与することがある。だが、このような利益相反行為が、場合によって

非倫理的で私 益を目的 とし、公益団体に損害を与えるケース もありうる。

利益相反の問題 を扱 う場合、手続的視点 と実体的視点 に分けて考察す る必要がある。手続的視点 と

は、以下のような点に注 目す ることである。

① 利益相反の要素を含む取 引につき、理事会 として どのように対処す るかを定めるルールが予め

存在 し、それに従ったか どうか。

② 決定がなされた際に、理事会の構成が公平なもので あったか否か。

③ 利益相反のある理事か らそれに関する十分な情報が提 供されたか否か。

これに対 し、実体的視点の方は、公益法人の受領 した対価か ら見て、取 引が公正 といえるか という

ことや、同様の利益相反取引の頻度、当該取引に関連 して公益法人の財 政状況が全体 としてどのよう

な状態かな どを検討することになる。

理事が負 うもう1つ の義務は、定款に掲げられ る公益法人の 目的 を遵守する義務である。 これは、

委託者の意思 に則 って信託 を運用する受託者の義務 と同様である。法 によって許 されていな い限 り、

法人の 目的か ら逸脱す ることはできないし、法人の能力 ・権限を越 える行為 もできない。ウル トラ ・

バイ レス法理(能 力外 の法理)は 、会社法の分野では過去の ものとなったが、取締役や理事が責任 を

問われるのは別である。

定款 を遵守するほかに、理事には法を守る義務 ももちろんある。 この場合の法 は、すべての団体に

適用 される連邦お よび州の税法、市民的権利を守る法律、反 トラス ト法などのほか、財団に特に適用

され る法 もある。

(皿)団 体 としてアカウンタ ビリティを示すための義務:記 録具備義務 と報告義務

これまで述べたことは理事等が個人として負 う義務であるが、団体 自体 も、記録を具備 し、それぞ

れの監督機関 に報告を提出す る義務がある。

団体 のアカ ウンタビリティを確保す るべ く、公益団体 につき、ディスクロージャの義務が課され、

記録 を具備す るとともに毎年監督機関への報告が義務づけ られている。

A記 録具備

議事録や会計書類、会員 リス トな ど。年次報告書または会計報告書 を準備 してお く義務もある。団

体の構成員は、 目的が適切で誠実 に行われ る限 り、会員 リス トな どの書類 を閲覧 ・検査 し謄写す る権

利 をもち、毎年の会計報告書 を受領する権利を有する。理事になれば、 これ らの記録 をすべて検査す

る権限をもつ。ただ し、多 くの公益団体は会員制を とって いないので、 このようなモニタ リングに欠
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ける ことにな る。

B州 政府への記録提 出 ・報告

これは州によ り異な り複雑であるが・公益団体が募金活動 をする場合 には、45州 で事前の登録を要

求 している。

C連 邦政府への記録提出 ・報告

内国歳入法上の税 の優遇 を得る場合・一定 の記録提出が求め られる。ただ し、 これ らの記録が、そ

れぞれの公益団体の効率性 を図るうえで有効か否か には疑問が提起 される。

(4)公 益団体のアカウンタ ビリテ ィと社会規範

公益団体のアカ ウンタビ リティの現状 を見 ると、法的な分析だけでは解明で きない状況が見 えて く

る。一般論として・信認義務は抽象的な内容で具体 的な指針 を与えるものでな い。非営利団体の数が

増すにつれ・規制機関による監督も難 しくなっている。時折報道されるスキャンダルは、不祥事が 日

常化 しているような印象 を与えるが、それにもかかわ らず、実際には、 ほとん どの団体でルールが守

られ・公益 目的の追求が行われている。その理 由は、ほとんどの公益団体において、適切な行動規範

が内部化されているところにある。

ほとん どの公益団体 の受託者や理事が信認義務を守 るのは、法的制裁があるか らばか りではない。

自らの廉恥心や他か らの批判が大 きな役割 を果たす。

このような非法的規範が作 られ る第一歩は、個々人が他 の人々か ら尊敬 し重視 されたいと願 う気持

ちである。いったん このような規範が生成すると、人 々は、他 か らの受ける恥や 自らの廉恥心のため

に適切な行動 をとるようになる。それが共同体 として まとまれば、社会的に見て適切な行動 について

のコンセンサスが形成 される。個々人に内部意識化 されると、他の人が 自らの違反 を知るか否かにか

かわ らず、コンセ ンサス に反するような行動をとることが心理的なコス トを伴 うようになる。

個人ばか りでなく、団体 もまた、規範的行動 を採用する。団体 も、ある共同体内部で同様の行動を

とるようなメカニズムが存在することにつき、社会学者のPaulDiMaggioとWalterPowel1は 、①標

準的な行動を強制する契機 の存在、②不確実性への対応、③管理者か らの専門主義により同様の行動

を促 される要素の3点 をあげている(8)。

公益団体の行動には、以上 に述べたような規範の契機が存在する。かつては宗教的な影響によ り、

その後は秩序への希求 によ り、さらには社会的な必要 もあって、アメリカ社会 における公益団体の中

に、一定の適切な行動 を遵守する規範が存在する。その結果、公益団体 の活動への参加は、アメ リカ

人の社会生活で重要な一部 となっている。公益団体の理事 に名 を連ねることは・社会 に有益な市民と

して認められることを意味 し、社会か ら尊敬 を勝ち うる。主要な寄附者や 自らの名を冠 した財団をも

つようになれば、それ 自体が、手段であ り目的 ともなる。最低限の規範 としては・ このような公益団

体 の財産 を盗んではな らないということがある。それ以上 にどのような社会的規範が あるかは、必ず

しも明白でな く、それぞれの個人の道徳性が試され ることにもなる・

このような場合、最大の制裁は、恥の リスクで ある。実際に課される法的制裁以上の効果をもち、

したがって、法の役割 も、 このような社会規範をサポー トする ところにおかれ る・社会規範の内容を

説明す る機能が期待 され、その結果、 この分野の法は相対的に抽象的な性格 をもつようになる.
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(i)望 ましい社会規範を表現す るものとしての信認法

法は一般 に行為規範 としての性格 も有す るが、公益団体法で は、制裁機能が弱 まり、行為規範 とし

ての機能が強まる うえに、その内容 も一般的な社会規範 を表現するにとどま り、具体的な行為の指針

となる程度が弱い。 しか し、法は宣言効果 をもち、好 ましくない行為(た とえば、ゴミのポイ捨てや

喫煙)を 好ま しくない と宣言 し、好 ましい行為(た とえば リサイ ク リング)を 好 ましいと宣言するこ

とだけで、社会規範の形成の後押 しをす る。法的制裁 を発動せずに、好ましい行動が増加すれ ば、そ

れは効率的 といえる。

公益団体法では、法的制裁を実施する資源が限 られているだけに、 このような メカニズムが特に重

要 となる。理想をいえば、法 は、法的制裁 に頼る ことな く、法以外の社会的制裁を強めることによ り、

公益団体の行動 に影響を与えるのがよい。方法 としては、実は制裁の実施 をあま り期待せずに新 しい

法 を制定す ることや、団体の活動の公開性 を高めること、 あるいは後 にこの論文の最後の部分で提案

す る公益委員会のような機関を創設する ことなどが ある。 いずれ にせよ、法 の役割は、望 ましい行為

が どのよ うな ものかを示す シグナル機能におかれ、直接的な法的制裁 よ りも、それ以外 の制裁 によ り

公益団体の行動を導 くことがね らいとなる。

(ii)注 意義務および忠実義務の規範的要素

実 は、信認法の注意義務や忠実義務 も社会規範の産物である。た とえば、注意義務によ り違法な配

当は禁 じられているが、理事が無報酬 の場合、実際に法的制裁 が加え られる ことはほとんどない。注

意義務の基準は、同様 の状況 にお いて通常の人が払 うような注意 をもって誠実 に行為す るか否かであ

り、 これ らの基準 自体 に、道徳的な要素が含 まれている。 ごく最近 まで、 この注意義務は最小限度の

ものだった。アイゼ ンバーグ教授 は、営利法人につき、過去15年 の間に注意義務 の程度が著 しく増

す と同時 に、違反の場合の責任の内容が減額されてきた ことを説いている⑨。背景 には、社会規範が

厳 しい方向ヘシフ トし、それ に法が対応 したということがある。

理事の注意義務 は法的制裁 をおそれて遵守され るのではな く、それ以外の社会規範 によって遵守の

レベルが決まる。理事 の注意義務 は、かつての低 い基準か ら、高い レベルの注意や情報入手への配慮

へ移行 した。 これ は、その重要性が社会 において強 く意識されたか らである。

忠実義務の場合 には、法的制裁である賠償責任のおそれも遵守 のための大きな力となった。判例は、

これ らの基準の内容を明 らかにするのに有用な役割を果た した。理事の注意義務の基準が高め られ、

内容がよ り積極的に行動す る義務に変化す ると同時に、個 人責任を限定す ることも行われた。アイゼ

ンバーグ教授によれば、これ らの変化は、メディアで不祥事が大き く取 り上げ られるようになったこ

と、機関投資家による調査の厳格化、合併等の際の情報 開示の徹底 などに起因す る(10)。

公益団体の場合、変化 は起き始めた ところである。だが、会社法の変化 を起 こしたような要因はこ

の分野では期待できない。 司法長官が公益団体 を訴 える場合、公益団体の対応は何よ りもまず和解で

ある。裁判で最後 まで争われ、判例 としてルールが明 らかになるのは、ほとんど期待で きない。また、

株主や機関投資家の不存在 は、そ もそ も入手できる情報、公開され る情報の不足 を意味する。

忠実義務 で最も重要な ものは利益相反問題で ある。公益信託法で は、この点は厳 しい。ところが、

公益法人法の分野は、会社法の影響を受けて、利益相反 自体よ りも、利益相反取引が承認 される手続

や取引内容の公正さに関心が集まる傾向がある。 したがって、公益団体 に関す る制定法は、忠実義務

を単 に表示す るだけでな く、それ による公正さを確保する手続き も規定するようになっている。利益

相反取引が承認されるためのロー ドマ ップ と、立証責任 が誰 にあるのかを明 らかにしよ うとしている。
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皆

忠実義務違反は明るみ に出に くく、 しかも、先 に述べたように公益団体ではそれ 自体が必要とされる

場合 も少な くない事情 もある。いずれ にせよ、適切な利益相反取引と不適切な取 引を分 ける明確な線

はない。

ただ し、注意義務 の場合 と異な り、忠実義務違反 に対す る救済の場面で、理事 の責任 を限定する方

向はとられていな い。利得吐き出しや、擬制信託な どの救済が従来通 り認め られて いる。もっとも団

体 自体に損害がない場合、問題 になった理事に対 し、判決を じっ くり読 むこと、そ して利益相反を伴

う取 引をすべて公表す る手続を作 るよう命ずるにとどめた判決がある(11)。

連邦 レベルでの忠実義務違反に対す る救済は、税 制上の優遇適格 を失わせることである。だが、こ

れはあまりにも ドラスティ ックな手段であるため実際に用い られる ことが少な く、抑止力 となってい

ない。個別の理事 の不祥事により、団体全体が不利益を負 うことへの疑問もある。そこで、1996年 、

内部者 に対 し過剰な利益を与えた場合、それよ りも軽い制裁措置 を発動できるよう改正がなされた。

この点は、次項で紹介する。

利益相反取引については、法 もまだ、重要事項の開示以上のルール を定 めていないが、一部には、

団体 自らのルール として、利益相反取引の当事者 の議事関与を否定 した り、定足数か ら排除するなど

の手続 を定める例が ある。

(iii)連 邦法 レベルでの中間的な制裁

連邦 レベルでの信認法は曖昧な内容で、社会規範がその実質を埋 めている。信認義務 を負 う者が機

会主義的な行動 をとらないための最も基本的なルールは、私的な利益 を禁止するところ、非営利性の

確保 にあるが、それに違反 した場合の制裁は、税制上の優遇の剥奪だった。だが1909年 以来のこの

ルールは、実際には、曖昧で、適用 も一貫 してなされてきたわけではない。

公益団体 の理事が過剰な報酬 を得 たり、その他の機会主義的行為 に走 ることが違法で あることは、

一貫 して認め られてきた。 しか し、その結果、税制上の優遇 を取 り上げるのは、本当に悪い個 人では

な く団体 を罰することにな り、きわめてまれにしか用い られない制裁 となった。そ こで、1996年 、内

国歳入法典(IRC)4958条 が制定され、 いわゆる中間的制裁が定め られた。

この条項では、何が過剰な報酬かは定義 していないが、過剰な報酬 を得てはな らないというルール

を明確にし、強化 している。「過剰 な利益 を与える取引」という概念 を作 り、非営利団体 に実質的な影

響 を行使 した個人や内部者 に対 し課税することを定めた。団体 としては、以下の3つ の要件 を満たせ

ば、当該取引が 「過剰な利益を与える取引」でない という推定を得 ることができる。①取引条項が、

利害関係のない理事で構成 された理事会の承認 を得 た こと、② 利害関係のない理事会メンバーが比較

デー タに依拠 したこと、③決定 の根拠につき書面で適切な記録 を残 している こと・

このルールは、公益団体が従 うべき行為基準 を示す指針 となった・

① 利害関係のある当事者は決定に参加 しないこと。

② 取引が公正であるか否かを判断するために、比較検討が必 要とされる こと・

③ 記録を適切 に書面 として残す ことが必要とされ ること.

この結果、内国歳入庁(IRS)自 体 の監督能力は減少 して いるとしても・ これ らのルールの明記に

よ り、公益団体 自身で信認義務 を果たすような行動をとるのを促進する可能性がある・ このルールが

広 まるにつれ、公益団体 は、 これ らの行為基準 を内部化 し、全体 として信認基準 を高めることになろ
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う。

ただ し、 この新 しいルールは相 当なコス トがかかる。大きな公益 団体 では、高価な報酬 を払うコン

サル タン トを雇っているのが普通で ある。小さな団体も、上記推定の恩恵を受けるために、同規模の

公益団体での報酬比較 をす ることになる。いずれもこのルール を遵守 しよ うとすれば相当の コス トを

かけることになる。仮 に、 これ らのルールに違反 した としても、その摘発 による税 収は公益団体全体

にかかる取引費用に比べてはるかに小 さい。おそ らく、それでも公益団体は、ルール遵守 のために上

記のようなコス トをかけることになる。それが効率的な結果か といえば決 してそ うではない。よ り効

率的なアプローチは他に存在 し、それが後 に提示す る独 自の公益委員会制度である。

(5)公 益団体のアカウンタ ビリティを確保す る際の問題

公益 団体 には、そ の活動や財政状況 に関 し説明す る責任 、アカウンタビ リティが求め られる。 この

アカウンタビリティにはいくつかの側面がある。第1に 、財政面。資産が適切 に使われているか、財

政状況の公表が適切かつ正確 になされているか。第2に 、 これ も財政面の1つ であるが、寄附 を求め

る場合の報告要件がある。第3に 、団体 の質的側面 に関連するもの として、その 目的 をどの程度達成

しているかに関する評価 の公表が ある。第4と して、ネガティブな説明責任 と呼ばれるものが あり、

これは理事や受託者が義務 を果た しているか、 とりわけ団体を自 らの利益 のために利用 していないか

に関する事項の説明が ある。なお、 これ らの説明責任を誰が果たさせることができるか という問題も

重要である。

(i)説 明責任実現の請求者:原 告適格

営利団体を代表する株式会社 と非営利団体 との大 きな違いは、前者には株主 という説明責任に関す

る法的権限をもつ者がいるのに対 し、後者 にはそのような人が限定 されているところである。 このよ

うな性格 のため、公益団体 の信認義務は、 「法的制裁 のない法的義務」 と呼 ばれる ことす らある。

A団 体の会員

団体が構成員によって成 り立つものである場合、言い換えれ ば、会員に理事選任権がある組織 の場

合、個々の会員 に原告適格 がある。裁判例では、株主代表訴訟 との類推で、代表訴訟 を提起する権利

を認 めるものがある。団体 の目的外 の行為 を差 し止めた り、前の理事や役員 を訴える権利もある。た

とえば、メンバーズ ・クラブの会員 は、女性の入会 を拒否 した り、会の定款 に反 してゲス トを招 くの

を許 さなかった場合に、訴える適格 をもつ。会員は団体 の記録書類 を検査す る権利を もち、訴えてそ

の権利 を実現することができる。ただ し、会員のいない組織 で、理事 が固定 している団体の場合 には、

司法長官 と理事だけが原告適格を有す る。

信託法や会社法の原則では、別段の定め をおく制定法がない限 り、一般公衆には原告適格がない。

団体 の財産が共同体全体の利益 に提供 されているとしても、個々人への利益 は反射的利益と解 されて

いる。公益団体の受給者が特定され るケースです ら、一般 に、 この受給者 は公益 を達成する手段であ

り原告適格を有 しない存在 とみなされる。公益 を代表す る者は司法長官 とされる。原告適格 を制限す

る実際的な理 由は、公益団体が濫訴 にさらされ るおそれが あるためである。

ただ し、 これにも例外が認め られ る。公益性が特 に重視 され る場合や、原告が特別な利害関係を有

する と認められ る場合、裁判所が原告適格を認める例がある。その際 ①訴 えにおいて問題 とされて

いる行為やそれ に対す る救済が、特別な性格 のものであること、② 公益団体 またはその理事 のサイ ド
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で・詐欺や非行が存在すること、③州 の司法長官の行動が期待できるか否か、またそれが効率的か否

か・④公益団体 によって利益 を得 る人たちの性格 ⑤その他個別の事件の状況、が勘案 される。ただ

し・一般原則 としては・あくまで も特別な制定法がな い限 り、公益団体 に関 して訴える原告適格 は司

法長官に限られている。

B司 法長官

司法長官は公益団体 の監督権限を有す る。アメ リカでもごく少数の州では、検察官 にこの任務 を委

ねているところがある・1601年 の公益ユース法以前で も、司法長官が この訴えを提起 した例があるか

らその歴史は古い・私益信託 と違 い、公益信託では、受益者 は特定個人でな く共同体全体 になる。コ

モ ン ・ロー上の義務は・判例法によって発展 してきたが、そ の眼 目は、公益団体の資産が収益 をあげ

るよう運営されること、不適切な目的や 自己取引で利用 され ることがないことという点である。 この

ルールが植民地時代のアメ リカに移植 された。 しかも、多 くの州 で制定法に書き込 まれた。今 日、公

益 団体 の監督その他 に関 し、司法長官の権限は相当に広い。

a司 法長官の個別の権限

具体的な権限が列挙 される。公益団体の解散命令 を求める権限まで含 まれる。ただ し、訴訟では

常に必要的当事者 とされるわけでな く、司法長官が通知 を受けた うえで裁量権を行使で きる。

b情 報収集責任

公益団体の監督に関する統 一州法(UnifbrmSupervisionofTrusteesfbrCharitablePu叩oses

Act1954)で 情報収集責任が明定 されている。公益 団体には司法長官 に対 し、登録義務 と定期的報

告義務(宗 教法人を除 く例あ り。そ の場合 も詐欺 の疑 いがあれば別)が 課されている。

c寄 附募集の監督責任

これは司法長官の主要な責任の1つ である。

d司 法長官の権限の限界

日常業務についての管理権 はない。

e司 法長官以外の他の原告適格者

先に述べたよ うに団体の理事のみ。

f監 督権限行使の障害

司法長官には公益 団体に対 し大 きな監督権限が認め られているが、実態 とは別である。スタッフ

の不足 と、司法長官 のさまざまな任務の中で、相対的に見てそ もそ も重視 されていない問題である

とされている。た とえば、司法省内部に公益団体 を監督する部門を有する州は13州 に過ぎない。

ただし、これ らの州 は、全米の55%の 公益団体の本部を有 し、財政収入でいえばその65%を 占め

る・そ して・ニュー ・ハ ンプシャー とニュー ・ジャージーを除く11州 では、専門の部門に3人 以

上の専任の弁護士をお く。

g不 正確なデータ

司法長官の下にはさまざまな情報が集め られるが、実際には、収集された情報をチェ ック しない

例 が多い。そ もそ も不正確なデータが収集 されているケースも多い。た とえば、公益団体か らは、

寄附の募集のコス トな しと報告されている例が多いが、現 実はそ うでない。それにもかかわ らず、

寄附で集め られた資金が生きて利用され、 当該団体 が効率的に運用 されているよ うに見える ことを

ね らって、寄附募集 コス トを他の費 目に移す例が多い。
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h連 邦 と州の協力の制約

連邦 レベルの要件である内国歳入庁へ提 出され る書式(FORM990)は 、州政府 にも利用 され、

情報 の共有が行われている。だが、それを除けば、連邦 レベルでは納税者のプライバシー保護 とい

う制約があり、 また州 とは監督の焦点が異なることもあって、情報の共有は進んでいな い。

(ii)規 制のあ り方の変化

伝統的に州 の司法長官が公益団体 の監督者 とされてきたが、実質的 に見る と、連邦の内国歳入庁が

担 う役割が大 きい ものだったと考 え られる。税 の優遇 申請は、2001年 、5万8 ,938件 行われ、そのう

ち1万548件 は、書類不備や取 り下 げなどで申請却下 となった。残 りの4万2,366件 が 申請手続 きを

完 了し、この うち優遇資格を否定されたのはわずか58件 である。1996年 か ら2001年 の5年 の間に、

年次報告書であるFORM990の 提 出件数は25%増 加 し(年 間で28万6,000件)、 実際に検 討 した数

は15%減 少 した(1,237件 となった).こ れは、申請のほとんどが審査 もなく通過す ることを意 味す

る。

先に紹介 した新たな制裁方法である中間的制裁も、利益 をあげた理事等 に課税されたのは、 これま

での ところミシシッピ州の医療団体 とハ ワイのビショップ信託だけである。 したがって、伝統 的な州

法上の信認法制が役割 を終 えて、この連邦ルールに依拠すればよい という状況ではな い。規 制強化 と

いう点では、2000年 、連邦議会は、情報公開を強化する姿勢を示 した。

(6)公 益団体のアカ ウンタ ビリテ ィ改善のため に

以上のように、州 の司法長官 に頼るのは問題である。公益団体 につき長年研究 してきたデイル教授

によれ ば、「司法省の公益団体部門は、ほとんどの州で、不活発、非効率、あるいは仕事の量 に圧倒 さ

れているとい う状態 にある」(12)。

この状況 を改善す るいくつ かの提案がなされている(13)。

以下、 ここでは3つ の提案 を行 う。

(i)新 たなテクノロジーの利用:イ ンターネ ッ ト

イ ンターネッ トはすでに多 くの公益団体が利用 して、団体の概要の説明や寄附の募集などを行 って

いるが、公益団体 のアカウ ンタビリテ ィ改善のための利用 も考 え られる。今やそれぞれの団体のウェ

ブサイ トへ接続す るだけで、一般市民が監視役 を果たす ことがで きる。個人には税制 の措置 を左右す

る権限 もな く、多 くの場合、訴えを提起する資格す らないが、寄附 を差 し控 えたり、一般的な評判 を

悪化させ、あるいはメディアや公的機関への通報な どによ り重要な監視役を果たしうる。この うち、

最後の公的機関への通報は、3つ 目の提案 と連動する。

(ii)連 邦 レベルでの開示 ・検査の強化

連邦 レベルでは、IRSに 提出された書類の公開が強化 され、一一・般市民がこれ らの書類を検査 できる

ことにした。情報 を掲載 したCD・ROMを 販売することも行 っている。ただし、 これ らの情報公開の

結果、一般市民が問題を発見 した場合 、それ をどこにつなげればよいかなど、法執行 メカニズムの強

化 と連携 させることが必要である。 ここでも、一般市 民の力を借 りて、連邦政府におけるスタ ッフ不

足な どの問題を解 消することが考え られる。 この点も、次の提案で ある、独 自の公益委員会案 と連動

す る。
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(皿)州 レベル の公益委員会

公益団体 につ き、連邦 レベル ・州 レベルで、規制を高める ことには限界がある。 あくまで これ以上

のコス トをかけずに、 しか も公益団体 のアカウンタビリティを高める提案 として、地域 に根 ざした苦

情 申立てを引き受ける公益委員会 を提案する。

これは、半官半民の委員会で、委員 は無報酬 で働 く。イ ンターネ ッ ト等の情報公開 システムを前提

にして、州民か らの告発 の宛先 とな り、懲罰的機能ではな く、公的責任 を果たす機能を高めるために、

一定 の調査 ・勧告 を行 う機関 とな る
。それに従わないような ら、 この委員会が付属す る司法長官に事

件を移送 し、その強権 の発動 を促す役割 も果たす。 しか し、あくまで も狙いは、州民の協力の下で、

信頼できる公益団体の維持 ・育成 にあ り、調査 ・聴聞手続も非公 開で行 う。

この発想の基になって いるのは、1601年 の公益ユース法の下でおかれた公益委員会、アメ リカの現

在 の弁護士懲戒委員会、裁判官懲戒委員会である。 これ らの手続 を参考 にしっつ、公益団体の分野で

は、規制色よ りも、アカ ウンタビリティ向上のための勧告機能を重視す る公益委員会の設立すること

が有益である。

4フ ィッシュマン教授 による論文の要点

フィッシュマン教授の論稿は、非営利 団体のガバナ ンスを考 えるうえでいくつかの示唆 を与 える。

以下、注意すべき点を列挙 してみる。

① アメリカにおいて非営利 団体 の組織形態 として、法人形式の方が多 いこと。その理由のい くつ

かが説明されているが、 この点は、さ らに検討が必要である。

② 公益法人の理事 には会社法の取締役 に対する信認義務が、公益信託の場合には信託法の信認義

務が課 され、伝統的には後者の方が厳 しいとされてきた。ただし、近年、注意義務の面で は両

者の接近が図 られ る一方、忠実義務の方は、今 も信託 の方が厳 しい態度 を保 っている。

③ 非営利団体 を規制す る仕組みは、 アメ リカの場合州 と連邦 に分かれるが、いずれにせよ効果的

に機能 していない.む しろ、直接的な法 による強制 よ りも、間接的な社会的規 範による 自主規

制を促 し、強化す るよ うな仕組み を構築す る必要がある。

④ 非営利団体のアカ ウンタビリテ ィを改善す るための方策 として、イ ンターネ ッ トとい う新たな

技術 を積極的に利用す ることが考え られる。それ を非営利団体 の財政状況や活 動状況を一般市

民に公開する手段 として用 いるばか りでな く、さらに、一般市民か らの声を公的機関に届けて、

注意喚起 を図 り、た だ罰則 ・制裁 を考えるので はな く、強権 を後ろに控えて、調査のうえで 当

該 団体 と改善策 を協議 し勧告するような機関を設置す る必要がある。

この論文で提案 されている公益委員会には、いくつかの特徴 がある。第1に 、非営利団体 につき、

事前 に公益性 を審査す るための機 関ではな く、事後的に、公益性や団体の運営に問題があるとの告発

を受理 し、告発内容 に意義があると認め られ る場合に、調査 を始 める機関であること。第2に 、いっ

たん行動 に出た場合にも、制裁 をち らつかせ るのではな く、当該団体が抱える問題 は何か を調査検討

のうえ、当該団体 と協議 し、最 もよい方向での改善を図ろうとするものであること。そのため、 これ

らの手続は非公開で行 うこと。第3に 、まったく非協力的な団体があった場合のため には・公益委員

会の後 ろに司法長官が存在する ことにしてお いて、司法長官 の強権発動につなげること.そ の意味で
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は、まった く牙 のない組織ではな いこと。

この提案の内容やその実現可能性 については、ただちにい くつか の疑問が提起で きる。だが、非営

利団体の現状や特質を踏まえて、できる限 り低 いコス トで(言 い換 えれば、実現 しやす い形で)非 営

利団体のアカウンタビ リティ改善 を図ろうとす る提案である ことは確かである。

5結 びに代えて

信託の受託者が法人受託者である場合、法人組織 としての受託者 にガバナ ンスが組み込 まれる場合

が多 い。たとえば、イ リノイ州銀行協会が公表 している 「信託の管理運用 に関する指針 と手続のマニ

ュアル」 によれ ば(10、銀行 は、取締役会の下 に、信託監督委員会(TrustOversightCommittee)と

監査委員会(AuditCommittee)を 置き、前者は、信託部門の業務計画の検証および承認、信託部門

委員会メンバーの選任、信託部門委員会会議の議事録 のチェック、信託部門業務の定期的報告のチェ

ック・信託部 門の予算の承認、適切な監督機関による検査および監査報告書 のチェック、取締役会へ

の報告などを任務 とし、後者 は、信託部門の年次監査 の実施、受認者業務が取締役会の定めた方針に

合致 して いるか否かの監査な どを行 うことになっている。

このようなシステムの下では、信託 のガバナ ンスを、受託者が営利法人であるため にコーポ レー ト・

ガバナンスの仕組みの中に取 り込んで いるわけである。

しかしなが ら、一般の非営利団体 においては、それが法人形式をとるか信託形式を とるか を問わず、

営利法人 にお けるようなガバナ ンス ・システムは構築 されていないか、 または、形式上、似 たような

体制が とられている場合であっても、株式会社のガバナンスを考 えるのとは異なる配慮が要請 され る。

わが国の公益信託 においては、運営委員会や信託管理人がおかれているが、これ らが非営利団体 の

ガバナ ンスの直面する問題 を解決 しているかといえば、決 してそ うはいえない。 この点では、 アメ リ

カの非営利団体法制も、特効薬的な解 決手段を編み出 しているわけで はないことがわかった。それに

もかかわ らず、あるいはそれだか らこそ、本章で紹介 した フィッシュマ ン教授の論文のよ うなアメ リ

カにおける議論は、わが国の同様の問題 を検討す るうえで、理論的にも実践的にも重要な契機 を含 む。

よ り具体的には、次のような論点が抽出される。

① 非営利団体のガバナンスの 目的 と規制根拠は何か。さ らに、その内容が株式会社の場合 のよ う

な健全性 と効率性の追求であるとして、その意味は何か、それをどのような尺度で測るか。

② ガバナ ンスを支える規範のあ り方 をどのように考えるか。法 と法的制裁を中心 とした制度設 計

を行 うか、それ ともフィッシュマ ン教授が示唆するように、法的制裁 を背景に押 しや り、廉恥

心 を軸 とした社会規範 の生成 ・維持 を図るのがよいか否か。

③ 非営利団体のアカウンタビリテ ィ改善策 の1つ が、イ ンターネ ット上の、財政状況 ・活動状況

の公 開であ り、外部へ開くことによって一定の監視機構を作 り上げるとして、それは原告適格

の拡大 といえるのか、単に形式的な機会提供 に終わる ことはないのか。

④ 非営利団体 のうち、アメ リカにお いて、法人形式 をとるのと信託形式を とる場合 とで、適用 さ

れる信認法(受 託者責任法)に 相違がある点 は重要である。それは単に過去の歴史的な意義 を

もつ に過 ぎないのか、 あるいは何か積極的な意義が あるのか。意義が認め られない場合、新た

な法は、信託 に寄せた形 になるのか、そ うではな く法人に寄せた形になるのか。
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これ らはいずれ も重要な課題と思われ るが、本章では課題の提示 に留めざるをえない。序説 と題 し

たゆえんである。
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第6章 公益信託税制の問題点 と改善意見

(青山学院大学名誉教授 渡辺淑夫)

1現 行信託税制の概要

(1)信 託税制の一般ル ール

区分

① 一 般 原 則

(Pass

throughrule)

②集合信託の特

則

③特定信託課税

法人税 ・所得税

受益者(又 は委託者)

信託所得は、受益者(受 益

者不特定又は不存在の場合

は、委託者)が 信託財産を

有するものとみな して課税

(法法12① 本文、所法13

①本文)。

なお、法人を受益者とす る

他益型信託の場合は、信託

時にみな し譲渡課税及び受

贈益課税(法 法22② 、所法

59①)

合同運用信託、投資信託、

特定目的信託、特定公益信

託、厚生年金基金契約に係

る信託等の 「集合信託」の

信託所得については、①に

かかわ らず、収益分配時に

課税(法 法12① ただし書、

22② 、所法7① 、13① ただ

し書)

特定信託(証 券投資信託以

外の国外投資信託及び特定

目的信託)の 収益分配 は、

受取配当益金不算入(法 人)

又は配 当控除(個 人)の 適

用(法 法2二 十九の三、23

①、所法94①)

受託者

論理上、非課税

法人税は非課税(法 法12② 、

③)。 ただし、退職年金業務

等を行 う信託会社等に対 し

ては、退職年金等積立金 に

ついて退職年金等積立金 に

対する法人税の課税(法 法

8、84～91)。

なお、信託会社が引き受け

た集合信託の信託財産につ

いて支払を受ける利子、配

当等については、所得税の

非課税 その他 の特 例適用

(所法176)

特定信託の信託所得 につい

ては、①に関わ らず、信託

会社 に対 し、各特定信託の

各計算期間の所得 に対する

法人税の課税(法 法7の2、

82の2～82の17)

贈与 ・相続税

個 人を受益者 とす

る他益 型信託の場

合は、信託時に贈与

税又 は相続税 の課

税(相 法4)

受益権 の贈与,遺

贈、相続 について

は、贈与税又は相続

税の課税(相 法1の

2、2)

不動産取得税、固定

資産税、特別土地保

有税等

信 託 による取得 又

は所有 は形式 的な

もの とみな して 非

課税(地 法73の7

三～五、343⑧ 、587

②)

同上
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(2)公 益信託税制

区分

①一般 公益

信託

②特定公益

信託

③認定特定

公益信託

法人税 ・所得税 ・贈与税

法人委託者

信託所得は、一般原則

によ り委託者に法人税

の課税(法 法12① 本

文)。ただし、所得税は

非課税(所 法11③ 、④)

信託 された金銭は、信

託時に寄附された もの

とみな して一般寄附金

算入限度額適用(法 法

37⑥ 前段)

信託された金銭 は、特

定公益増進法人寄附金

とみなして一般寄附金

損金算入限度額の2倍

まで 別枠 で 損金 算 入

(法法37④ 三、⑥後段)

個人委託者

信託所得は非課税(所 法

11③ 、④)

寄附金控除の適用なし

特定寄附金として寄附金

控除適用(所 法78③)

受益者

課税上特段の規定な し

(一般課税ルール によ

る)

顕著な学術貢献又 は学

術研究の表彰のための

金品の支給、学生 ・生徒

の学費支給 については、

所得税 ・贈与税は非課税

(所法9① 十二、十四、

相法21の3① 四)

同上

相続税

委託者の相続財産として

課税

相続税は非課税(相 碁通

4・1)

同上。

なお、相続人、受遺者が信

託した場合は、相続税は非

課税(描 法70③)

2公 益信託税制の立法経緯

現行の公益信託制度 は、1987年(昭 和62年)1月 の税制改正によって整備された ものであるが、

その立法経緯 は、1974年(昭 和49年)10月 に信託協会が旧大蔵省に提出 した税制改正要望書には じ

まって1987年 の改正法の公布施行まで、実に13年 あまりの永きにわたるものであった。

その間・旧大蔵省主税局 と銀行局及び信託協会が中心 となって、 自民党税制調査会の意見 も聞きつ

つ検討を重ね た末、1986年(昭 和61年)12月 の同税制調査会 の昭和62年 度税制改正大綱 を経て、

翌1987年1月16日 に閣議決定 された昭和62年 度税制改正要綱にお いてはじめて公益信託税制の整

備が打ち出され 同年9月25日 法律第96号 として特定公益信託及び認定特定公益信託 に関す る制度

を織 り込んだ所得税法等の一部改正法が公布施行 され るに至ったのである。

次いで・1988年(昭 和63年)の 税制抜本改革 の一環 として、特定公益信託 に係る相続税 、贈与税

の非課税措置等が整備されて、今 日に至 っているので ある。

なお、1998年(平 成10年)の 法人税 の課税ベースの見直 しを中心 とす る法人税法等の改正及びこ

れに続いて2001年(平 成13年)か ら2003年(平 成15年)に か けて行われた一連の法人税法等の

大規模な改正においても、公益信託税 制についての見直 しの動きはなか った。

3特 定公益信託及び認定特定公益信託の要件

公益信託は、1(2)の よ うに、税制上は一・般公益信託 、特 定公益信託及 び認定特定公益信託の3
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つの類型に区分され・それぞれ課税上の取 り扱 いが異なるので あるが、特定公益信託及び認定特定公

益信託の要件 として定め られているものは、次 のとお りで ある。

(1)特 定公益信託

信託法66条 に規定す る公益信託の うち、次の要件に該 当す るものをいう(法 法37⑥ 、法令77の2

①、②、④ 、⑤、法規23の3①)。

①

②

③

受託者が信託会社(信 託兼営金融機関を含 む。)で あること。

信託行為 にお いて次の事項が明 らかにされて いること。

イ 信託終了時の信託財産が国等 に帰属 し、又は類似 目的の公益信託 として継続す ること。

ロ 信託 の解除ができないもので、かつ、信託条項の変更 は主務大臣(そ の権 限事務 を行 う都

道府県知事等 を含む。以下 同じ。)の 認可 を受けるもので ある こと。

ハ 信託財産 として委託者か ら受 け入れ る資産が金銭 に限 られること。

二 信託財産の運用が預貯金、公社債、合同運用信託等に限 られる こと。

ホ 信託管理人が指定 されること。

へ 受託者が信託財産 の処分 を行 う場合には、学識経験者の意見を聴かなければな らないこと。

ト 信託管理人又は学識経験者 に通常必要な費用 の額 を超 える報酬 を支払わないこと。

チ 受託者が受ける信託報酬が信託事務の処理 に通常必要な額を超えない こと。

①及び② の要件を満たす ことにつ いて主務大臣の証明(信 託条項の変更に係る認可を含 む。)

を受けた こと。 この場合、主務大 臣は財務大 臣に協議 しなければな らない。

(2)認 定特定公益信託

特定公益信託の うち、さ らに次の要件に該 当す るものをいう(法 法37⑥ 、法令77の2③ 、④、法

規23の3②)。

①

②

次に掲げるものの1又 は2以 上のものを目的とする特定公益信託であること。

イ 自然科学技術の試験研究者に対する助成金の支給

ロ 人文科学領域の優れた研究者に対する助成金の支給

ハ 学校教育に対する助成

二 学生 ・生徒に対する学費の支給又は貸与

ホ 芸術の普及向上のための助成金の支給

へ 文化財の保存 ・活用のための助成金の支給

ト 開発途上国に対する経済 ・技術協力に資する資金贈与

チ 国等からの受託業務等として野生動植物の保護繁殖業務を行う法人に対する助成金の支給

リ すぐれた自然環境の保存 ・活用のための助成金の支給

ヌ 国土緑化事業の推進のための助成金の支給

ル 社会福祉事業に対する助成

①の目的に関し相当の業績が維持できることにつき主務大臣の認定を受け、かつ、その認定

か ら5年 を経過していないこと・この場合、主務大臣はその認定をすることについて財務大

臣に協議しなければな らない.
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4現 行公益信託税制の問題点と改善意見

(1)現 行税制の基本 的構造 と問題点

わが国の信託税制にお いては、信託法が制定 された1924年(大 正11年)以 来、いわゆる実質所得

者課税の原則 を重視す る立場か ら、信託 を一種の導管 とみな して、信託財産 について生ずる所得 につ

いては・当該信託財産の実質所有者 と目され る受益者 に課税す る 「受益者課税原則」(passthrough

rule)が 一・貢 してその基本原理 として採用されているが、 これを補完す るものとして、受益者が不特

定又は不存在 の場合には、委託者 を受益者 とみなしてこれ に課税する 「委託者課税原則」が併存する

形になっている(法 法12① 、所法13①)。

そ してその裏側 には、信託 という法形式 を悪用 して租税回避が図られ る ことをできるだけ防止 しよ

うとする税制当局の意図が作用 している ことも否めない事実で あり、過去の信託税 制の改正をめ ぐる

国会論議等においても、そのような趣旨の税制 当局の発言が数多 く見受 け られ るところである。

現行 の信託税制は、 このような背景の下 にあって、その時々の社会経済情勢 の変化に応 じて必要な

政策判断 を加 えなが ら、受益者課税原則ない しは委託者課税原則 の例外 として様々な特例措置を積み

重ねつつ現在 に至 っているということができる。

公益信託税制 もその1つ であるが、その基本的構造 は、おおむね次のようなもの となっている。

①

②

③

特定公益信託以外の一般公益信託は、一般の私益信託並み課税 とし、委託者課税原則を適用

す る。ただし、信託所得 に対す る所得税 は非課税とす る。

特定公益信託 の要件 に該 当する公益信託 に限 り、はじめて信託 財産 について委託者の財産権

か らの離脱があったものと認め、委託者課税原則 の適用外 とする。ただし、信託財産は金銭

鞭 ㌶ 謂 ㌶ ㌶ み耀 竃:誓㌶ ㌶1こ'その運用及び処分につい
特定公益信託のうち一定の目的要件に該当することにつき主務大臣の認定を受けたものを認

定特定公益信託とし、これに対する金銭の信託について特定公益増進法人寄附金並みの寄附

金控除の特例を適用する。

これを要するに、信託を利用 した租税回避行為 を防止す るとい う見地 か ら、たとえ公益信託 といえ

ども無条件 に信託税制の基本原理の塘外に置 くことを許さず、厳重な監督 の下にごく限定的に課税上

の特例を認めるにとどまっているということである。

このような基本的構造を持つ公益信託税制であるが、折角の特例措置 も、その創設以来16年 余 り

を経なが ら必ず しも所期の目的どお りに有効に作用 しているとは言 い難 いのが実情である。その原因

には種々の ものがあると思われ るが、上記のような背景の下で作 られた特例税制であるだけに、その

要件があまりにも厳格 に過ぎ、その財産 を公益信託 を通 じて公益 目的に活用 しようとする善意の篤志

家や民間企業にとってやや もす るとその期待に沿わないものになっている ことが、その大きな阻害要

因の1つ にな っているのではないか と考え られ る。

今 日、財団法人制度 と並んで財産権 を主体 とする公益活動を担 う公益信託制度の抜本的な見直 しが

急務 とされているが、そのためには、信託法制の改革 と合わせて、その誘 因とな るべき税制上の特例

を現実的な ものに構築 し直す ことが絶対不可欠である。

そのためには、現行公益信託税 制の背景 に存在す る信託税制 における委託者課税原則 と信託に名を
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借 りた租税回避行為の防止 の必要性という2つ の基本的な要請を、公益信託 に関して は早急 にこれを

転換 しなければな らないものと考える。

(2)改 善意見

公益信託税制にとっての最重要課題 は、(イ)信 託財産を出損する委託者 にとって税制上の優遇措置

が必須の誘因であることと、(ロ)そのためには、いかにすればその要件を現実的なもの として緩和 し、

その適用範 囲の拡大 を図ることができるか ということの2点 に集約する ことができると思われ るが、

とりわ け(ロ)の 要件緩和という角度か ら見た場合、現行公益信託税制には次 のような問題点があ り、

これを改善す ることが必要である。

(i)委 託者課税か ら受託者課税への転換

4(1)で 述べた ごとく、わが国の現行信託税制の根幹 をなすのは、「受益者課税原則」であ り、こ

れ を補完する ものとして、受益者が不特定又は不存在の場合には、委託者 を受益者 とみなして課税す

るとい う 「委託者課税原則」が併存す る。

公益信託 もそ の例外 とはされていないため、もともと受益者の不特定又 は不存在がその特質であ り

なが ら、特定公益信託 の要件に該 当しない限 り、委託者課税原則の適用を免れ得ない こととな り、そ

れが公益信託税 制をわか りに くくして いる原因の1つ となっている。

この ことは、公益信託である以上は、須 く特定公益信託 の要件程度のことは満たすべ きであるとい

う立法者の意 図の表れであろ うと思われ るが、信託財産が委託者の財産権か ら離脱 したか どうか とい

うことと、そ の信託財産が受託者によって どのように運用又は処分 され るか ということとは本来全 く

別個の問題なのであるか ら、両者を並列的 に特定公益信託 の要件として定めて いる現行税制には、問

題な しとしないところがある。

もともと公益信託は、信託法上、主務大 臣の厳重な監督の下に専 ら公益 目的のために信託財産の管

理 ・運営が行 われ ることにな っているため、委託者が租税 目的で これを悪用す るおそれはほとんどな

い と考 え られる上、その性格上、あらか じめ受益者を特定することは困難な ものであるから、一一般の

私益信託 と同様に一律 に委託者課税原則を適用す ることにはなじまない面が あるといわざるを得ない。

公益信託の信託財産について生ずる所得について、特定公益信託か どうか を問わずに所得税法上非

課税 としているの もその表れであると思われ るが、 これだけでは十分 とは言 い難い。

したがって、公益信託 の拡大 を図るためには、まず この点 についての考 え方を基本的に転換す るこ

とを検討すべ きである。

具体的 には、現行の特定公益信託 の要件の1つ として定められている信託財産 に係る財産権の委託

者か らの完全離脱 とその不可逆性 の要件(3(1)の ② のイ及びロ参照)が 担保されている公益信託

につ いて は、他の特定公益信託 の要件 とは切 り離 して、信託財産 の出指が あった時点で寄附が あった

ものとし、爾後委託者課税原則を適用 しないこととす ることが相当である。

なお、 この場合 に、信託財産か ら生ず る所得について課税す る必要があるときは、特定信託課税制

度(法 法7の2、82の2～82の17)を 拡充 して・受託者課税 とす る ことを検 討すべきである・

ちなみに、公益信託の先進国であるイギ リス・アメ リカ・カナダ、オー ス トラリア等では、ニュア

ンスの違い こそあれ、課税す るとすれば受託者課税が原則になっていて、委託者課税はごく例外的な

もの となっているようである。
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(ii)信 託財産 の拡大 と運用方法の弾 力化

現行 の特定公益信託にお いては、委託者が出損す る信託財産が金銭に限 られてお り、 しかもその運

用方法が預貯金、公社債等の安全確実(?)な 金融資産に限 られている。

しか しなが ら、経済活動の多様化 ・国際化 、国民生活における価値観の変化等 に伴 い、公益活動 に

資するための公益信託 に適する財産 は何 も金銭 に限 られるものではない。無体財産権や不動産、ある

いはこれ らの財産権か ら派生す る使用料債権等、広範な ものが考え られるが、 これ らの財産権 を公益

信託の 目的 とす ることを否定す る合理的な理 由は見当た らない。

む しろ積極的に金銭以外の財産を特定公益信託の信託財産 として活用する途を拓 くべきであ り、 こ

れにより公益信託税制はよ り多 くの篤志家 を公益信託 に吸引す る魅 力的な誘 因となることが可能 とな

る。

なお、 この場合 には、譲渡所得課税ない しは相続税課税の面で特別な措置が必要になるが、現 に一

定の公益法人 に対する寄附については特例税制が存在 してお り(描 法40、70)、 一一部は公益信託税制

にも採用 されているか ら(描 法70③)、 特 に立法技術的な困難性 はないもの と考え られる。

また、金銭以外 の財産権を特定公益信託 の信託財産 として出損することを認めれば、いきおいその

運用方法につ いてもそれ に適 した方法が必要 にな り、運用方法 の弾力化が図 られることになる。ちな

みに、預貯金、公社債等の金銭資産をもって安全確実な運用方法であるとす る考え方は、いまや完全

に過去の遺物 と化 してお り、これ に固執する理 由は全 く見 当た らない。

(皿)事 業型特定公益信託の容認

公益信託制度の活性化を考える場合、信託財産の拡大とその運用方法の弾力化の延長線上の問題と

して、信託財産が実質的に1個 の財団としての社会的な実体(entity)と 機能を持って積極的に事業

活動を行 うに至 ることが想定できる。

現行信託法 上も、 このような事業型の公益信託の成立 は可能のようで あるし、適切な事業運営が担

保 されるもので ある限 りは、今後 ともこれ を否定する積極的な理由はな く、むしろこの種の公益信託

の増加は社会 的な要請 になって くるものと思われる。

私的財産権 の公益化 を分担す るとい う意味で公益信託 と比肩すべき ものは公益法人である財団法人

であるが、財 団法人が事業型の公益活動 を認め られているのと同様 に、特定公益信託について も、事

業型のもの を容認す ることを検討すべきで ある。

むろん、 この場合 には、その事業範囲を公益目的に相応 しい事業、すなわち、税法上も非課税 とす

ることを相当 とする非収益事業 に限定す ることが原則であろうが、非収益事業に付随 して生ずる収益

事業の所得があるときは、受託者 に対す る収益事業課税 によ り課税上の真空地帯が生 じないようにす

ることが必要 である。ただし、その課税 に当たっては、財団法人の場合 と同様に、みな し寄 附金制度

を伴 う低率課税 とすることが望 ましい。

(iv)報 酬要件の合理化

現行の特定公益信託の要件として、信託財産の運用 ・処分について重要な職責を担う信託管理人又

は学識経験者に対する報酬の支払が著しく抑制されているほか、受託者に対する信託報酬も実費弁償

の範囲に押えられているが、これらのことは、特定公益信託として認められるためには、信託管理人

や受託者等の信託関係者にも公益目的を口実としてかなりの自己犠牲が強いられることを表している。

しかしながら、このような自己犠牲の上に立った事業運営が必然的にその活力を喪失し、必ず衰退
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する ことは過去 の経験 に照 らして自明のことであって、税制上の優遇を期待す る公益信託制度が必ず

しも所期 の目的どお りに作用 していないの も・ これが一因となっている ことは否めないと考 える
。最

近 における民間活力の利用への行政機 能の移転の持つ意 味合いに思 いを至すべ きである。

したが って・活力のある公益信託制度の拡大 を考え るのであれば、須 くこのような厳 し過ぎる報酬

要件 についても、 これ を改め、合理的なコマー シャル ・ベースの導入を図る等改善を考 えるべきであ

り、 これ によってこそは じめて信託管 理人等に有爲の人材 を確保す ることがで き、又、営利企業であ

る受託者(信 託会社)に も事業活動 としての収益期待性 とこれに伴 う企業者責任の自覚 を持たせるこ

とになるもの と考える。

その意 味では、現行税制 における報酬 の抑制要件は、やや もすると極端 に作用す るき らいがなきに

しも非ずで ある ところか ら、所期の目的に反 し、む しろ公益信託の拡大 の阻害要因の1つ になってい

る とも考 え られる ことに着 目し、運用面 も含めてその改善を検討すべきで ある。

(v)認 定特定公益信託の 目的範囲の拡大

信託財産 の委託者 につ いて寄附金控除の特例(法 人委託者はみな し公益増進法人寄附金、個人委託

者は特定寄附金)の 適用が認め られる認定特定公益信託については、その要件で ある信託 目的の範囲

が11項 目に限定され、かつ、すべて助成型の ものに限 られている(法 令77の2③)。

この目的範囲 に関する規定は、一・般の公益増進法人寄附金の範囲(法 令77)及 び同様の特例が認め

られる認定特定非営利活動法人(い わゆる認定NPO法 人)寄 附金の範囲(描 法41の18、66の11

の2① 、NPO法2①)に 関する各規定に相当す るものであるが、事業型のものを全 く認めていない点

を含 めて、明 らかにこれ らの各規定に定めるところに比してかな り狭 く、かつ硬直的なものとなって

いる。すなわち、

イ 一般 の公益増進法人寄附金の範囲 と比較すれば、認定特定公益信託の 目的範囲は、その4分

の1に も満たないごく限 られたものであ り、

ロ 認定NPO法 人寄附金の範囲を見て も、その範囲は認定特定公益信託の目的範囲よ りもかな

り幅広 く、かつ弾力的なものとなっている。

一般の公益増進法人寄 附金 も、認定NPO法 人寄附金 も、また認定特定公益信託寄附金も、等 しく

公益 目的のための財産の活用をバ ックアップす るための税制上の特例措置でありなが ら、このような

各制度間に存在する格差 は、結果的に公益 目的のための財産の活用 という同一・目的の財産の出損 につ

いて、明 らかにその出指先 ごとに差別 を設けるものであ り、中立公平を基本原理とする税制の立場 と

しては基本的に好 ましいものではない。

したがって、このような差別化 を解消することを検討すべ きで ある。
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